
論

説

形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る

形
骸
概
念
の
再
構
成
（
十
五
）

―
―
日
仏
法
間
の
比
較
を
中
心
と
し
て
―
―

井

上

明

目
次

第
一

問
題
意
識

一

序

二

形
骸
概
念
に
関
す
る
通
説
的
見
解

三

形
骸
概
念
に
対
す
る
諸
批
判

四

形
骸
概
念
に
関
す
る
通
説
的
見
解
お
よ
び
形
骸
批
判
説
の
、
評
価

五

以
上
の
検
討
の
ま
と
め

六

本
稿
の
目
的
お
よ
び
方
法

―
以
上
「
成
城
法
学
」
第
二
十
五
号
―

第
二

比
較
対
象
の
決
定

一

序

二

形
骸
に
基
づ
く
、
金
銭
債
務
伸
張
型
法
人
格
否
認
の
法
理
お
よ
び
金
銭
執
行
の
際
の
第
三
者
異
議
の
訴
え
請
求
棄
却
型
法
人
格
否
認
の

形骸に基づく法人格否認の法理における形骸概念の再構成 �
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法
理
の
、
適
用
事
実
関
係
の
類
似
性
お
よ
び
法
律
効
果
の
本
質
的
同
一
性

（
一
）
形
骸
に
基
づ
く
、
金
銭
債
務
伸
張
型
法
人
格
否
認
の
法
理
の
、
諸
事
例

（
二
）
形
骸
に
基
づ
く
、
金
銭
執
行
の
際
の
第
三
者
異
議
の
訴
え
請
求
棄
却
型
法
人
格
否
認
の
法
理
の
、
諸
事
例

（
三
）
法
人
格
の
形
骸
化
が
認
め
ら
れ
ず
、
法
人
格
否
認
の
法
理
に
よ
り
金
銭
債
務
の
伸
張
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
諸
事
例

（
四
）
適
用
事
実
関
係
の
類
似
性
お
よ
び
法
律
効
果
の
本
質
的
同
一
性

―
以
上
「
成
城
法
学
」
第
二
十
六
号
―

三

形
骸
に
基
づ
く
金
銭
債
務
伸
張
型
お
よ
び
金
銭
執
行
の
際
の
第
三
者
異
議
の
訴
え
請
求
棄
却
型
法
人
格
否
認
の
法
理
と
、
同
様
の
機
能
を

有
す
る
他
の
法
理
・
法
規
範
が
、
我
が
法
に
存
す
る
か

（
一
）
序
（
考
察
の
目
的
お
よ
び
方
法
）

（
二
）
商
法
二
三
条

Ⅰ

要
件
お
よ
び
効
果
の
考
察

Ⅱ

形
骸
に
基
づ
く
金
銭
債
務
伸
張
型
お
よ
び
金
銭
執
行
の
際
の
第
三
者
異
議
の
訴
え
請
求
棄
却
型
法
人
格
否
認
の
法
理
と
の
、
現
実

的
機
能
の
同
一
性
の
有
無
の
考
察

１

商
法
二
三
条
適
用
諸
事
例
に
お
け
る
具
体
的
適
用
事
実
関
係
お
よ
び
具
体
的
効
果
の
、
考
察

２

商
法
二
三
条
と
、
形
骸
に
基
づ
く
金
銭
債
務
伸
張
型
お
よ
び
金
銭
執
行
の
際
の
第
三
者
異
議
の
訴
え
請
求
棄
却
型
法
人
格
否
認

の
法
理
と
の
、
現
実
的
機
能
の
同
一
性
の
有
無
に
関
す
る
、
結
論

―
以
上
「
成
城
法
学
」
第
三
十
号
―

（
三
）
商
法
五
〇
四
条

Ⅰ

要
件
お
よ
び
効
果
の
考
察

Ⅱ

形
骸
に
基
づ
く
金
銭
債
務
伸
張
型
お
よ
び
金
銭
執
行
の
際
の
第
三
者
異
議
の
訴
え
請
求
棄
却
型
法
人
格
否
認
の
法
理
と
の
、
現
実

的
機
能
の
同
異
の
考
察

１

適
用
諸
事
例
に
お
け
る
現
実
的
機
能
の
同
異
の
考
察

２

商
法
五
〇
四
条
の
、
比
較
対
象
と
し
て
の
適
格
性

―
以
上
「
成
城
法
学
」
第
三
十
五
号
―

成城法学第７６号（２００７）
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（
四
）
商
法
第
二
六
六
条
の
三
第
一
項

Ⅰ

要
件
お
よ
び
効
果
の
考
察

―
以
上
「
成
城
法
学
」
第
四
十
号
―

Ⅱ

形
骸
に
基
づ
く
金
銭
債
務
伸
張
型
お
よ
び
金
銭
執
行
の
際
の
第
三
者
異
議
の
訴
え
請
求
棄
却
型
法
人
格
否
認
の
法
理
と
の
、
現
実

的
機
能
の
同
異
の
考
察

１

適
用
諸
事
例
に
お
け
る
現
実
的
機
能
の
同
異
の
考
察

２

商
法
第
二
六
六
条
の
三
第
一
項
の
、
比
較
対
象
と
し
て
の
適
格
性

―
以
上
「
成
城
法
学
」
第
四
十
一
号
―

（
五
）
取
締
役
の
任
務
遂
行
債
務
の
不
履
行
責
任

Ⅰ

要
件
お
よ
び
効
果
の
考
察

Ⅱ

形
骸
に
基
づ
く
金
銭
債
務
伸
張
型
お
よ
び
金
銭
執
行
の
際
の
第
三
者
異
議
の
訴
え
請
求
棄
却
型
法
人
格
否
認
の
法
理
と
の
、
現
実

的
機
能
の
同
異
の
考
察

１

適
用
諸
事
例
に
お
け
る
現
実
的
機
能
の
同
異
の
考
察

２

取
締
役
の
任
務
遂
行
債
務
の
不
履
行
責
任
の
、
比
較
対
象
と
し
て
の
適
格
性

―
以
上
「
成
城
法
学
」
第
五
十
二
号
―

（
六
）
法
人
格
濫
用
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理

Ⅰ

要
件
お
よ
び
効
果
の
考
察

―
以
上
「
成
城
法
学
」
第
五
十
五
号
―

Ⅱ

形
骸
に
基
づ
く
金
銭
債
務
伸
張
型
お
よ
び
金
銭
執
行
の
際
の
第
三
者
異
議
の
訴
え
請
求
棄
却
型
法
人
格
否
認
の
法
理
と
の
、
現
実

的
機
能
の
同
異
の
考
察

１

適
用
諸
事
例
に
お
け
る
現
実
的
機
能
の
同
異
の
考
察

�

第
一
型

同
一
機
能
の
蓋
然
性
の
高
い
場
合

�

第
二
型

同
一
機
能
の
一
面
を
有
す
る
場
合

�

第
三
型

同
一
機
能
の
蓋
然
性
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
高
く
は
な
い
場
合

形骸に基づく法人格否認の法理における形骸概念の再構成 �
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―
以
上
「
成
城
法
学
」
第
五
十
八
号
―

�

第
四
型

機
能
の
異
な
る
場
合
（
そ
の
一
）

―
以
上
「
成
城
法
学
」
第
六
十
一
号
―

�

第
五
型

機
能
の
異
な
る
場
合
（
そ
の
二
）

―
以
上
「
成
城
法
学
」
第
六
十
二
号
―

�

第
六
型

機
能
の
異
な
る
場
合
（
そ
の
三
）

―
以
上
「
成
城
法
学
」
第
六
十
五
号
―

�

第
七
型

機
能
の
異
な
る
場
合
（
そ
の
四
）

２

法
人
格
濫
用
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
の
、
比
較
対
象
と
し
て
の
適
格
性

―
以
上
「
成
城
法
学
」
第
六
十
九
号
―

（
七
）
債
権
者
取
消
権
・
否
認
権

Ⅰ

要
件
お
よ
び
効
果
の
考
察

１

要
件
・
効
果
の
概
観

�

債
権
者
取
消
権

�

破
産
法
上
の
否
認
権

�

民
事
再
生
法
及
び
会
社
更
生
法
上
の
否
認
権

２

要
件
か
ら
み
た
、
具
体
的
形
骸
法
理
適
用
事
実
理
想
形
へ
の
適
用
可
能
性

３

効
果
か
ら
み
た
、
形
骸
法
理
担
当
問
題
解
決
可
能
性

４

結
論

―
以
上
「
成
城
法
学
」
第
七
十
三
号
―

Ⅱ

形
骸
に
基
づ
く
金
銭
債
務
伸
張
型
お
よ
び
金
銭
執
行
の
際
の
第
三
者
異
議
の
訴
え
請
求
棄
却
型
法
人
格
否
認
の
法
理
と
の
、
現
実

的
機
能
の
同
異
の
考
察

１

適
用
諸
事
例
に
お
け
る
現
実
的
機
能
の
同
異
の
考
察

Ａ

債
権
者
取
消
権
事
例

成城法学第７６号（２００７）
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Ⅱ

形
骸
に
基
づ
く
金
銭
債
務
伸
張
型
お
よ
び
金
銭
執
行
の
際
の
第
三
者
異
議
の
訴
え
請
求
棄
却
型

法
人
格
否
認
の
法
理
と
の
、
現
実
的
機
能
の
同
異
の
考
察

上
記
の
ご
（
１
）

と
く
、
債
権
者
取
消
権
及
び
否
認
権
の
、
要�

件�

か
ら
み
た
具
体
的
形
骸
法
理
適
用
事
実
理
想
形
へ
の
適
用
可
（
２
）

能
性
、
お
よ

び
効�

果�

か
ら
み
た
同
理
想
形
に
お
け
る
形
骸
法
理
担
当
問
題
解
決
可
（
３
）

能
性
の
点
か
ら
み
て
、
債
権
者
取
消
権
及
び
否
認
権
が
、
前
記
二

型
の
形
骸
法
理
（＝

形
骸
に
基
づ
く
、
金
銭
債
務
伸
張
型
法
人
格
否
認
の
法
理
、
及
び
、
金
銭
執
行
の
際
の
第
三
者
異
議
の
訴
え
請
求

棄
却
型
法
人
格
否
認
の
（
４
）

法
理
）
と
同
一
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
事
例
の
存
在
が
予
想
さ
れ
（
５
）

る
が
、
債
権
者
取
消
権
及
び
否
認
権
の
現�

実�

の�

機�

能�

は
果
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
債
権
者
取
消
権
及
び
否
認
権
が
行
使
さ
れ
た
諸
事
例
に
お
け
る
事�

実�

関�

係�

お
よ
び

同
諸
権
利
の
実
現
し
た
効�

果�

と
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
そ
れ
と
の
同�

異�

に
着
目
し
て
、
前
記
諸
（
６
）

規
準
を
用
い
て
、
債
権
者
取
消
権

及
び
否
認
権
と
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
と
の
現�

実�

的�

機�

能�

の�

同�

異�

（＝

同
一
で
あ
る
か
異
な
る
か
）
を
考
察
し
、
債
権
者
取
消
権
及
び

否
認
権
を
本
稿
に
お
け
る
比
較
の
対
象
と
す
る
べ
き
か
否
か
の
決
定
を
試
み
る
。

Ｂ

否
認
権
事
例

２

債
権
者
取
消
権
・
否
認
権
の
、
比
較
対
象
と
し
て
の
適
格
性

―
以
上
「
成
城
法
学
」
本
号
―

（
１
）
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
十
四
）」成
城
法
学
第
七
十
三
号
五
頁
以
下
。

（
２
）
同
三
六
〜
三
七
頁
参
照
。

（
３
）
同
三
八
〜
四
〇
頁
参
照
。

（
４
）
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
二
）」成
城
法
学
第
二
十
六
号
三
二－

三
三
頁
参
照
。

形骸に基づく法人格否認の法理における形骸概念の再構成 �

５



１

適
用
諸
事
例
に
お
け
る
現
実
的
機
能
の
同
異
の
考
察

既
述
の
如
く
、
前
記
二
型
の
形
骸
（
１
）

事
例
（＝

〔
事
例
一
〕－

〔
事
例
三
二
〕）
に
お
い
て
は
、
�

イ
、
一
個
人
的
設
立
動
機
（＝

税
金
対
策
、
金
融
を
受
け
る
為
等
）、
ロ
、
一
人
会
社
ま
た
は
実
質
的
一
人
会
社
（＝

実
質
的
一
人
全
額
出
資
と
藁
人
形
社
員
の
利
用
）、

ハ
、
機
関
不
機
能
（＝

株
主
総
会
・
取
締
役
会
不
開
催
、
名
目
取
締
役
等
）
と
、
背
後
者
の
機
関
を
通
さ
な
い
直
接
支
配
ま
た
は
代
表

機
関
等
と
し
て
の
意
の
ま
ま
の
支
配
、
ニ
、
不
区
分
営
業
活
動
（＝
ａ
営
業
所
・
従
業
員
等
の
人
的
物
的
施
設
の
共
通
、
ｂ
指
揮
者
の

共
通
、
ｃ
類
似
商
号
使
用
、
ｄ
類
似
営
業
目
的
等
に
よ
る
、
会
社
と
背
後
者
（
ま
た
は
他
の
関
連
会
社
）の
活
動
・
行
為
の
渾
然
融
合
）、

ホ
、
不
区
分
財
産
管
理
（＝

会
社
と
背
後
者
（
ま
た
は
関
連
会
社
）
間
で
、
ａ
資
産
不
区
分
充
当
、
b
収
支
不
区
分
会
計
、
が
見
ら
れ

（
５
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
十
四
）」
四
一
頁
参
照
。

形
骸
第
七
規
準
、
形
骸
第
七
規
準
│
二
（
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
│
│
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
│
│
」
成
城
大

学
法
学
会
編
「
二
一
世
紀
を
展
望
す
る
法
学
と
政
治
学
│
│
成
城
学
園
八
〇
周
年
記
念
・
成
城
大
学
法
学
部
二
〇
周
年
記
念
」（
信
山
社
・

一
九
九
九
年
）
七
三
〜
七
七
頁
）
参
照
。（
な
お
、
第
四
規
準
（
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の

再
構
成
（
三
）」成
城
法
学
第
三
十
号
四
六
頁
、
３
）
参
照
）

（
６
）
形
骸
第
二
、
形
骸
第
三
、
形
骸
第
四
、
形
骸
第
四
規
準
│
二
、
形
骸
第
五
規
準
、
修
正
形
骸
第
六
規
準
、
形
骸
第
六
規
準
│
二
、
形
骸
第

六
規
準
│
三
及
び
形
骸
第
六
規
準
│
四
（
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
│
│
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
│
│
」
五
五

〜
七
二
頁
。
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
十
）」成
城
法
学
第
六
十
一
号
一
四
五
頁
注
（
９
）

（
１０
）、
特
に
一
五
〇
頁
、
６

事
実
関
係
の
類
似
性
判
断
の
た
め
の
新
規
準
）。

（
な
お
、
第
一
、
第
二
、
第
三
、
第
五
、
第
六
お
よ
び
第
七
規
準
（
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概

念
の
再
構
成
（
三
）」四
五
頁
、
同
四
九
頁
注
（
６
）（
７
）、
同
九
一
頁
注
（
９
）。
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る

形
骸
概
念
の
再
構
成
（
四
）」
成
城
法
学
第
三
十
五
号
六
六
頁
注
（
８
））
参
照
）

成城法学第７６号（２００７）
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る
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
財
産
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
管
理
さ
れ
ず
一
括
・
不
区
分
的
に
管
理
さ
れ
て
い
る
（
２
）

こ
と
）、
ヘ
、
そ
の
他
（＝

見

せ
金
、
無
資
力
、
取
引
相
手
の
信
頼
）、
等
の
事
実
が
、
形
骸
性
肯
定
の
為
の
基
礎
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
事
実
の
多
く
が
認
め
ら
れ
る

と
法
人
格
形
骸
化
が
肯�

定�

さ
れ
て
い
る
。
�

逆
に
、
こ
れ
ら
の
事
実
の
多
く
が
そ
の
証
拠
な
し
と
さ
れ
、
ま
た
は
、
積
極
的
に
、
ト
、

実
質
的
複
数
者
出
資
（＝

実
質
的
複
数
社
員
）、
チ
、
機
関
実
質
機
能
と
、
背
後
者
の
直
接
支
配
ま
た
は
機
関
と
し
て
の
意
の
ま
ま
の

支
配
の
不
存
在
、
リ
、
分
別
営
業
活
動
（＝

独
立
の
、
人
的
・
物
的
施
設
、
指
揮
者
、
商
号
お
よ
び
営
業
目
的
等
に
よ
る
、
分
別
活
動

の
存
在
）、
ヌ
、
分
別
財
産
管
理
（＝

資
産
分
別
充
当
と
収
支
分
別
会
計
）、
等
の
事
実
の
多
く
が
認
定
さ
れ
る
と
、
法
人
格
形
骸
化
が

否�

定�

さ
れ
て
（
３
）

い
る
。（
以
下
、
こ
れ
ら
の
イ
、
〜
ヘ
、
等
の
事
実
を
、
形
骸
性
肯�

定�

重
要
事
実
、
ト
、
〜
ヌ
、
等
の
事
実
を
、
形
骸
性

否�

定�

重
要
事
実
と
（
４
）

い
う
。）

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
�
先
ず
、
債
権
者
取
消
権
ま
た
は
否
認
権
が
行
使
さ
れ
た
諸
事
例
（
以
下
、
取
消
権
事
例
ま
た
は
否
認
権
事

例
と
い
う
）
に
お
け
る
事�

実�

関�

係�

を
こ
れ
ら
の
形
骸
性
肯
定
・
否
定
重
要
事
実
に
着
目
し
て
整
理
し
、
同
事
実
関
係
と
前
記
二
型
の
形

骸
事
例
に
お
け
る
事�

実�

関�

係�

と
の
同�

異�

を
修
正
形
骸
第
六
規
準
、
形
骸
第
六
規
準
―
二
、
形
骸
第
六
規
準
―
三
及
び
形
骸
第
六
規
準
―

（
５
）

四
を
用
い
て
考
察
し
、
�
次
い
で
、
同
取
消
権
事
例
ま
た
は
否
認
権
事
例
に
お
い
て
債
権
者
取
消
権
ま
た
は
否
認
権
の
実
現
し
た
効�

果�

と
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
実
現
効�

果�

と
の
、
同�

異�

を
考
察
し
、
�
最
後
に
、
右
事
実
関
係
及
び
効
果
の
同
異
に
着
目
し
て
、
形
骸

第
二
、
形
骸
第
三
、
形
骸
第
四
、
形
骸
第
四
規
準
―
二
、
及
び
形
骸
第
五
（
６
）

規
準
（
ま
た
は
、
第
一
、
第
二
、
第
三
、
第
六
お
よ
び
第
七

（
７
）

規
準
）
を
用
い
て
、
同
取
消
権
事
例
ま
た
は
否
認
権
事
例
に
お
い
て
、
債
権
者
取
消
権
ま
た
は
否
認
権
が
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
と
同

一
な
い
し
類
似
し
た
機�

能�

（＝

形
骸
法
理
の
代
替
機
能
）
を
果
た
し
て
い
る
か
否
か
を
、
考
察
す
る
。

（
１
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
二
）」
成
城
法
学
第
二
十
六
号
四
〇
〜
一
一
〇
頁
。

（
２
）
資
産
不
区
分
充
当
・
収
支
不
区
分
会
計

形骸に基づく法人格否認の法理における形骸概念の再構成 �
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Ａ

債
権
者
取
消
権
事
例

こ
こ
で
、
�
資
産
不
区
分
充
当
、
及
び
�
収
支
不
区
分
会
計
の
意
味
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
こ
と
は
、
既
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
前

掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
二
）」
三
九
頁
注
（
１
）（
２
）（
３
）
参
照
）。

�
資
産
不
区
分
充
当
…
…
会
社
と
背
後
者
（
ま
た
は
他
の
関
連
会
社
）間
で
、（
ａ
、
一
方
の
資
産
の
、
他
方
に
よ
る
使
用
・
消
費
・
取
得
、

他
方
の
債
務
の
支
払
い
充
当
、
他
方
の
債
務
の
た
め
の
担
保
化
、
ｂ
、
他
方
の
債
務
の
た
め
の
手
形
振
出
、
ｃ
、
他
方
の
生
活
の
た
め
の
債

務
負
担
等
が
、
相
互
交
錯
的
に
行
わ
れ
る
等
）、
双
方
の
資
産
が
双
方
の
生
活
の
為
に
、
区
別
な
く
、
一
括
・
不
区
分
的
に
充
当
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

�
収
支
不
区
分
会
計
…
…
会
社
と
背
後
者
（
ま
た
は
他
の
関
連
会
社
）
間
で
収
支
が
明
確
に
分
別
し
て
計
算
・
把
握
（
会
計
処
理
）
さ
れ

て
い
ず
、
一
括
不
区
分
的
に
計
算
・
把
握
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
。

（
３
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
二
）」
一
一
一
〜
一
一
三
頁
。
三
八
〜
四
〇
頁
参
照
。

（
４
）
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
成
城
大
学
法
学
会
編
「
二
一
世
紀
を
展
望
す

る
法
学
と
政
治
学
―
―
成
城
学
園
八
〇
周
年
記
念
・
成
城
大
学
法
学
部
二
〇
周
年
記
念
」（
信
山
社
・
一
九
九
九
年
）
六
三
頁
、
�

事
実

関
係
の
類
似
性
の
判
断
規
準
、
参
照
。

（
５
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
十
）」
成
城
法
学
第
六
十
一
号
一
四
五
頁
注
（
９
）

（
１０
）
事
実
関
係
類
似
性
判
断
の
た
め
の
新
諸
規
準
の
定
立
と
形
骸
第
六
規
準
の
修
正
（
特
に
一
五
〇
頁
、
６
事
実
関
係
の
類
似
性
判
断
の

た
め
の
新
規
準
）
参
照
。
な
お
、
形
骸
第
六
規
準
（
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法

―
―
」
六
四
頁
）
参
照
。

（
６
）
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
五
五
〜
六
三
頁
、
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ

く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
十
）」
一
三
八
頁
、
�
機
能
の
同
異
判
断
の
為
の
諸
規
準
、
参
照
。

（
７
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
三
）」
成
城
法
学
第
三
十
号
四
五
頁
、
同
九
一
頁
注

（
９
）、
前
掲
拙
稿「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成（
四
）」
成
城
法
学
第
三
十
五
号
六
六
頁
注
（
８
）、

参
照
。

成城法学第７６号（２００７）
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こ
こ
で
は
、
債
権
者
取
消
権
が
用
い
ら
れ
た
多
く
の
判
決
（
取
消
権
事
例
）
を
検
（
１
）

討
し
、
債
権
者
取
消
権
が
前
記
二
型
の
形
骸
法
理

と
同
一
な
い
し
類
似
し
た
機
能
（
代
替
機
能
）
を
果
た
し
て
い
る
事
例
が
存
す
る
か
否
か
を
考
察
し
た
。
結
論
を
い
え
ば
、
債
権
者
取

消
権
が
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
と
同
一
な
い
し
類
似
し
て
い
る
機
能
（
代
替
機
能
）
を
果
た
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
事
例
は
、
そ
れ

ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
若
干
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
そ
れ
を
以
下
に
記
す
。

（
１
）
検
討
方
法
は
、
債
権
者
取
消
権
ま
た
は
詐
害
行
為
取
消
権
と
い
う
言
葉
に
、
諸
判
決
に
お
い
て
形
骸
性
肯
定
重
要
事
実
を
示
す
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
言
葉
を
加
え
た
も
の
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
、
判
例
検
索
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
「
判
例M

A
ST

E
R

（
新
日
本
法

規
出
版
株
式
会
社
）
二
〇
〇
六
後
期
」
を
用
い
て
検
索
さ
れ
た
諸
事
例
を
検
討
し
た
。
即
ち
、
同
「
判
例M

A
ST

E
R

」
を
用
い
て
、
昭
和

二
二
年
九
月
十
五
日
〜
平
成
十
八
年
四
月
二
五
日
間
の
債
権
者
取
消
権
判
決
を
検
索
し
た
結
果
、
①
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「（
債�

権�

者�

取�

消�

権�

or

詐�

害�

行�

為�

取�

消�

権�

）and

会�

社�

」
と
し
て
検
索
し
た
も
の
六
五
事
例
（
こ
の
内
、
他
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
索
し
た
も
の
と
重
複
す
る
事
例
が

九
事
例
含
ま
れ
る
）、
②
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

法�

人�

格�

」
と
し
て
検
索
し
た
も
の
三
事
例
（
こ

の
内
の
一
事
例
は
、
後
記
③
の
事
例
と
重
複
し
た
）、
③
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

会�

社�

and

混�

同�

」
と
し
て
検
索
し
た
も
の
一
事
例
（
な
お
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

法�

人�

a

�nd

混�

同�

」、「（
債

権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

財�

産�

and
混�

同�

」、「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

業�

務�

and

混�

同�

」
と
し
て

検
索
し
て
も
同
一
の
事
例
が
検
索
さ
れ
た
）、
④
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

一�

人�

and

会�

社�

」
と
し

て
検
索
し
た
も
の
三
事
例
、
⑤
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

子�

会�

社�

」
と
し
て
検
索
し
た
も
の
二
事
例

（
な
お
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

一�

〇�

〇�

パ�

ー�

セ�

ン�

ト�

and

子�

会�

社�

」
と
し
て
一
事
例
が
検
索
さ

れ
た
が
、
こ
れ
は
上
記
二
事
例
の
う
ち
の
一
つ
と
一
致
し
た
）、
⑥
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

株�

式�

and

所�

有�

）�

」と
し
て
検
索
た
も
の
一
事
例
（
本
事
例
は
、
個
人
間
の
問
題
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
）、
⑦
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

（
代�

表�

取�

締�

役�

or

取�

締�

役�

or

役�

員�

）and

（
兼�

任�

or
共�

通�

or

同�

一�

）」
と
し
て
検
索
し
た
も
の
二
事
例
、
⑧
キ

ー
ワ
ー
ド
を
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

会�

社�

and

支�

配�

」
と
し
て
検
索
し
た
も
の
三
事
例
、
⑧
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「（
債
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権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

（
株�

主�

総�

会�

or

取�

締�

役�

会�

）」と
し
て
検
索
し
た
も
の
一
事
例
、
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
の
事

例
を
検
討
し
た
。（
な
お
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
、
⑩
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

形�

骸�

」、
⑪
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害

行
為
取
消
権
）and

完�

全�

子�

会�

社�

」、
⑫
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

会�

社�

and

全�

額�

出�

資�

」、
⑬
「（
債
権
者
取
消
権

or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

株�

式�

and

支�

配�

」、
⑭
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

税�

金�

対�

策�

」、
⑮
「（
債
権
者
取
消
権

or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

法�

人�

格�

濫�

用�

」、
と
し
て
検
索
し
た
場
合
は
、
い
ず
れ
も
該
当
す
る
事
例
が
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
）

こ
の
う
ち
、
②
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

法�

人�

格�

」
と
し
て
検
索
し
た
も
の
三
事
例
、
③
キ
ー
ワ

ー
ド
を
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

会�

社�

and

混�

同�

」（
又
は
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

法�

人�

and

混�

同�

」、「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

財�

産�

and

混�

同�

」、「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

業�

務�

and

混�

同�

」）と
し
て
検
索
し
た
も
の
一
事
例
、
④
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

一�

人�

and

会�

社�

」
と
し
て
検

索
し
た
も
の
三
事
例
、
⑤
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

子�

会�

社�

」
と
し
て
検
索
し
た
も
の
二
事
例
、
⑦

キ
ー
ワ
ー
ド
を
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

（
代�

表�

取�

締�

役�

or

取�

締�

役�

or

役�

員�

）and

（
兼�

任�

or

共�

通�

or

同�

一�

）」と

し
て
検
索
し
た
も
の
二
事
例
、
⑧
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

会�

社�

and

支�

配�

」
と
し
て
検
索
し
た
も

の
三
事
例
、
及
び
⑨
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

（
株�

主�

総�

会�

or

取�

締�

役�

会�

）」と
し
て
検
索
た
も
の
一

事
例
、
に
つ
い
て
は
、
諸
判
例
・
裁
判
例
集
に
よ
り
判
決
全
文
を
検
討
し
た
（
但
し
、
出
典
が
判
例
マ
ス
タ
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
判
決
全

文
を
入
手
で
き
な
か
っ
た
）。

ま
た
、
①
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「（
債
権
者
取
消
権or

詐
害
行
為
取
消
権
）and

会�

社�

」
と
し
て
検
索
し
た
も
の
六
五
事
例
中
、
他
の
キ
ー
ワ

ー
ド
で
検
索
し
た
事
例
と
重
複
す
る
も
の
を
除
い
た
も
の
に
つ
い
て
は
、「
判
例M

A
ST

E
R

」
に
現
れ
た
記
述
（
判
決
要
旨
の
場
合
と
、
判

決
全
文
の
場
合
が
あ
る
）
を
先
ず
検
討
し
た
。
こ
の
場
合
、
判
決
全
文
が
記
述
さ
れ
て
い
る
場
合
は
判
決
全
文
を
検
討
し
た
。
判
決
要
旨
の

み
が
記
述
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
判
決
要
旨
の
記
述
か
ら
判
断
し
て
、
詐
害
行
為
取
消
が
認
め
ら
れ
且
つ
事
実
関
係
が
前
記
二
型
の
形
骸
事

例
の
事
実
関
係
と
類
似
し
て
お
り
、
債
権
者
取
消
権
が
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
と
類
似
し
た
機
能
を
果
た
し
て
い
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
た

も
の
は
、
諸
判
例
・
裁
判
例
集
に
よ
り
判
決
全
文
を
検
討
し
た
が
、
残
り
の
も
の
に
つ
い
て
は
判
決
要
旨
の
み
の
検
討
に
留
め
た
（
例
え

ば
、
詐
害
行
為
取
消
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
は
、
債
権
者
取
消
権
が
機
能
し
な
か
っ
た
事
例
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
上
の
考
察
を
省
い

た
。
ま
た
、
詐
害
行
為
取
消
が
認
め
ら
れ
て
も
、
組
織
、
業
務
内
容
、
財
産
、
経
理
関
係
等
に
混
同
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
事
実

認
定
さ
れ
る
等
、
事
実
関
係
が
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
の
事
実
関
係
と
類
似
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
事
例
は
、
債
権
者
取
消
権
が
前
記
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[
事
例
一
二
五]

最
高
裁
昭
和
三
六
年
（
オ
）
第
八
八
四
号
、
同
三
九
年
一
月
二
三
日
第
一
小
法
廷
判
決
（
民
集
第
十
八
巻
第

一
号
八
七
頁
以
下
）

【
事
実
】
控
訴
審
に
お
け
る
認
定
事
実

一

１

１Ｙ�

（
内
田
源
治＝

被
上
告
人
・
控
訴
人
・
被
告
）
は
金
三
十
万
円
、
２Ｙ�

（
内
田
敏
子＝

被
上
告
人
・
控
訴
人
・
被
告
）
は

金
十
万
円
を
出�

資�

し
て
、
昭
和
三
十
三
年
十
月
有�

限�

会�

社�

３Ｙ�

会�

社�

（
有
限
会
社
内
田
工
務
店＝

被
上
告
人
・
控
訴
人
・
被
告
）
を
設�

立�

し
た
。
３Ｙ
会
社
は
、
資
本
金
五
十
万
円
、
取
締
役
を
三
名
以
内
と
す
る
有
限
会
社
で
あ
っ
て
、
取
締
役
に
就
任
し
た
の
は
１Ｙ�

（
代�

表�

取�

締�

役�

）
及
び
２Ｙ
の
両
名
の
み
で
あ
っ
た
。（
な
お
、
１Ｙ
及
び
２Ｙ
は
夫�

婦�

で
あ
る
）

２

な
お
、
第
一
審
請
求
原
因
と
し
て
、
３Ｙ
会
社
の
業�

務�

目�

的�

は
、
１Ｙ
が
個
人
で
内
田
商
会
な
る
商
号
を
用
い
営
業
し
、
２Ｙ
が
そ
の

補
助
を
し
て
い
た
営
業
と
全
く
同�

一�

の
業
務
内
容
（＝

水
道
、
給
排
水
の
工
事
等
）
で
あ
っ
た
と
、
陳
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
明
確
な
事
実
認
定
は
な
さ
れ
て
い
ず
、
そ
の
存
在
に
つ
い
て
肯
定
も
否
定
も
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
、
事
実
と
し

て
は
存
在
し
た
の
で
あ
る
が
、
詐
害
設
立
取
消
の
見
地
か
ら
は
重
要
事
実
と
解
さ
れ
ず
、
特
に
認
定
も
否
定
も
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。

（＝

実
質
的
一
人
会
社
、
機
関
不
機
能
と
背
後
者
の
代
表
機
関
と
し
て
の
意
の
ま
ま
の
（
１
）

支
配
）

二

Ｘ
（
上
告
人
・
被
控
訴
人
・
原
告
）
は
、
１Ｙ
２Ｙ
両
名
に
対
し
て
、
確
定
判
決
の
あ
る
債
権
金
四
十
三
万
円
強
に
基
づ
き
強
制
執

行
し
た
が
他
の
債
権
者
の
配
当
要
求
等
に
よ
り
一
部
弁
済
を
う
け
た
に
と
ど
ま
り
、
な
お
、
金
四
十
万
円
強
の
債
権
を
有
し
て
い
た
。

３Ｙ
会
社
は
、
こ
の
強�

制�

執�

行�

中�

に�

、
前
記
の
よ
う
に
１Ｙ
２Ｙ
に
よ
り
設�

立�

さ
れ
た
。
３Ｙ
会
社
設
立
当
時
、
Ｘ
に
対
す
る
前
記
債
務
を
含
め

二
型
の
形
骸
法
理
と
機
能
を
同
じ
く
す
る
可
能
性
が
低
い
と
み
て
、
そ
れ
以
上
の
考
察
を
省
い
た
）。
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て
、
１Ｙ
は
金
二
百
九
十
六
万
円
強
、
２Ｙ
は
金
二
百
三
十
五
万
円
強
の
債
務
を
有
し
て
い
た
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
両
名
は
出
資
金
員
の
他

に
資
産
を
有
し
な
か
っ
た
。

以
上
の
認
定
事
実
か
ら
、
さ
ら
に
、
１Ｙ
２Ｙ
両
名
は
、
Ｘ
の
債
権
等
を
害�

す
る
こ
と
を
知�

り
な
が
ら
も
、
唯
一
の
資
産
た
る
金
員
を
温

存
す
る
た
め
、
同
金
員
を
出
資
し
て
３Ｙ
会
社
を
設
立
し
た
、
と
認
定
さ
れ
た
。

（＝

一
個
人
的
設
立
（
２
）

動
機
）

【
判
旨
】

１

第
一
審

Ｘ
は
、
①
３Ｙ
会
社
設�

立�

の
詐
害
設
立
取�

消�

、
②
１Ｙ
２Ｙ
の
出�

資�

給�

付�

行�

為�

の
詐
害
行
為
取�

消�

、
及
び
、
③
３Ｙ
会
社
の
Ｘ
に
対
す
る
出�

資�

金�

の�

返�

還�

支�

払�

、
を
訴
求
。

第
一
審

Ｘ
勝
訴
。

２

控
訴
審

１Ｙ
、
２Ｙ
及
び
３Ｙ
会
社
は
、
３Ｙ
会
社
設
立
取
消
の
訴
え
を
提
起
し
た
以
上
詐
害
行
為
と
し
て
出
資
行
為
を
取
り
消
す
余
地
は
な
い
旨
主

張
し
て
、
原
判
決
取
消
及
び
Ｘ
の
請
求
の
棄
却
を
求
め
て
控
訴
。

控
訴
審
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
、
主
文
に
お
い
て
原
判
決
を
変
更
し
、
Ｘ
の
３Ｙ
会
社
設�

立�

の
詐�

害�

設�

立�

取�

消�

請�

求�

の�

み�

原
判
決
ど

う
り
認�

容�

し
３Ｙ
会
社
の
設
立
を
取
り
消
し
、
Ｘ
の
そ
の
余
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

「
…
…
商�

法�

第�

百�

四�

十�

一�

条�

の�

規�

定�

は
、
詐
害
行
為
の
取
消
に
関
す
る
一
般
規
定
た
る
民�

法�

第�

四�

百�

二�

十�

四�

条�

の�

特�

則�

と
し
て
規
定
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
合
名
会
社
、
合
資
会
社
に
お
け
る
詐�

害�

設�

立�

取�

消�

に
つ
い
て
は
、
商�

法�

の�

右�

規�

定�

の�

み�

が�

適�

用�

さ
れ
、
民�

法�

第�

四�

百�

二�

十�

四�

条�

の�

規�

定�

を�

適�

用�

す�

る�

余�

地�

は�

存�

し�

な�

い�

も
の
と
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右�

商�

法�

第�

百�

四�

十�

一�

条�

の�

規�

定�

は�

有
限
会
社
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
有�

限�

会�

社�

に�

準�

用�

さ�

れ�

る�

の
で
あ
る
か
ら
、
被
控
訴
人
（
Ｘ
）
は
、
控
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訴
会
社
（
３Ｙ
会
社
）
設
立
取
消
の
確
定
判
決
を
得
て
そ
の
清
算
手
続
中
、
控
訴
人
１Ｙ
、
同
２Ｙ
に
代
位
し
て
前
記
債
権
の
弁
済
を
受
け
る

は
格
別
、
出�

資�

行�

為�

が�

詐�

害�

行�

為�

に�

該�

当�

す�

る�

こ�

と�

を�

理�

由�

に�

、
出�

資�

行�

為�

を�

取�

り�

消�

し�

て�

そ�

の�

返�

還�

を�

請�

求�

す�

る�

こ�

と�

は�

、
被
控
訴

人
（
Ｘ
）
が
控
訴
会
社
（
３Ｙ
会
社
）
設
立
取
消
の
訴
を
提
起
し
た
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
許�

さ�

れ�

な�

い�

も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
な
ら
ば
、
被
控
訴
人
（
Ｘ
）
の
本�

訴�

請�

求�

は
、
控
訴
会
社
（
３Ｙ
会
社
）
の
設�

立�

の�

取�

り�

消�

し�

を�

求�

め�

る�

点�

は�

正�

当�

で�

あ�

る�

か
ら

認
容
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ�

の�

余�

は�

失�

当�

と
し
て
棄
却
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
原
判
決
中
こ
れ
と
結
論
を
異
に
す
る
部
分
は
失
当
で
あ
る
か
ら
、
原
判
決
を
右
の
限
度
で
変
更
す
る
こ
と
と
し
、
…
…

主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
〔
傍
点
及
び
丸
括
弧
内
は
、
著
者
追
加
〕」（
昭
和
三
六
年
三
月
三
一
日
、
広
島
高
等
裁
判
所
岡
山
支
部
第
二

部
）３

上
告
審

Ｘ
は
、
原
判
決
が
商
法
第
一
四
一
条
は
民
法
第
四
二
四
条
の
適
用
を
排
除
す
る
も
の
で
、
そ
の
特
則
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
判
決
に

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
明
ら
か
な
法
令
違
背
で
あ
る
と
し
て
、
原
判
決
の
破
棄
を
求
め
て
上
告
。

上
告
審
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
、
上�

告�

を�

棄�

却�

し
た
。

「
原�

判�

決�

が
、
商
法
一
四
一
条
の
規
定
は
詐
害
行
為
の
取
消
に
関
す
る
一
般
規
定
た
る
民
法
四
二
四
条
の
特
則
と
し
て
規
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
商
法
の
右
規
定
の
適
用
ま
た
は
準
用
（
同
法
一
四
七
条
、
有
限
会
社
法
七
五
条
一
項
）
あ
る
会
社
に
つ
い

て
の
詐
害
設
立
取
消
に
は
、
民
法
の
右
規
定
を
適
用
す
る
余
地
は
な
い
と
解
し
た
こ
と
は
、
正�

当�

で
あ
る
〔
傍
点
は
著
者
追
加
〕」

か
く
し
て
、
３Ｙ
会
社
設
立
の
詐
害
設
立
取
消
請
求
の
み
を
認
容
す
る
控
訴
審
判
決
が
確
定
し
た
。

（
１
）
本
事
例
考
察

�

事
実
関
係
の
類
似
性
、
参
照
。

（
２
）
同
。

形骸に基づく法人格否認の法理における形骸概念の再構成 �

１３



考
察以

下
、
本
事
例
に
お
け
る
詐�

害
設
立
取
消
権
と
前
記
二
型
の
形�

骸
法
理
（＝

金
銭
債
務
伸
張
型
形
骸
法
理
、
及
び
、
金
銭
執
行
の
際

の
第
三
者
異
議
の
訴
え
請
求
棄
却
型
形
骸
（
１
）

法
理
）
と
の
、
現�

実�

的�

機�

能�

の�

同�

異�

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
為
に
、

�

事
実
関
係
の
類
似
性

先
ず
、
本
事
例
の
事
実
関
係
と
前
記
二
型
の
形
骸
（
２
）

事
例
の
事
実
関
係
の
類
似
性
、
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

３Ｙ�

有�

限�

会�

社�

は
、
①
夫�

婦�

で
あ
る
１Ｙ
（
夫
）
・
２Ｙ
（
妻
）
が
各
個
人
的
に
債
務
超
過
の
状
況
下
に
お
い
て
、
債
権
者
Ｘ
に
よ
る
強�

制�

執�

行�

中�

に
、
唯
一
の
資
産
た
る
金
員
を
温
存
す
る
為
に
、
１Ｙ�

２Ｙ�

の�

同
金
員
の
出�

資�

に
よ
り
設�

立�

さ
れ
た
会
社
で
あ
り
、
②
資
本
金
五
十

万
円
、
取
締
役
を
三
名
以
内
と
す
る
有
限
会
社
で
あ
っ
て
、
取
締
役
に
就
任
し
た
の
は
１Ｙ�

（
代�

表�

取�

締�

役�

）
及
び
２Ｙ
の
両
名
の
み
で
あ

っ
た
、
と
認
定
さ
れ
て
い
る
（
事
実
一
１
、
二
）。
③
ま
た
、
３ ３Ｙ�

会�

社�

の�

業�

務�

目�

的�

は
、
１Ｙ�

が
個�

人�

で
内
田
商
会
な
る
商
号
を
用
い
営�

業�

し
、
２Ｙ
が
そ
の
補
助
を
し
て
い
た
営
業
と
全
く
同�

一�

の�

業�

務�

内�

容�
（＝

水
道
、
給
排
水
の
工
事
等
）
で
あ
っ
た
と
、
推
測
さ
れ
る
（
事

実
一
、
２
参
照
）。

以
上
よ
り
、
３Ｙ
会
社
は
、
�
１Ｙ
の
個
人
財
産
に
対
す
る
Ｘ
の
強�

制�

執�

行�

を�

免�

れ�

る�

た�

め�

に�

、
�
１Ｙ�

が�

実�

質�

的�

に�

全�

額�

出�

資�

し�

、
２Ｙ
を

藁�

人�

形�

社�

員�

と
し
て
設
立
し
、
１Ｙ
が
従
来
個
人
企
業
と
し
て
営
ん
で
き
た
業
務
を
そ
の
ま
ま
会
社
形
態
で
営
も
う
と
す
る
会
社
で
あ

り
、し
た
が
っ
て
、�
機�

関�

不�

機�

能�

と
１Ｙ�

の�

（
代
表
取
締
役
と
し
て
の
）
意�

の�

ま�

ま�

の�

支�

配�

が
存
す
る
会
社
と
推
測
す
る
余
地
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
推
測
す
る
場
合
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
は
、
形
骸
性
肯
定
重
要
事
実
で
あ
る
、
①
一
個
人
的
設
立
動
機
、
②
実
質
的

一
人
会
社
及
び
③
機
関
不
機
能
と
背
後
者
の
（
代
表
機
関
等
と
し
て
の
）
意
の
ま
ま
の
支
配
、
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る

と
、
形
骸
第
六
規
準
（
３
）

―
三
を
用
い
て
、
本�

事�

例�

の�

事�

実�

関�

係�

は
、
前�

記�

二�

型�

の�

形�

骸�

事�

例�

の�

事�

実�

関�

係�

に
（
形
骸
法
理
担
当
問
題
が
存

す
る
と
考
え
ら
れ
る
程
度
に
）
類�

似�

し�

て�

い�

る�

、
と
推
測
す
る
余
地
が
あ
る
。

�

効
果
の
類
似
性

成城法学第７６号（２００７）

１４



上
記
の
よ
う
に
、
本
事
例
の
事
実
関
係
と
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
の
事
実
関
係
と
の
類
似
性
を
推
測
す
る
場
合
は
、
３Ｙ�

会
社
を
形�

骸�

会�

社�

、
２Ｙ�

を
藁�

人�

形�

社�

員�

、
１Ｙ�

を
背�

後�

者�

と
捉
え
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
前�

記�

二�

型�

の�

形�

骸�

法�

理�

を
適�

用�

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
事
例
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
詐
害
設
立
取
消
権
と
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
機
能
の
同
異
を
判
断
す
る

為
に
、
形
骸
第
五
（
４
）

規
準
（
ま
た
は
第
六
（
５
）

規
準
）
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
同
規
準
を
用
い
て
機
能
の
同
異
を

判
断
す
る
為
に
、
次
に
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
を
適
用
す
る
場
合
に
実
現
す
る
効
果
と
本
事
例
に
お
い
て
詐

害
設
立
取
消
権
が
実
現
し
た
効
果
と
の
同
異
、
が
問
題
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、

�

一
方
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
中
の
金�

銭�

債�

務�

伸�

張�

型�

形
骸
法
理
を
適
用
す
る
場
合
、「
Ｘ�

は
、
法
人

格
形
骸
化
に
基
づ
く
３Ｙ
会
社
法
人
格
の
否
認
〔
即
ち
、
①
３Ｙ
会
社
法
人
格
の
異
別
性
機
能
（＝

１Ｙ
と
２Ｙ
を
構
成
員
と
す
る
団
体
３Ｙ
会
社

が
、
１Ｙ�

・
２Ｙ�

（
及
び
他
の
法
主
体
）
と�

別�

個�

独�

立�

の
法
主
体
と
な
る
、
と
い
う
機
能
）
の
停
止
ま
た
は
②
信
義
則
に
基
づ
く
３Ｙ
会
社
法

人
格
異
別
性
（＝

３Ｙ
会
社
は
１Ｙ�

・
２Ｙ�

（
及
び
他
の
法
主
体
）
と�

別�

個�

独�

立�

の
法
主
体
で
あ
る
こ
と
）
の
主
張
（
６
）

制
限
〕、
を
根
拠
に
、
３Ｙ

会
社
と
１Ｙ
及
び
２Ｙ
と
の
同
一
法
主
体
性
を
主
張
し
、
１Ｙ�

及�

び�

２Ｙ�

の�

個�

人�

債�

務�

を�

３Ｙ�

会�

社�

の�

債�

務�

と�

し�

て�

３Ｙ�

会�

社�

に�

対�

し�

て�

請�

求�

し
、
３Ｙ

会
社
の
資
産
か
ら
弁
済
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
本
質
的
に
は
、「
３Ｙ�

会�

社�

の�

資�

産�

の
、
１Ｙ�

及�

び�

２Ｙ�

の�

個�

人�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
で
あ
る
。

（
同
様
に
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
中
の
第�

三�

者�

異�

議�

の�

訴�

え�

請�

求�

棄�

却�

型�

形
骸
法
理
を
適
用
す
る
場
合

は
、「
先
ず
Ｘ
が
１Ｙ
及
び
２Ｙ
の
個
人
債
務
に
関
す
る
債
務
名
義
を
得
た
上
で
、
そ
れ
に
基
づ
き
３Ｙ
会
社
の
資
産
に
対
し
て
強
制
執
行
を

行
い
、
こ
れ
に
対
す
る
３Ｙ
会
社
の
第
三
者
異
議
の
訴
え
に
お
い
て
、
３Ｙ
会
社
法
人
格
否
認＝

①
３Ｙ
会
社
法
人
格
の
異
別
性
機
能
の
停
止

ま
た
は
②
信
義
則
に
基
づ
く
３Ｙ
会
社
法
人
格
異
別
性
の
主
張
（
７
）

制
限
、
を
根
拠
に
、
３Ｙ
会
社
の
第
三
者
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」

が
、
こ
の
本
質
も
同
様
に
「
３Ｙ�

会�

社�

の�

資�

産�

の�

、
１Ｙ�

及�

び�

２Ｙ
の�

個�

人�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
、
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
）

�

他
方
、
本
事
例
で
は
、（
詐
害
行
為
取
消
に
関
す
る
一
般
規
定
た
る
民
法
第
四
二
四
条
の
特
則
で
あ
る
）
商
法
第
百
四
一
条
に
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基
づ
く
詐�

害�

設�

立�

取�

消�

権�

が
用
い
ら
れ
、
３Ｙ
会
社
の
詐�

害�

設�

立�

取�

消�

判
決
が
確
定
し
た
。
従
っ
て
、「
Ｘ
は
３Ｙ
会
社
の
清�

算�

手�

続�

中�

、

残
余
財
産
が
存
す
る
限
り
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
１Ｙ
２Ｙ
の
残�

余�

財�

産�

分�

配�

請�

求�

権�

を
代
位
行
使
（
し
て
残
余
財
産
の
分
配
を
受
け
、

１Ｙ
２Ｙ
に
対
す
る
同
残
余
財
産
の
返
還
債
務
と
１Ｙ
２Ｙ
に
対
す
る
債
権
を
相
殺
）
す
る
等
し
て
、
１Ｙ�

２Ｙ�

に�

対�

す�

る�

債�

権�

の�

満�

足�

を
得
る
こ
と

が
で
き
る
」
が
、
こ
れ
は
、
本
質
的
に
は
「
３Ｙ
会
社
の
清
算
手
続
に
お
け
る
残
余
財
産
の
限
度
に
お
い
て
の
、
３Ｙ�

会�

社�

の�

資�

産�

の
、
１Ｙ�

及�

び�

２Ｙ�

の�

個�

人�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
、
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

し
た
が
っ
て
、
本
事
例
に
お
い
て
詐
害
設
立
取
消
権
の
実
現
し
た
効�

果�

は
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
が

適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
実
現
し
た
で
あ
ろ
う
効
果
と
類�

似�

し
て
い
る
と
い
え
る
。

�

機
能
の
類
似
性

上
記
し
た
と
こ
ろ
よ
り
、
一
方
、
本
事
例
に
お
け
る
事�

実�

関�

係�

に
は
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
に
お
け
る
事
実
関
係
と
（
前
記
二
型

の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
程
度
の
）
類�

似�

性�

が
あ
り
、
他
方
、
本
事
例
に
お
い
て
詐
害
設
立
取
消
権
の
実

現
し
た
効�

果�

は
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
を
適
用
す
る
場
合
に
実
現
す
る
効
果
と
類�

似�

し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
そ
う
す
る
と
、
形
骸
第
五
（
８
）

規
準
（
又
は
第
六
（
９
）

規
準
）
を
用
い
て
、
本
事
例
に
お
い
て
、
詐�

害�

設�

立�

取�

消�

権�

が
前
記
二
型
の
形�

骸�

法�

理�

と�

同�

一�

の�

機�

能�

を
果
た
し
て
い
る
（＝

前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題
を
解
決
し
、
同
法
理
の
代
替
機
能
を
果
た
し
て
い

る
）
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と（
１０
）（
１１
）

に
な
る
。

（
１
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
二
）」
成
城
法
学
第
二
十
六
号
三
二
〜
三
三
頁
参

照
。

（
２
）
〔
事
例
一
〕
〜
〔
事
例
三
二
〕（
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
二
）」
四
〇
〜
一
一

〇
頁
）。

（
３
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
十
）」
成
城
法
学
第
六
十
一
号
一
五
一
頁
、
参
照
。
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（
４
）
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
成
城
大
学
法
学
会
編
「
二
一
世
紀
を
展
望
す

る
法
学
と
政
治
学
―
―
成
城
学
園
八
〇
周
年
記
念
・
成
城
大
学
法
学
部
二
〇
周
年
記
念
」（
信
山
社
・
一
九
九
九
年
）
六
一
〜
六
二
頁
参
照
。

（
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
十
）」
成
城
法
学
第
六
十
一
号
一
四
〇
頁
参
照
）。

（
５
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
三
）」
成
城
法
学
第
三
十
号
九
一
頁
注
（
９
）
参

照
。

（
６
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
八
）」
成
城
法
学
第
五
十
五
号
一
二
五
頁
以
下
、
Ｂ

効
果

法
人
格
否
認
、
参
照
。

（
７
）
同

（
８
）
前
記
注
（
４
）
参
照
。

（
９
）
前
記
注
（
５
）
参
照
。

（
１０
）
形
骸
第
三
規
準
（
ま
た
は
第
二
規
準
）
に
基
づ
く
、
機
能
の
同
異
の
判
断

本
文
で
は
、
形
骸
第
五
規
準
（
又
は
第
六
規
準
）
を
用
い
て
機
能
の
同
異
を
判
断
し
た
。
し
か
し
、
形�

骸�

第�

三�

規�

準�
（
ま
た
は
第�

二�

規�

準�

）

を
用
い
て
機
能
の
同
異
を
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
試
み
る
（
形
骸
第
三
規
準
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
比
較

法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
五
七
頁
参
照
。
ま
た
第
二
規
準
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
形
骸

に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
三
）」
四
五
頁
参
照
）。

�

事
実
関
係
の
類
似
性

本
事
例
の
事�

実�

関�

係�

は
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
の
事
実
関
係
と
類�

似�

し
て
い
る
と
推
測
し
得
る
こ
と
は
、
本
文
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

�

効
果
の
類
似
性

そ
こ
で
、
形�

骸�

第�

三�

規�

準�

（
ま
た
は
第�

二�

規�

準�

）
を
用
い
て
本
事
例
に
お
け
る
詐
害
設
立
取
消
権
の
機
能
と
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
機

能
の
同
異
を
判
断
す
る
た
め
に
、
次
に
、
本�

事�

例�

に�

お�

い�

て�

詐
害
設
立
取
消
権
の
実
現
し
た
効�

果�

と
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
が
形�

骸�

事�

例�

に�

お�

い�

て�

実
現
し
た
効�

果�

と
の
異
同
が
問
題
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、

�

一
方
、
前
記
二
型
の
形�

骸�

法�

理�

が
形�

骸�

事�

例�

に�

お�

い�

て�

実
現
し
た
効�

果�

は
、「
形
骸
会
社
法
人
格
否
認
を
通
し
て
の
、
形
骸
会
社
と
背

後
者
（
親
会
社
を
含
む
）
ま
た
は
関
連
形
骸
会
社
と
の
間
に
お
け
る
、
①
金
銭
債
務
の
伸
張
、
ま
た
は
②
金
銭
執
行
の
際
の
第
三
者
異
議

の
訴
え
に
お
け
る
第
三
者
性
の
否
定
」で
あ
り
、そ
の
本
質
は
「
形�

骸�

会�

社�

お
よ
び
背�

後�

者�

（
ま
た
は
関�

連�

形�

骸�

会�

社�

）
双�

方�

の�

資�

産�

の
、

形骸に基づく法人格否認の法理における形骸概念の再構成 �

１７



双�

方�

の�

全�

金�

銭�

債�

権�

者�

各�

�々

の�

た�

め�

の
、
共�

同�

責�

任�

財�

産�

化�

」（＝

換
言
す
れ
ば
「
関
連
形
骸
諸
会
社
及
び
背
後
者
（
親
会
社
を
含
む
）

各
法
主
体
の
資
産
の
、
同
法
主
体
全
員
の
全
金
銭
債
権
者
各
々
の
た
め
の
、
共
同
責
任
財
産
化
」）
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、

既
述
の
と
お
り
で
あ
る
（
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
二
）」
一
一
三
頁
、
２
法

律
効
果
の
本
質
的
同
一
性
、
以
下
。
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
九
）」
成
城
法

学
第
五
十
八
号
八
三
頁
�
、
八
六
頁
注
（
９
））。

�

他
方
、
本�

事�

例�

で
は
、
商
法
第
百
四
一
条
に
基
づ
く
詐�

害�

設�

立�

取�

消�

権�

が
用
い
ら
れ
、
３Ｙ
会
社
の
詐
害
設�

立�

取�

消�

判
決
が
確
定
し
た
。

従
っ
て
、
本
文
で
記
し
た
よ
う
に
、「
Ｘ
は
３Ｙ
会
社
の
清�

算�

手�

続�

中�

、
残
余
財
産
が
存
す
る
限
り
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
１Ｙ
２Ｙ
の
残�

余�

財�

産�

分�

配�

請�

求�

権�

を
代
位
行
使
す
る
等
し
て
、
１Ｙ�

２Ｙ�

に�

対�

す�

る�

債�

権�

の�

満�

足�

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
」
が
、
こ
れ
は
、
そ
の
本
質
を
「
３Ｙ

会
社
の
清
算
手
続
に
お
け
る
残
余
財
産
の
限
度
に
お
い
て
の
、
３Ｙ
会
社
（
形�

骸�

会�

社�

）
資�

産�

の
、
１Ｙ
（
背�

後�

者�

）
・
２Ｙ
（
藁�

人�

形�

社�

員�

）

の�

個�

人�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

し
た
が
っ
て
、
本
事
例
に
お
い
て
詐
害
設
立
取
消
権
の
実
現
し
た
効�

果�

は
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
形
骸
事
例
に
お
け
る
実
現
効
果

の
一�

環�

を
実�

現�

す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

機
能
の
類
似
性

上
記
し
た
と
こ
ろ
よ
り
、
一
方
、
本
事
例
に
お
け
る
事�

実�

関�

係�

と
形
骸
事
例
に
お
け
る
事
実
関
係
に
類�

似�

性
が
み
ら
れ
、
他
方
、
本
事
例

に
お
い
て
詐
害
設
立
取
消
権
が
実
現
し
た
効�

果�

は
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
が
形
骸
事
例
に
お
い
て
実
現
し
た
効�

果�

の
一�

環�

を
実�

現�

す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
形
骸
第
三
規
準
（
ま
た
は
第
二
規
準
）
を
用
い
て
、
本
事
例
に
お
い
て
、
詐�

害�

設�

立�

取�

消�

権�

が
前
記
二
型
の
形�

骸�

法�

理�

の�

機�

能�

の
一�

翼�

を
果
た
し
て
い
る
（＝
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題
を
解
決
し
、
同
法
理
の
代
替
機
能
を
果
た
し
て
い
る
）

と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。

（
１１
）
濫
用
法
理
の
代
替
機
能

本
事
例
の
事
実
関
係
を
別
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
①
３Ｙ
会
社
の
設
立
は
、
１Ｙ
が
自
己
の
個
人
資
産
に
対
す
る
強
制
執
行
を
回
避
す
る
目
的

で
な
さ
れ
、
且
つ
、
②
３Ｙ
会
社
は
１Ｙ
が
意
の
ま
ま
に
支
配
す
る
会
社
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
３Ｙ
会
社
設
立
は
３Ｙ
会
社
法
人
格
の
濫�

用�

と

解
す
る
余
地
も
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
事
例
に
お
い
て
、
１Ｙ
を
３Ｙ
会
社
を
違
法
・
不
当
の
目
的
に
利
用
す
る
背
後
者
と
捉
え
て
、
濫�

用�

法�

理�

（
法
人
格
濫
用
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
）
を
用
い
て
、
３Ｙ
会
社
法
人
格
否
認
を
根
拠
に
、
３Ｙ
会
社
と
１Ｙ
及
び
２Ｙ
（
藁
人
形
社
員
）

と
の
同
一
法
主
体
性
を
主
張
し
、
１Ｙ
及
び
２Ｙ
の
債
務
を
３Ｙ
会
社
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
た
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
本
質
的
に
み
れ

成城法学第７６号（２００７）
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[

事
例
一
二
六]

大
阪
地
裁
昭
三
七
（
ワ
）
第
三
二
二
三
号
、
昭
三
九
年
七
月
二
日
判
決
（
下
級
裁
判
所
民
事
裁
判
例
集
第
一

五
巻
第
七
号
一
六
九
七
頁
以
下
）

【
事
実
】
一

訴
外
甲
会
社
（
株
式
会
社
）
は
、
昭
和
三
二
年
八
月
、
石
油
製
品
の
卸
小
売
及
び
一
般
食
品
油
類
の
販
売
を
目
的
と

し
て
設
立
さ
れ
た
資
本
金
一
〇
〇
万
円
の
法
人
で
、
代�

表�

取�

締�

役�

で�

あ�

っ�

た�

被�

告�

Ｙ�

（
個�

人�

）
が�

名�

実�

と�

も�

に�

主�

催�

す�

る�

個�

人�

営�

業�

の�

い�

ろ�

あ�

い�

が�

強�

い�

企�

業�

で
あ
っ
た
。

（＝

（
実
質
的
）
一
人
会
社
、
機
関
不
機
能
と
背
後
者
の
代
表
機
関
等
と
し
て
の
意
の
ま
ま
の
（
１
）

支
配
）

二

１

甲
会
社
は
、
事
業
不
振
を
理
由
と
し
て
三
四
年
九
月
一
九
日
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
し
、
Ｙ
及
び
甲
会
社
の
経
理

担
当
の
使
用
人
で
あ
っ
た
訴
外
人
Ａ
（
個
人
）
が
先
ず
代
表
清
算
人
に
な
っ
た
が
、
Ｙ
は
同
年
一
二
月
辞
任
し
、
以
後
清
算
人
は
Ａ
だ

け
と
な
っ
た
。
甲
会
社
は
、
同
解
散
決
議
前
で
あ
る
三
四
年
九
月
一
四
日
頃
よ
り
法
人
税
調
査
を
受
け
、
同
年
一
二
月
二
八
日
法
人
税

ば
、「
３Ｙ�

会�

社�

の�

資�

産�

の�

、
１Ｙ�

及�

び�

２Ｙ�

の�

個�

人�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法

人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
八
）」成
城
法
学
第
五
十
五
号
一
一
五
頁
、
１

濫
用
法
理
の
要
件
・
効
果
の
概
観
参

照
）。他

方
、
本
事
例
で
は
、
商
法
第
百
四
一
条
に
基
づ
く
詐�

害�

設�

立�

取�

消�

権�

が
用
い
ら
れ
、
３Ｙ
会
社
の
詐�

害�

設�

立�

取�

消�

判
決
が
確
定
し
た
。
従

っ
て
、
既
述
し
た
よ
う
に
、「
Ｘ
は
３Ｙ
会
社
の
清�

算�

手�

続�

中�

、
残
余
財
産
が
存
す
る
限
り
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
１Ｙ
２Ｙ
の
残�

余�

財�

産�

分�

配�

請�

求�

権�

を
代
位
行
使
す
る
等
し
て
、
１Ｙ
及
び
２Ｙ
に
対
す
る
債�

権�

の�

満�

足�

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
」
が
、
こ
れ
は
、
本
質
的
に
は
「
３Ｙ
会
社
の

清
算
手
続
に
お
け
る
残
余
財
産
の
限
度
に
お
い
て
の
、
３Ｙ�

会�

社�

資�

産�

の
、
１Ｙ�

及
び
２Ｙ�

の
個�

人�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
上
記
し
た
、
本
事
例
に
お
い
て
濫�

用�

法�

理�

を
用
い
る
場
合
に
実
現
さ
れ
る
効�

果�

に
類�

似�

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
事

例
に
お
い
て
、
詐�

害�

設�

立�

取�

消�

権�

は
、
濫�

用�

法�

理�

の�

代�

替�

機�

能�

を
も
果
た
し
て
い
る
と
い
え
な
く
は
な
い
（
一
般
第
五
規
準
参
照
。
同
規
準

に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
八
六
頁
参
照
）。

形骸に基づく法人格否認の法理における形骸概念の再構成 �
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脱
税
の
た
め
の
更
正
決
定
と
な
っ
た
。

２

�
甲
会
社
は
昭
和
三
四
年
一
二
月
三
〇
日
現
在
に
お
い
て
、
租
税
債
務
を
負
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
甲
会
社
は
、
同
日
、
Ｙ
に
対

し
て
、
借
入
金
返
還
の
名
目
で
、
一
〇
〇
万
円
強
の
弁�

済�

行�

為�

を
行
っ
た
。
こ
の
弁
済
行
為
は
、
Ｙ
の
た
っ
て
の
意
向
に
そ
っ
て
清
算

人
の
Ａ
が
や
む
な
く
、
甲
会
社
に
あ
っ
た
現
金
、
当
座
預
金
の
全
額
を
は
た
い
て
支
払
っ
た
も
の
で
あ
り
、
同
弁
済
行
為
の
た
め
、
甲

会
社
の
資
産
は
不
良
債
権
の
み
と
な
り
、
原
告
（
国
）
が
甲
会
社
に
対
し
て
有
す
る
租�

税�

債�

権�

の�

徴�

収�

は�

不�

可�

能�

に
近
い
状
態
と
な
っ

た
。�

前
記
一
、
二
１
の
事
実
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
同
弁
済
行
為
は
、
債
務
者
で
あ
る
甲
会
社
及
び
受
益
者
Ｙ
に
租
税
債
務
を
免
れ

よ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
租
税
債
権
の
取
立
が
害
さ
れ
る
こ
と
の
認
識
が
あ
っ
て
通�

謀�

し
て
行
っ
た
も
の
と
す
る
の
が
相

当
で
あ
る
、
と
事
実
認
定
さ
れ
た
。

【
判

旨
】
「
本
来
一
部
債
権
者
に
弁
済
す
る
こ
と
は
、
抽
象
的
に
は
債
務
者
の
総
財
産
額
に
増
減
を
生
じ
な
い
こ
と
、
ま
た
破
産
手

続
に
よ
る
債
権
者
平
等
の
原
則
の
保
障
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
原
則
と
し
て
詐
害
行
為
に
な
ら
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
現

在
に
お
け
る
国
内
の
一
般
経
済
流
通
の
規
模
、
社
会
的
な
破
産
手
続
の
実
効
性
（
次
の
句
読
点
は
著
者
追
加
）、
法
人
と
は
い
う
も
の

の
そ
の
運�

営�

、
利�

益�

の�

帰�

属�

な
ど
に
お
い
て
個�

人�

企�

業�

と
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
訴
外
会
社
（＝

甲
会
社
）
の
実
体
な
ど
か
ら
し
て
、
右

認
定
の
よ
う
な
一�

部�

債�

権�

者�

と�

通�

謀�

し�

て�

他�

の�

債�

権�

者�

を�

害�

す�

る�

認�

識�

の�

も�

と�

に�

行�

っ�

た�

弁�

済�

は
詐�

害�

行�

為�

と
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ

る
〔
傍
点
及
び
丸
括
弧
内
は
著
者
追
加
〕」と
判
示
さ
れ
、
主
文
に
お
い
て
、
甲
会
社
の
租�

税�

債�

務�

（＝

七
七
万
円
強
）
の�

範�

囲�

に
お
い

て
甲
会
社
の
Ｙ
に
対
す
る
弁�

済�

行�

為�

（
事
実
二
、
２
）
が
取�

消�

さ
れ
、
Ｙ
の
原
告
（＝

国
）
に
対
す
る
租
税
債
務
と
同
額
の
金�

銭�

の�

支�

払�

い�

が
命
じ
ら
れ
た
。

（
１
）
本
事
例
考
察

１

事
実
関
係
の
類
似
性
、
参
照
。

成城法学第７６号（２００７）
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考
察以

下
、
本
事
例
に
お
け
る
債
権�

者�

取�

消�

権�

と
前�

記�

二�

型�

の�

形�

骸�

法�

理�
（
１
）

と
の
、
現�

実�

的�

機�

能�

の�

同�

異�

に
つ
い
て
考
察
す
る
。

�

事
実
関
係
の
類
似
性

そ
の
為
に
、
先
ず
、
本
事
例
の
事
実
関
係
と
前
記
二
型
の
形
骸
（
２
）

事
例
の
事
実
関
係
の
類
似
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
甲�

会�

社�

は
、
上

記
の
ご
と
く
、
代
表
取
締
役
で
あ
っ
た
被
告
Ｙ�

（
個
人
）
が
名�

実�

と�

も�

に�

主�

催�

す
る
個�

人�

営�

業�

の
い
ろ
あ
い
が
強
い
企
業
で
あ
っ
た
と

認
定
さ
れ
て
い
る
（
事
実
一
。
な
お
、
事
実
二
、
２
�
参
照
）。
ま
た
、
裁
判
所
は
、
甲
会
社
の
実
体
を
「
法
人
と
は
い
う
も
の
の
そ

の
運�

営�

、
利�

益�

の�

帰�

属�

な�

ど�

に
お
い
て
個�

人�

企�

業�

と
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
（
判
旨
参
照
）。
こ
こ
か
ら
、
①
甲
会

社
が
Ｙ
の
一
人
会
社
（
又
は
実
質
的
一
人
会
社
）
で
あ
る
こ
と
、
及
び
②
甲
会
社
に
お
け
る
機
関
不
機
能
と
Ｙ
の
（
代
表
取
締
役
と
し

て
の
）
意
の
ま
ま
の
支
配
、
の
存
在
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
推
測
す
る
場
合
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
は
、
形
骸
性
肯
定
重
要
事
実
で
あ
る
、
①
一
人
会
社
（
又
は
実
質
的
一
人
会

社
）、
及
び
、
②
機
関
不
機
能
と
、
背
後
者
の
代
表
機
関
等
と
し
て
の
意
の
ま
ま
の
支
配
、
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
形

骸
第
六
規
準
（
３
）

―
三
を
用
い
て
、
本
事
例
の
事�

実�

関�

係�

に
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
の
事
実
関
係
と
の
類�

似�

性�

(＝

前
記
二
型
の
形
骸
法

理
の
担
当
問
題
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
程
度
の
類
似
性
）
が
存
す
る
と
推
測
す
る
余
地
が
あ
る
。

�

効
果
の
類
似
性

上
記
の
よ
う
に
、
本
事
例
の
事
実
関
係
と
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
の
事
実
関
係
と
の
類
似
性
を
推
測
す
る
場
合
は
、
甲�

会
社
を
形�

骸�

会�

社�

、
Ｙ�

を
背�

後�

者�

と
捉
え
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
前�

記�

二�

型�

の�

形�

骸�

法�

理�

（
４
）

を
適
用�

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る

と
、
本
事
例
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
債
権
者
取
消
権
と
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
機�

能�

の�

同�

異�

を�

判�

断�

す
る
為
に
、
形
骸
第
五
（
５
）

規
準

（
ま
た
は
第
六
（
６
）

規
準
）を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
同
規
準
を
用
い
て
機
能
の
同
異
を
判
断
す
る
為
に
、
次
に
、

本
事
例
の
事
実
関
係
に
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
を
適
用
す
る
場
合
に
実
現
す
る
効
果
と
本
事
例
に
お
い
て
債
権
者
取
消
権
が
実
現
し
た

形骸に基づく法人格否認の法理における形骸概念の再構成 �
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効
果
と
の
同
異
、
が
問
題
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、

�

一
方
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
中
の
金�

銭�

債�

務�

伸�

張�

型�

形
骸
法
理
を
適
用
す
る
場
合
、「
原
告
（
国
）

は
、
法
人
格
形
骸
化
に
基
づ
く
甲
会
社
法
人
格
否
認
（＝

①
甲
会
社
法
人
格
の
異
別
性
機
能
の
停
止
ま
た
は
②
信
義
則
に
基
づ
く
甲
会

社
法
人
格
異
別
性
の
主
張
（
７
）

制
限
）、
を
根
拠
に
、
甲
会
社
の
Ｙ
と
の
同
一
法
主
体
性
を
主
張
し
、
甲�

会�

社�

の�

租�

税�

債�

務�

を�

Ｙ�

の�

債�

務�

と�

し�

て�

Ｙ�

に�

対�

し�

て�

請�

求�

で�

き�

る�

」こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
本
質
を
「
Ｙ�

の�

資�

産�

の�

、
甲�

会�

社�

租�

税�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
同
様
に
、本
事
例
の
事
実
関
係
に
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
中
の
第�

三�

者�

異�

議�

の�

訴�

え�

請�

求�

棄�

却�

型�

形
骸
法
理
を
適
用
す
る
場
合
は
、

「
先
ず
原
告
が
甲
会
社
の
租
税
債
務
に
関
す
る
債
務
名
義
を
得
た
上
で
、
そ
れ
に
基
づ
き
Ｙ
の
資
産
に
対
し
て
強
制
執
行
を
行
い
、
こ

れ
に
対
す
る
Ｙ
の
第
三
者
異
議
の
訴
え
に
お
い
て
、
甲
会
社
法
人
格
否
認
を
根
拠
に
、
Ｙ
の
第
三
者
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」

が
、
こ
の
本
質
も
同
様
に
「
Ｙ�

の�

資�

産�

の�

、
甲�

会�

社�

租�

税�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
）

�

他
方
、
本
事
例
に
お
い
て
債�

権�

者�

取�

消�

権�

の
実
現
し
た
効
果
は
、「
甲
会
社
租
税
債
務
の
範
囲
に
お
け
る
甲
会
社
の
Ｙ
に
対
す

る
弁�

済�

行�

為�

の�

取�

消�

、
お
よ
び
Ｙ
の
原
告
（
国
）
に
対
す
る
租
税
債
務
と
同
額
の
金�

銭�

支�

払�

（＝

原
告
の
甲
会
社
に
対
す
る
同
金
銭
の

返
還
債
務
と
甲
会
社
の
租
税
債
務
と
の
相
（
８
）

殺
等
に
よ
る
、
原
告
の
甲
会
社
に
対
す
る
租�

税�

債�

権�

の�

満�

足�

）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
本

質
を
「
甲
会
社
よ
り
Ｙ
に
弁�

済�

さ
れ
た
金�

額�

の�

範�

囲�

に
お
け
る
、
Ｙ�

の�

資�

産�

の�

、
甲�

会�

社�

租�

税�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

�

従
っ
て
、
本
事
例
に
お
い
て
債
権
者
取
消
権
の
実
現
し
た
効�

果�

は
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
を
適
用
し

た
場
合
に
実
現
す
る
効
果
に
類�

似�

す
る
。

�

機
能
の
類
似
性

上
記
し
た
と
こ
ろ
よ
り
、
一
方
、
本
事
例
に
お
け
る
事�

実�

関�

係�

が
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
に
お
け
る
事
実
関
係
と
（
前
記
二
型
の
形

成城法学第７６号（２００７）
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骸
法
理
の
担
当
問
題
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
程
度
に
）
類�

似�

し
て
お
り
、
他
方
、
本
事
例
に
お
い
て
債
権
者
取
消
権
の
実
現
し
た
効�

果�

は
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
を
適
用
す
る
場
合
に
実
現
す
る
効
果
に
類�

似�

す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る

と
、
形
骸
第
五
（
９
）

規
準
（
又
は
第
六
（
１０
）

規
準
）
を
用
い
て
、
本
事
例
に
お
い
て
、
債
権
者
取�

消
権
が
前
記
二
型
の
形�

骸
法
理
と
同�

一�

ま�

た�

は�

類�

似�

の�

機�

能�

を
果
た
し
て
い
る
（＝

前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題
を
解
決
し
、
同
法
理
の
代
替
機
能
を
果
た
し
て
い
る
）
と
推

測
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
（
１１
）

な
る
。

（
１
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
二
）」
成
城
法
学
第
二
十
六
号
三
二
〜
三
三
頁
参
照
。

（
２
）
〔
事
例
一
〕
〜
〔
事
例
三
二
〕（
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
二
）」
四
〇
〜
一
一

〇
頁
）。

（
３
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
十
）」
成
城
法
学
第
六
十
一
号
一
五
一
頁
、
参
照
。

（
４
）
前
記
注
（
１
）
参
照
。

（
５
）
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
成
城
大
学
法
学
会
編
「
二
一
世
紀
を
展
望
す

る
法
学
と
政
治
学
―
―
成
城
学
園
八
〇
周
年
記
念
・
成
城
大
学
法
学
部
二
〇
周
年
記
念
」（
信
山
社
・
一
九
九
九
年
）
六
一
〜
六
二
頁
。（
前

掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
十
）」
一
四
〇
頁
）

（
６
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
三
）」
成
城
法
学
第
三
十
号
九
一
頁
注
（
９
）
参
照
。

（
７
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
八
）」
成
城
法
学
第
五
十
五
号
一
二
五
頁
以
下
、

Ｂ

効
果

法
人
格
否
認
、
参
照
。
な
お
、
本
稿
〔
事
例
一
二
五
〕
考
察
、
�

効
果
の
類
似
性
、
�
、
参
照
。

（
８
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
十
四
）」
成
城
法
学
第
七
十
三
号
一
五
頁
参
照
。

（
９
）
前
記
注
（
５
）
参
照

（
１０
）
前
記
注
（
６
）
参
照

（
１１
）

形
骸
第
三
規
準
（
ま
た
は
第
二
規
準
）
に
基
づ
く
、
機
能
の
同
異
の
判
断

本
文
で
は
、
形
骸
第
五
規
準
（
又
は
第
六
規
準
）を
用
い
て
機
能
の
同
異
を
判
断
し
た
。
し
か
し
、
形�

骸�

第�

三�

規�

準�

（
ま
た
は
第�

二�

規�

準�

）

を
用
い
て
機
能
の
同
異
を
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
試
み
る
（
形
骸
第
三
規
準
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
比
較

形骸に基づく法人格否認の法理における形骸概念の再構成 �
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法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
五
七
頁
参
照
。
ま
た
第
二
規
準
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
形
骸

に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
三
）」
四
五
頁
参
照
）。

�

事
実
関
係
の
類
似
性

本
事
例
の
事�

実�

関�

係�

は
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
の
事
実
関
係
と
類�

似�

し
て
い
る
と
推
測
し
得
る
こ
と
は
、
本
文
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

�

効
果
の
類
似
性

そ
こ
で
、
形
骸
第
三
規
準
（
ま
た
は
第
二
規
準
）
を
用
い
て
本
事
例
に
お
け
る
債
権
者
取
消
権
の
機
能
と
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
機
能

の
同
異
を
判
断
す
る
た
め
に
、
次
に
、
本�

事�

例�

に�

お�

い�

て�

債
権
者
取
消
権
の
実
現
し
た
効�

果�

と
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
が
形�

骸�

事�

例�

に�

お�

い�

て�

実
現
し
た
効
果
と
の
同
異
、
が
問
題
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、

�

一
方
、
前
記
二
型
の
形�

骸�

法�

理
が
形
骸
事
例
に
お
い
て
実
現
し
た
効
果
は
、「
形
骸
会
社
法
人
格
否
認
を
通
し
て
の
、
形
骸
会
社
と
背
後

者
（
親
会
社
を
含
む
）
ま
た
は
関
連
形
骸
会
社
と
の
間
に
お
け
る
、
①
金
銭
債
務
の
伸
張
、
ま
た
は
②
金
銭
執
行
の
際
の
第
三
者
異
議
の
訴

え
に
お
け
る
第
三
者
性
の
否
定
」
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
「
形�

骸�

会�

社�

お
よ
び
背�

後�

者�

（
ま
た
は
関�

連�

形�

骸�

会�

社�

）
双�

方�

の�

資�

産�

の
、
双�

方�

の�

全�

金�

銭�

債�

権�

者�

各�

�々

の�

た�

め�

の�

、
共�

同�

責�

任�

財�

産�

化�

」(＝

換
言
す
れ
ば
「
関
連
形
骸
諸
会
社
及
び
背
後
者
（
親
会
社
を
含
む
）
各
法
主

体
の
資
産
の
、
同
法
主
体
全
員
の
全
金
銭
債
権
者
各
々
の
た
め
の
、
共
同
責
任
財
産
化
」）と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
既
述
の
と
お

り
で
あ
る
（
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
二
）」一
一
三
頁
、
２
法
律
効
果
の
本
質
的

同
一
性
、
以
下
。
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
九
）」
成
城
法
学
第
五
十
八
号
八
三

頁
１
、
八
六
頁
注
（
９
））。

�

他
方
、
本
事
例
に
お
い
て
債�

権�

者�

取�

消�

権�

の
実
現
し
た
効
果
は
、「
甲
会
社
租
税
債
務
の
範
囲
に
お
け
る
甲
会
社
か
ら
Ｙ
へ
の
弁
済
行
為

の
取�

消�

、
お
よ
び
Ｙ
の
原
告
（
国
）
に
対
す
る
租
税
債
務
と
同
額
の
金�

銭�

支�

払�

（＝

原
告
の
甲
会
社
に
対
す
る
同
金
銭
の
返
還
債
務
と
甲
会

社
の
租
税
債
務
と
の
相
殺
等
に
よ
る
、
原
告
の
甲
会
社
に
対
す
る
租�

税�

債�

権�

の�

満�

足�

）」で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
本
質
を
「
甲
会
社
よ
り
Ｙ

に
弁
済
さ
れ
た
金
銭
の
範
囲
に
お
け
る
、
Ｙ
（
背�

後�

者�

）
の�

資�

産�

の
、
甲
会
社
（
形�

骸�

会�

社�

）
の�

租�

税�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
本
文
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
。

�

従
っ
て
、
本
事
例
に
お
い
て
債
権
者
取
消
権
が
実
現
し
た
効�

果�

は
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
形
骸
事
例
に
お
け
る
実
現
効
果
の
一�

環�

を

実�

現�

す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

機
能
の
類
似
性

成城法学第７６号（２００７）
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[

事
例
一
二
七]

東
京
地
裁
昭
和
五
三
年
（
ワ
）
三
八
九
四
号
、
昭
和
五
四
年
一
二
月
七
日
判
決
（
判
例
時
報
九
六
三
号
六
三

頁
以
下
）（
認
容
確
定
）

【
事
実
】
１

原
告
Ｘ
は
、
訴
外
甲
会
社
（
株
式
会
社
）
よ
り
建
設
機
械
の
修
理
工
事
を
受
注
し
、
約
束
手
形
債
権
及
び
売
掛
金
債

権
、
総
計
金
四
八
五
万
円
強
を
有
し
て
い
た
。

２
、
甲
会
社
は
、
昭
和
五
二
年
五
月
三
一
日
及
び
同
年
六
月
一
〇
日
約
束
手
形
を
不
渡
り
と
し
、
同
年
六
月
一
四
日
銀
行
取
引
停
止

処
分
を
受
け
て
事
実
上
倒
産
し
た
。

３
、
�
、
甲
会
社
は
、
本�

件�

土�

地�

を
昭
和
五
二
年
五
月
二
八
日
被
告
１Ｙ�

（
甲
会
社
の
取
締
役
訴
外
Ａ
の
二
男
）
に
売�

却�

し
た
（
所
有

権
移
転
登
記
手
続
は
同
年
六
月
一
一
日
に
経
由
し
た
）。

本
件
土
地
売
却
当
時
、
甲
会
社
は
、
三
日
後
に
は
手
形
不
渡
り
を
出
し
、
半
月
後
に
は
銀
行
取
引
停
止
処
分
を
受
け
る
程
そ
の
経
理

状
態
は
悪
化
し
て
い
た
。
同
事
実
か
ら
、
甲
会
社
及
び
１Ｙ
は
、
Ｘ
の
債
権
を
害
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
本
件
土
地
の
譲
渡
を
行
っ
た

こ
と
が
推
認
さ
れ
た
。

�
、
�

甲
会
社
は
、
昭
和
五
二
年
六
月
一
〇
日
被
告
２Ｙ�

に
対
し
、
本�

件�

土�

地�

に
つ
き
甲
会
社
の
代
表
取
締
役
Ｂ
の
妻
Ｃ�

を�

債�

務�

者�

上
記
し
た
と
こ
ろ
よ
り
、
一
方
、
本
事
例
に
お
け
る
事�

実�

関�

係�

が
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
に
お
け
る
事
実
関
係
と
（
前
記
二
型
の
形
骸
法

理
の
担
当
問
題
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
程
度
に
）
類�

似�

し
て
お
り
、
他
方
、
本
事
例
に
お
い
て
債
権
者
取
消
権
が
実
現
し
た
効�

果�

は
、
前

記
二
型
の
形
骸
法
理
が
形
骸
事
例
に
お
い
て
実
現
し
た
効
果
の
一�

環�

を�

実�

現�

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
形
骸
第
三
規
準
ま
た
は
第

二
規
準
を
用
い
て
、
本
事
例
に
お
い
て
、
債�

権�

者�

取�

消�

権�

が
前
記
二
型
の
形�

骸�

法�

理�

の�

機�

能�

の�

一�

翼�

を
果
た
し
て
い
る(＝

前
記
二
型
の
形

骸
法
理
の
担
当
問
題
を
解
決
し
、
同
法
理
の
代
替
機
能
を
果
た
し
て
い
る
）
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。
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と
し
て
、
そ
の
債
務
を
担
保
す
る
た
め
、
極
度
額
三
二
七
八
万
円
強
と
す
る�

根�

抵�

当�

権�

を�

設�

定�

し
た
（
根
抵
当
権
設
定
登
記
手
続
は
、

同
年
六
月
一
一
日
に
経
由
し
た
）。

即
ち
、
２Ｙ
は
甲
会
社
に
対
し
割
賦
販
売
契
約
に
基
づ
き
昭
和
五
一
年
四
月
八
日
及
び
同
五
一
年
一
二
月
一
〇
日
に
建
設
機
械
各
一
台

計
二
台
を
売
り
渡
し
、
支
払
い
の
た
め
甲
会
社
か
ら
約
束
手
形
の
交
付
を
受
け
て
い
た
が
、
昭
和
五
二
年
五
月
三
一
日
に
同
手
形
が
不

渡
り
と
な
っ
た
の
で
、
同
年
六
月
一
日
２Ｙ
は
甲
会
社
に
対
し
契
約
を
解
除
し
右
機
械
を
引
揚
げ
る
旨
申
し
入
れ
、
同
月
二
日
右
機
械
の

う
ち
一
台
を
引
揚
げ
た
。
と
こ
ろ
が
、
甲
会
社
の
代
表
取
締
役
Ｂ
か
ら
「
手
形
の
不
渡
り
を
出
し
た
が
、
掘
削
機
が
な
い
と
会
社
の
営

業
が
な
り
た
た
な
い
の
で
是
非
前
記
二
台
の
機
械
を
使
わ
せ
て
欲
し
い
」
と
の
申
し
入
れ
が
あ
り
、
更
に
同
月
三
日
Ｂ
よ
り
「
会
社
を

再
建
す
る
た
め
Ｂ
の
妻
Ｃ
名
義
で
手
形
を
振
出
し
、
Ｃ�

を�

買�

主�

と
し
て
本
件
土
地
を
担
保
に
提
供
す
る
の
で
、
前
記
二
台
の
機
械
を
売

っ
て
欲
し
い
」と
懇
願
さ
れ
た
た
め
、
前
記
二
台
の
機
械
に
つ
き
約
二
一
〇
〇
万
円
の
未
払
代
金
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
２Ｙ
は
、

同
月
六
日
、
甲�

会�

社�

に�

対�

し�

、
前
記
二
台
の
機
械
を
当
時
の
残
債
権
を
売
買
代
金
と
し
て
再
度
売
却
す
る
こ
と
と
し
、
同
月
一
〇
日
、

右
代
金
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
、
工
事
代
金
、
修
理
代
金
を
極
度
額
と
し
て
、
本
件
土
地
に
債
務
者
を
Ｃ
と
し
て
根
抵
当
権
の
設
定
を
受
け

た
。（

こ
の
よ
う
に
、
上
記
二
台
の
機
械
は
２Ｙ
よ
り
甲
会
社
に
対
し
再
度
売
却
さ
れ
た
と
事
実
認
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
２Ｙ
の
主
張

に
よ
れ
ば
、
２Ｙ
は
、
昭
和
五
二
年
六
月
六
日
上
記
二
台
の
機
械
を
、
残
債
権
額
を
そ
れ
ぞ
れ
の
代
金
額
と
し
て
、
改
め
て
（
甲
会
社
に

対
し
て
で
は
な
く
て
）
Ｃ
に
対
し
て
割
賦
に
て
売
却
し
、
右
代
金
合
計
額
及
び
予
想
さ
れ
る
修
理
費
相
当
額
を
極
度
額
と
し
て
、
本
件

土
地
上
に
根
抵
当
権
の
設
定
を
う
け
た
、
と
さ
れ
る
）

�

上
記
事
実
�
等
か
ら
、
甲
会
社
も
２Ｙ
も
、
本
件
土
地
に
根
抵
当
権
を
設
定
し
た
当
時
、
甲
会
社
の
再
建
が
事
実
上
困
難
で
あ
り
、

本
件
土
地
に
特
定
の
債
権
者
の
た
め
に
根
抵
当
権
を
設
定
す
る
こ
と
は
他
の
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
、

と
事
実
認
定
さ
れ
た
。
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（＝

機
関
不
機
能
と
背
後
者
の
代
表
機
関
等
と
し
て
の
意
の
ま
ま
の
支
配
、
不
区
分
財
産
（
１
）

管
理
）

【
判
旨
】
１

上
記
事
実
３
、
�
の
、
甲�

会�

社�

の
１Ｙ�

に
対
す
る
本�

件�

土�

地�

売�

却�

に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
さ
れ
た
。

「
被
告
１Ｙ
が
本
件
土
地
を
買
い
取
っ
た
価
額
に
つ
い
て
は
立
証
が
な
い
が
、
…
…
仮
に
相
当
な
価
額
で
買
い
受
け
た
と
し
て
も
、
右
売

買
代
金
を
優
先
権
を
有
す
る
債
権
者
へ
の
弁
済
に
あ
て
た
こ
と
を
挙
証
し
う
る
よ
う
な
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
不
動
産
を
消
費
し

や
す
い
金
銭
に
変
え
る
こ
と
は
、
共
同
担
保
と
し
て
の
効
力
を
減
ず
る
こ
と
に
な
り
、
原
則
と
し
て
詐
害
行
為
と
な
る
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
る
。

本
件
全
証
拠
に
よ
る
も
被
告
１Ｙ
に
お
い
て
売
買
代
金
の
使
途
に
つ
き
右
に
の
べ
た
よ
う
な
特
段
の
事
情
は
認
め
ら
れ
な
い
。

よ
っ
て
本�

件�

土�

地�

の�

売�

却�

は
詐�

害�

行�

為�

と�

し�

て�

取�

消�

の�

対�

象�

と�

な�

る�

こ
と
を
免
れ
な
い
。」（
傍
点
著
者
追
加
）

２

上
記
事
実
３
、�
の
、
甲�

会�

社�

の
２Ｙ�

に
対
す
る
本�

件�

土�

地�

上�

の�

根�

抵�

当�

権�

設�

定�

行�

為�

に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
さ
れ
た
。

「
以
上
に
よ
れ
ば
債
務
者
た
る
訴
外
会
社

(＝

甲
会
社
）
は
一
部
の
債
権
者
た
る
被
告
２Ｙ
に
対
し
担
保
を
供
与
し
た
も
の
で
あ
り
、

他
の
債
権
者
の
共
同
担
保
が
そ
れ
だ
け
減
少
す
る
こ
と
と
な
り
、
前
記
認
定
の
詐
害
の
意
思
と
相
ま
っ
て
根�

抵�

当�

権�

設�

定�

行�

為�

は�

詐�

害�

行�

為�

と�

な�

り�

、
取�

消�

の�

対�

象�

と�

な�

る�

こ
と
を
免
れ
な
い
。」（
傍
点
及
び
丸
括
弧
内
著
者
追
加
）

３

か
く
し
て
、
本
判
決
は
主
文
に
お
い
て
、
①
甲
会
社
と
１Ｙ
間
の
本
件
土
地
の
売
買
契
約
、
及
び
甲
会
社
と
２Ｙ
間
の
本
件
土
地
上

の
根
抵
当
権
設
定
契
約
、
を
取�

消�

し
、
②
所
有
権
移
転
登
記
、
及
び
根
抵
当
権
設
定
登
記
、
の
抹�

消�

登�

記�

手�

続�

き
を
命�

じ
た
。

（
１
）
本
事
例
考
察
、
�

事
実
関
係
の
類
似
性
、
参
照
。

考
察以

下
、
本
事
例
に
お
け
る
債�

権
者
取
消
権
と
前
記
二
型
の
形�

骸
（
１
）

法
理
と
の
、
現�

実�

的�

機�

能�

の�

同�

異�

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
為
に
、
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先
ず
、

�

事
実
関
係
の
類
似
性

本
事
例
の
事
実
関
係
と
前
記
二
型
の
形
骸
（
２
）

事
例
の
事
実
関
係
の
類
似
性
、
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

本
事
例
で
は
、
前
記
の
よ
う
に
、
２Ｙ
は
甲
会
社
に
対
し
機
械
二
台
を
再
度
売
却
す
る
こ
と
と
し
、
同
機
械
の
代
金
等
を
極
度
額
と
し

て
、
本
件
土
地
に
債
務
者
を
Ｃ
（
代
表
取
締
役
Ｂ
の
妻
）
と
し
て
根
抵
当
権
の
設
定
を
受
け
た
、
と
事
実
認
定
さ
れ
て
い
る
（
事
実
３
、

�
）。
そ
こ
で
、
Ｃ
の
い
か
な
る
債
務
が
根
抵
当
権
の
前
提
と
さ
れ
た
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
同
事
実
認
定
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か

に
さ
れ
て
な
い
。
思
う
に
、
同
事
実
認
定
は
、
甲
会
社
の
機
械
二
台
の
代
金
債
務
・
修
理
費
債
務
等
を
支
払
う
（
又
は
担
保
す
る
）
目

的
で
Ｃ
が
２Ｙ
に
対
し
て
手
形
を
振
出
す
こ
と
を
Ｂ
と
２Ｙ
が
合
意
し
、
同
手
形
振
出
を
予
定
し
て
本
件
土
地
上
に
２Ｙ
に
対
す
る
根
抵
当
権

が
設
定
さ
れ
た
と
の
趣
旨
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
推
測
す
る
と
き
、
本
事
例
に
お
い
て
、
�
甲
会
社
の
所
有
し
て
い
た
本
件
土
地
が
、
昭
和
五
二
年
五
月
二
八
日
、
甲
会

社
か
ら
１Ｙ
（
平
取
締
役
Ａ
の
二
男
）
に
売
却
さ
れ
、
�
次
い
で
、
Ｃ
が
甲
会
社
代
金
債
務
等
を
支
払
う
（
又
は
担
保
す
る
）
目
的
で
手

形
債
務
を
負
担
す
る
旨
の
合
意
が
、
Ｂ
２Ｙ
間
で
な
さ
れ
、
�
Ｃ
の
同
手
形
債
務
を
予
定
し
て
、
昭
和
五
二
年
六
月
一
〇
日
、
既
に
１Ｙ
所

有
と
な
っ
て
い
た
（
但
し
所
有
権
移
転
登
記
は
未
済
の
）
本
件
土
地
に
２Ｙ
に
対
す
る
根
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
た
（
１Ｙ
に
対
す
る
所
有
権

移
転
登
記
手
続
及
び
２Ｙ
に
対
す
る
根
抵
当
権
設
定
登
記
手
続
を
経
由
し
た
の
は
、
と
も
に
同
年
六
月
一
一
日
）、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
�
�
�
の
一
連
の
行
為
は
、
①
甲�

会�

社�

に�

お�

け�

る�

機�

関�

不�

機�

能�

と�

背�

後�

者�

Ｂ�

の�

代
表
取
締
役
と
し
て
の
意�

の�

ま�

ま�

の�

支�

配�

を
前
提
と
す
る
、
②
Ｃ�

（＝

背
後
者
Ｂ
に
支�

配�

さ
れ
る
、
Ｂ
の
妻
）、
１Ｙ�

（＝

背
後
者
Ｂ
に
支�

配�

さ
れ
る
、
平
取
締
役
Ａ
の
二

男
）
及
び
甲�

会�

社�

の
三�

者�

間�

で�

の�

不�

区�

分�

財�

産�

管�

理�

（
の
一�

環�

）、
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
本�

事�

例�

の�

事�

実�

関�

係�

に
は
形
骸
性
肯
定
重
要
事
実
の
、
①
会
社
に
お
け
る
機
関
不
機
能
と
背
後
者
の
代
表
機
関
等
と

し
て
の
意
の
ま
ま
の
支
配
、
及
び
、
②
（
背
後
者
に
支
配
さ
れ
る
）
会
社
及
び
関
連
法
主
体
間
の
不
区
分
財
産
管
理
が
存
し
、
前
記
二
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型
の
形�

骸�

事�

例�

の�

事�

実�

関�

係�

に�

（
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
程
度
に
）
類�

似�

す�

る�

と
推
測
す
る
余

地
が
（
３
）

あ
る
（
形
骸
第
六
規
準
（
４
）

―
四
参
照
）。

�

効
果
の
類
似
性

こ
の
よ
う
に
、
本
事
例
の
事�

実�

関�

係�

が
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
の
事
実
関
係
に
類�

似�

す
る
と
推�

測�

す
る
場
合
は
、
甲�

会
社
を
形�

骸�

会�

社�

、
Ｂ�

を
甲
会
社
お
よ
び
関�

連�

法�

主�

体�

Ｃ�

・
１Ｙ�

を
支
配
す
る
背�

後�

者�

と
捉
え
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
前�

記�

二�

型�

の�

形�

骸�

法�

理�

を
適�

用�

す
る
こ
と
が
可�

能�

と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
事
例
に
お
け
る
債
権
者
取
消
権
の
機�

能�

と
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
機

能
の
同�

異�

を
判�

断�

す
る
た
め
に
、
形
骸
第
五
（
５
）

規
準
（
又
は
第
六
（
６
）

規
準
）
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
（
７
）

な
る
。

さ
て
、
形
骸
第
五
規
準
（
又
は
第
六
規
準
）
を
用
い
て
、
本
事
例
に
お
け
る
債
権
者
取
消
権
の
機�

能�

と
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
機

能
の
同�

異�

の
判
断
を
試
み
る
場
合
、
本
事
例
に
お
い
て
債
権
者
取
消
権
の
実
現
し
た
効�

果�

と
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
前
記
二
型
の
形

骸
法
理
を
適
用
す
る
場
合
に
実
現
す
る
効
果
と
の
同�

異�

が
問
題
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、

�

一
方
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
中
の
金�

銭�

債�

務�

伸�

張�

型�

形�

骸�

法�

理�

を
適
用
す
る
場
合
、
�
先
ず
、「
Ｘ

は
、
法
人
格
形
骸
化
に
基
づ
く
甲
会
社
法
人
格
（
８
）

否
認
を
根
拠
に
、
甲�

会
社
と
１Ｙ�

と
の
同
一
法
主
体
性
を
主
張
し
、
甲�

会�

社�

債�

務�

を
１Ｙ�

に�

請�

求�

し
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
本
質
を
「（
１Ｙ
の
購
入
し
た
本
件
土
地
そ
の
他
の
）

１Ｙ�

の�

資�

産�

の
、
甲�

会�

社�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
し
か
し
、
２Ｙ
に
対
す
る
根
抵
当
権
設
定
に
よ
り
減

少
し
た
本
件
土
地
の
担
保
価
値
は
、
回
復
し
な
い
）。
�
次
に
、「
Ｘ
は
、
甲
会
社
法
人
格
否
認
を
根
拠
に
、
甲�

会
社
と
Ｃ�

と
の
同
一
法

主
体
性
を
主
張
し
、
甲�

会�

社�

債�

務�

を
Ｃ�

に�

請�

求�

し
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
本
質
を

「
Ｃ�

の�

資�

産�

の
、
甲�

会�

社�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
同
様
に
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
中
の
第�

三�

者�

異�

議�

の�

訴�

え�

請�

求�

棄�

却�

型�

形
骸
法
理
を
適
用
す
る
場
合
は
、「
先
ず
Ｘ
が
甲�

会�

社�

債�

務�

に
関
す
る
債
務
名
義
を
得
た
上
で
、
そ
れ
に
基
づ
き
１Ｙ
（
又
は
C
）
の
資
産
に
対
し
て
強�

制�

執�

行�

を
行
い
、
こ
れ
に
対
す
る
１Ｙ（
又
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は
Ｃ
）
の
第�

三�

者�

異�

議�

の�

訴�

え�

に
お
い
て
、
甲
会
社
法
人
格
（
９
）

否
認
を
根
拠
に
、
１Ｙ
（
又
は
Ｃ
）
の
第�

三�

者�

性�

が�

否�

定�

さ
れ
る
こ
と
に
な

る
」
が
、
こ
の
本
質
も
同
様
に
「
１Ｙ�

（
又
は
Ｃ�

）
の
資�

産�

の�

、
甲�

会�

社�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
）

�

他
方
、
本
事
例
に
お
い
て
債�

権�

者�

取�

消�

権�

が
実
現
し
た
効
果
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、
�
先
ず
、「
本
件
土
地
の
１Ｙ�

へ�

の�

売�

却�

の�

取�

消�

お
よ
び
所
有
権
移
転
登�

記�

の�

抹�

消�

」
の
効
果
を
生
じ
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
本
質
を
「
１Ｙ
に
売
却
さ
れ
た
本
件
土
地
（＝

１Ｙ�

の�

資�

産�

の
一
部
）
の
、
甲�

会�

社�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
�
次
に
、「
２Ｙ�

に�

対�

す�

る�

本
件
土
地
上
の

根
抵
当
権
設�

定�

の�

取�

消�

お
よ
び
根
抵
当
権
設
定
登�

記�

の�

抹�

消�

」
の
効
果
を
生
じ
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
本
質
を
「（
売
却
取
消
に
よ
り
１Ｙ

か
ら
甲
会
社
に
回
復
さ
れ
た
）
本�

件�

土�

地�

の
、
２Ｙ�

の�

根�

抵�

当�

権�

に�

よ�

り�

減�

少�

し�

た�

担�

保�

価�

値�

の�

回�

復�

」＝

「
２Ｙ�

の�

資�

産�

の
一
部
（＝

２Ｙ

の
根
抵
当
権
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
本
件
土
地
の
優
先
的
担
保
価
値
）
の
、
甲�

会�

社�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

一�

般�

財�

産�

（
一
般
担
保
）
化�

」
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
内
、
��

の�

効�

果�

は
、「
１Ｙ�

の�

資�

産�

の
一
部
の
、
甲�

会�

社�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
い
う
意
味
で
、
本
事
例
の
事
実
関
係

に
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
を
適
用
し
て
「
１Ｙ�

と
の
関
係
で
、
甲�

会�

社�

の�

法�

人�

格�

否�

認�

が
生
じ
る
場
合
」
の
効
果
に
類�

似�

す
る
。

�

機
能
の
類
似
性

上
記
し
た
と
こ
ろ
よ
り
、
本
事
例
に
お
け
る
事�

実�

関�

係�

と
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
に
お
け
る
事
実
関
係
に
類�

似�

性�

が
あ�

る�

と
推
測
す

る
場
合
は
、
他
方
、
本
事
例
に
お
い
て
債
権
者
取
消
権
が
実
現
し
た
効�

果�

は
、
本
事
例
に
お
い
て
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
を
適
用
す
る

場
合
に
実
現
す
る
効
果
と
類�

似�

す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
う
す
る
と
、
形
骸
第
五
（
１０
）

規
準
（
ま
た
は
第
六
（
１１
）

規
準
）
を
用
い
て
、
本
事
例
に
お

い
て
、
債�

権�

者�

取�

消�

権�

が
前�

記�

二�

型�

の�

形�

骸�

法�

理�

と
類�

似�

し�

た�

機�

能�

を
果
た
し
て
い
る(＝

前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
代
替
機
能
を
果

た
し
て
い
る
）
と
解
す
る
余
地
（
１２
）（
１３
）

が
あ
る
。

（
１
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
二
）」成
城
法
学
第
二
十
六
号
三
二
〜
三
三
頁
参
照
。
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（
２
）
〔
事
例
一
〕
〜
〔
事
例
三
二
〕（
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
二
）」
四
〇
〜
一
一

〇
頁
）。

（
３
）
し
か
し
、
１Ｙ
は
Ｂ
の
息
子
で
は
な
く
平
取
締
役
Ａ
の
二
男
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
１Ｙ
と
甲
会
社
お
よ
び
Ｃ
と
の
関
係
で
の
不
区
分

財
産
管
理
は
か
な
り
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
限
ら
れ
て
い
た
と
も
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
法
人
格
否
認
を
正
当
化
す
る
程
度
の
不
区
分

財
産
管
理
は
存
せ
ず
（
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
、
に
関
す
る
日
仏
間
の
比
較
法
的
研
究
」
私
法
第
四
九
号
一
九
七
頁
形

骸
の
本
質
、
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
二
）」
成
城
法
学
第
二
十
六
号
三
九
頁

（
１
）（
２
）（
３
）
参
照
）、
本
事
例
の
事�

実�

関�

係�

に
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
の
事
実
関
係
と
の
類�

似�

性�

は�

な�

い�

、
と
推
測
す
る
余
地
も
あ

る
（
修
正
形
骸
第
六
規
準
、
ロ
及
び
形
骸
第
六
規
準
―
二
。
修
正
形
骸
第
六
規
準
、
ロ
及
び
形
骸
第
六
規
準
―
二
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿

「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成（
十
）」
成
城
法
学
第
六
十
一
号
一
五
〇
〜
一
五
一
頁
参
照
）。
な
お
、

後
記
注
（
１３
）
参
照
。

（
４
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
十
）」成
城
法
学
第
六
十
一
号
一
五
一
頁
参
照
。

（
５
）
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
成
城
大
学
法
学
会
編
「
二
一
世
紀
を
展
望
す

る
法
学
と
政
治
学
―
―
成
城
学
園
八
〇
周
年
記
念
・
成
城
大
学
法
学
部
二
〇
周
年
記
念
」（
信
山
社
・
一
九
九
九
年
）
六
一
〜
六
二
頁
参
照
。

（
６
）
前
掲
拙
稿「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
三
）」
成
城
法
学
第
三
十
号
九
一
頁
注
（
９
）
参
照
。

（
７
）
但
し
、
Ｃ
及
び
１Ｙ
が
法
人
で
な
く
自
然
人
で
あ
る
た
め
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
を
適
用
す
る
こ
と
が
躊
躇
さ

れ
な
く
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
事
例
に
お
け
る
債
権
者
取
消
権
の
機�

能�

と
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
機�

能�

の
同�

異�

を
判�

断�

す
る
た
め

に
、
後
述
の
注
（
１２
）
で
試
み
る
よ
う
に
、
形�

骸�

第�

三�

規�

準�

（
又
は
第�

二�

規�

準�

）
を
用
い
る
方
が
問
題
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
８
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
八
）」
成
城
法
学
第
五
十
五
号
一
二
五
頁
以
下
、
Ｂ

効
果

法
人
格
否
認
、
参
照
。
な
お
、
本
稿
〔
事
例
一
二
五
〕
考
察
、
�

効
果
の
類
似
性
、
�
、
参
照
。

（
９
）
同
。

（
１０
）
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
六
一
〜
六
二
頁
参
照
。

（
１１
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
三
）」九
一
頁
注
（
９
）
参
照
。

（
１２
）
形
骸
第
三
規
準
（
ま
た
は
第
二
規
準
）
に
基
づ
く
、
機
能
の
同
異
の
判
断

本
文
で
は
、
形
骸
第
五
規
準
（
又
は
第
六
規
準
）
を
用
い
て
機
能
の
同
異
を
判
断
し
た
。
し
か
し
、
形�

骸�

第�

三�

規�

準�
（
ま
た
は
第�

二�

規�

準�

）
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を
用
い
て
機
能
の
同
異
を
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
試
み
る
（
形
骸
第
三
規
準
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
比
較

法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
五
七
頁
参
照
。
ま
た
第
二
規
準
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
形
骸

に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
三
）」
四
五
頁
参
照
）。

�

事
実
関
係
の
類
似
性

本
事
例
の
事�

実�

関�

係�

は
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
の
事
実
関
係
と
類�

似�

し
て
い
る
と
推
測
す
る
余
地
が
存
す
る
こ
と
は
、
本
文
に
記
し
た
通

り
で
あ
る
。

�

効
果
の
類
似
性

そ
こ
で
、
本
事
例
の
事
実
関
係
は
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
の
事
実
関
係
と
類
似
し
て
い
る
と
推
測
す
る
と
き
、
形�

骸�

第�

三�

規�

準�

（
ま
た
は

第�

二�

規�

準�

）を
用
い
て
、
本
事
例
に
お
け
る
債
権
者
取
消
権
の
機
能
と
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
機
能
の
同
異
を
判
断
す
る
た
め
に
、
次
に
、

本�

事�

例�

に�

お�

い�

て�

債
権
者
取
消
権
の
実
現
し
た
効
果
と
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
が
形�

骸�

事�

例�

に�

お�

い�

て�

実
現
し
た
効
果
と
の
異
同
が
問
題
と

な
る
。
と
こ
ろ
で
、

�

一
方
、
前
記
二
型
の
形�

骸
法
理
が
形�

骸�

事�

例�

に�

お�

い�

て�

実
現
し
た
効�

果�

は
、「
形
骸
会
社
法
人
格
否
認
を
通
し
て
の
、
形
骸
会
社
と
背
後

者
（
親
会
社
を
含
む
）
ま
た
は
関
連
形
骸
会
社
と
の
間
に
お
け
る
、
①
金
銭
債
務
の
伸
張
、
ま
た
は
②
金
銭
執
行
の
際
の
第
三
者
異
議
の
訴

え
に
お
け
る
第
三
者
性
の
否
定
」
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
「
形�

骸�

会�

社�

お
よ
び
背�

後�

者�

（
ま
た
は
関�

連�

形�

骸�

会�

社�

）
双�

方�

の�

資�

産�

の
、
双�

方�

の�

全�

金�

銭�

債�

権�

者�

各�

�々

の�

た�

め�

の�

、
共�

同�

責�

任�

財�

産�

化�

」(＝

換
言
す
れ
ば
「
関
連
形
骸
諸
会
社
及
び
背
後
者
（
親
会
社
を
含
む
）
各
法
主

体
の
資
産
の
、
同
法
主
体
全
員
の
全
金
銭
債
権
者
各
々
の
た
め
の
、
共
同
責
任
財
産
化
」）
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
既
述
の
と

お
り
で
あ
る
（
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
二
）」一
一
三
頁
、
２
法
律
効
果
の
本
質

的
同
一
性
、
以
下
。
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
九
）」
成
城
法
学
第
五
十
八
号
八

三
頁
�
、
八
六
頁
注
（
９
））。

�

他
方
、
本�

事�

例�

に
お
い
て
債�

権�

者�

取�

消�

権�

が
実
現
し
た
効�

果�

は
、
本
文
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
。
再
述
す
れ
ば
、
�
先
ず
、「
本
件
土
地

の
１Ｙ
へ
の
売
却
の
取
消
お
よ
び
所
有
権
移
転
登
記
の
抹
消
」
の
効
果
を
生
じ
た
が
、
そ
の
本
質
は
「
１Ｙ
に
売
却
さ
れ
た
本
件
土
地

(＝

１Ｙ�

の�

資�

産�

の�

一�

部�

）
の
、
甲�

会�

社�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
�
次
に
、「
２Ｙ
に
対
す
る
本
件
土
地
上
の
根
抵
当

権
設
定
の
取
消
お
よ
び
根
抵
当
権
設
定
登
記
の
抹
消
」
の
効
果
を
生
じ
た
が
、
そ
の
本
質
は
「（
売
却
取
消
に
よ
り
１Ｙ
か
ら
甲
会
社
に
回
復

さ
れ
た
）
本�

件�

土�

地�

の
、
２Ｙ�

の�

根�

抵�

当�

権�

に�

よ�

り�

減�

少�

し�

た�

担�

保�

価�

値�

の�

回�

復�

」＝
「
２Ｙ�

の�

資�

産�

の
一
部

(＝

２Ｙ
の
根
抵
当
権
に
よ
り
把
握
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〔
事
例
一
二
八
〕
大
阪
高
裁
平
成
元
年
（
ネ
）
第
六
〇
六
号
、
平
成
二
年
九
月
二
七
日
判
決
（
変
更
・
確
定
）（
判
例
タ
イ
ム

ズ
七
四
三
号
一
七
一
頁
以
下
）、
原
審
大
阪
地
裁
昭
和
五
九
年
（
ワ
）
第
三
三
一
五
号
、
平
成
一
年
三
月
一
六

日
判
決
（
金
融
法
務
事
情
一
二
二
一
号
三
四
頁
以
下
）

【
事
実
】
一

１

甲
会
社
（
株
式
会
社
）（
丸
五
木
材
）
は
、
昭
和
五
二
年
一
月
二
〇
日
被
告
Ｙ
会
社
（
株
式
会
社
）（
丸
五
株
式

会
社
）
の
一
部
門
か
ら
分
離
独
立
し
て
設
立
さ
れ
た
資
本
金
三
〇
〇
〇
万
円
の
株
式
会
社
で
、
そ
の
代�

表�

取�

締�

役�

及�

び�

役�

員�

の�

多�

く�

は

さ
れ
た
本
件
土
地
の
優
先
的
担
保
価
値
）
の
甲�

会�

社�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

一�

般�

財�

産�

（
一
般
担
保
）
化�

」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
内
、
��

の�

効�

果�

は
、
１Ｙ
（＝

背
後
者
に
支
配
さ
れ
る
関�

連�

法�

主�

体�

）
の�

資�

産�

の�

一�

部�

の�

、
甲
会
社
（＝

形�

骸�

会�

社�

）
債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
い
う
意
味
で
、
前
記
二
型
の
形�

骸�

法�

理�

が
形�

骸�

事�

例�

に�

お�

い�

て�

実�

現�

し�

た�

効�

果�

に
類�

似�

す
る
（
又
は
、
同�

効�

果�

の�

一�

環�

を

実�

現�

す
る
）
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

機
能
の
類
似
性

上
記
の
通
り
、
本
事
例
に
お
い
て
債
権
者
取
消
権
が
実
現
し
た
効�

果�

は
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
が
形
骸
事
例
に
お
い
て
実
現
し
た
効�

果�

に
類�

似�

す
る
（
又
は
、
同�

効�

果�

の
一�

環�

を
実�

現�

す
る
）
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
事
例
に
お
け
る
事�

実�

関�

係�

と
前

記
二
型
の
形
骸
事
例
に
お
け
る
事
実
関
係
に
類�

似�

性�

を
推
測
す
る
場
合
は
、
形
骸
第
三
規
準
ま
た
は
第
二
規
準
を
用
い
て
、
本
事
例
に
お
い

て
、
債�

権�

者�

取�

消�

権�

が
前
記
二
型
の
形�

骸�

法�

理�

の�

機�

能�

の�

一�

翼�

を
果
た
し
て
い
る(

前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題
を
解
決
し
、
同
法

理
の
代
替
機
能
を
果
た
し
て
い
る
）
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
（
但
し
、
後
記
注
（
１３
）
参
照
）。

（
１３
）
し
か
し
、
前
記
注
（
３
）
に
記
し
た
よ
う
に
、
本
事
例
に
お
け
る
事�

実�

関�

係�

と
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
の
事
実
関
係
に
類�

似�

性�

が
な�

い�

と

推
測
す
る
場
合
は
、
形
骸
第
二
規
準
（
ま
た
は
第
一
規
準
）
を
用
い
て
、
本
事
例
に
お
け
る
債�

権�

者�

取�

消�

権�

は
前
記
二
型
の
形�

骸�

法�

理�

と�

機�

能�

が�

異�

な�

る�

、
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
前
記
注
（
３
）
参
照
。
形
骸
第
二
規
準
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
―
―
機
能

的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
五
五
〜
五
六
頁
参
照
。
第
一
規
準
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格

否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
三
）」
四
五
頁
参
照
）。
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Ｙ
会
社
の
代
表
取
締
役
及
び
役
員
が
そ
れ
ぞ
れ
兼�

任�

し
て
い
た
。
Ｙ
会
社
は
遅
く
と
も
昭
和
五
二
年
五
月
二
〇
日
当
時
に
は
甲
会
社
の

全�

株�

式�

を�

所�

有�

す
る
に
い
た
っ
て
い
た
。

２

甲�

会�

社�

は
、
設
立
当
時
か
ら
営
業
は
振
る
わ
ず
、
昭
和
五
二
年
末
頃
に
は
廃
業
し
て
、
そ
の
製
材
工
場
を
閉
鎖
す
る
と
と
も
に

従
業
員
も
全
員
退
職
さ
せ
、
そ
の
後
は
甲
会
社
の
工
場
敷
地
等
で
あ
る
本
件
土
地
等
の
資
産
を
管
理
し
、
租
税
や
借
入
金
の
金
利
等
の

支
払
い
を
続
け
る
一
方
、
負
債
整
理
の
た
め
に
右
資
産
の
売
却
方
を
探
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
事�

務�

は�

親�

会�

社�

で�

あ�

る�

Ｙ�

会�

社�

の�

経�

理�

担�

当�

者�

等�

に
担�

当�

し
て
貰
う
こ
と
に
し
た
。（
そ
し
て
、
甲
会
社
は
月
額
一
〇
〇
な
い
し
一
五
〇
万
円
程
度
の
賃
料
収
入
し

か
な
か
っ
た
た
め
、
租
税
や
借
入
金
の
金
利
等
の
支
払
資
金
は
主
と
し
て
Ｙ
会
社
か
ら
の
借
入
金
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
た
め
、

Ｙ
会
社
に
対
す
る
負
債
は
、
漸
次
増
大
し
、
昭
和
五
六
年
五
月
二
〇
日
に
お
い
て
五
億
七
五
八
万
円
強
に
達
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
Ｙ

会
社
は
、
こ
の
こ
と
が
原
因
で
、
そ
の
資
金
繰
り
が
悪
化
し
、
そ
の
対
策
に
苦
慮
し
て
い
た
）

（＝

①
背
後
者
（
親
会
社
）
に
よ
る
全
株
式
所
有
（＝

一
人
会
社
）、
②
機
関
不
機
能
と
背
後
者
の
直
接
的
統
一

的
支
配
、
③
会
社
と
背
後
者
間
の
不
区
分
営
業
（
１
）

活
動
）

二

甲�

会�

社�

の�

前�

記�

資�

産�

の�

買�

い�

手�

探�

し�

は�

当�

時�

Ｙ�

会�

社�

の�

取�

締�

役�

で�

あ�

っ�

た�

Ａ�

ら�

が�

主�

に�

な�

っ�

て�

す�

す�

め�

て�

い�

た�

が
、
よ
う
や
く

乙
株
式
会
社
に
Ａ
ら
を
通
し
て
、
昭
和
五
六
年
七
月
一
〇
日
代
金
四
億
二
五
六
九
万
円
強
で
売�

却�

し
、
同
代
金
を
も
っ
て
Ｙ
会
社
に
対

す
る
負
債
を
弁�

済�

し
た
。

Ａ
ら
は
、
本
件
土
地
を
売
却
し
た
こ
と
に
よ
り
法
人
税
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
が
、
資
金
繰
り
の
悪
化
し
て
い
た
Ｙ

会
社
の
急
場
を
し
の
ぐ
必
要
性
に
迫
ら
れ
る
あ
ま
り
、
本
件
弁
済
に
よ
り
後
に
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
右
法
人
税
債
権
を
害
す
る
こ
と

を
知
り
な
が
ら
、
本
件
弁
済
を
敢
行
す
る
に
い
た
っ
た
。
以
上
の
事
実
か
ら
、
Ｙ
会
社
と
甲
会
社
と
は
、
本
件
租
税
債
権
を
害
す
る
こ

と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
に
優
先
し
て
Ｙ
会
社
に
弁
済
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
通�

謀�

の
う
え
、
本
件
弁
済
を
敢
行
す
る
に
い
た
っ
た
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
、
と
事
実
認
定
さ
れ
た
。
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【
判
旨
】
１

以
上
の
事
実
関
係
の
も
と
に
、
一
審
は
、
甲�

会�

社�

の�

Ｙ�

会�

社�

に�

対�

す�

る�

上�

記�

弁�

済�

（
事
実
二
）
は
、
甲
会
社
に
対

す
る
租
税
債
権
者
た
る
原
告
（
国
）
に
対
す
る
関
係
で
詐�

害�

行�

為�

と
な
る
と
判
断
し
、
主
文
に
お
い
て
、
①
甲
会
社
が
Ｙ
会
社
に
対
し

て
な
し
た
上
記
弁
済
を
、
甲
会
社
が
原
告
に
対
し
て
負
担
す
る
租
税
債
務
額
の
範
囲
で
取�

消�

し
、
②
Ｙ�

会�

社�

に�

対�

し�

て�

、
原�

告�

に�

対�

し�

甲�

会�

社�

の�

租�

税�

債�

務�

相�

当�

額�

を�

支�

払�

う�

こ�

と�

を�

命�

じ�

た�

。

２

こ
れ
に
対
し
て
Ｙ
会
社
が
控
訴
し
た
が
、
控
訴
審
も
、
被
控
訴
人
（
原
告
）
の
請
求
を
ほ�

ぼ�

原�

審�

通�

り�

認
容
し
た
（
確
定
）。

（
１
）
本
事
例
考
察
、
�

事
実
関
係
の
類
似
性
、
参
照
。

考
察以

下
、
本
事
例
に
お
け
る
債�

権
者
取
消
権
と
前
記
二
型
の
形�

骸
（
１
）

法
理
と
の
、
現�

実�

的�

機�

能�

の�

同�

異�

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
為
に
、

�

事
実
関
係
の
類
似
性

先
ず
、
本
事
例
の
事
実
関
係
と
前
記
二
型
の
形
骸
（
２
）

事
例
の
事
実
関
係
の
類
似
性
、
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

本
事
例
で
は
、
�
Ｙ�

会�

社�

は�

甲�

会�

社�

の�

全�

株�

式�

を�

有�

す�

る�

親�

会�

社�

で
あ
り
、
両�

社�

の�

代�

表�

取�

締�

役�

及
び
そ
の
他
の
役�

員�

の�

多�

く�

は
共�

通�

で
あ
っ
た
（
事
実
一
、
１
）、
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
�
甲�

会�

社�

は
機�

関�

が�

機�

能�

せ�

ず�

、
Ｙ�

会�

社�

が�

直�

接�

的�

統�

一�

的�

に�

支�

配�

す
る

会
社
で
あ
っ
た
、
と
推
測
す
る
余
地
が
あ
る
。
�
し
か
も
、
甲
Ｙ
会
社
は
役
員
の
多
く
が
共
通
で
あ
る
他
、
甲
会
社
の
廃
業
後
は
、
甲

会
社
の
従
業
員
は
全
員
退
職
し
、
甲�

会�

社�

の�

業�

務�

は�

Ｙ�

会�

社�

の�

経�

理�

担�

当�

者�

や�

Ｙ�

会�

社�

取�

締�

役�

Ａ�

が�

担�

当�

し
て
い
た
（
事
実
一
２
、

二
、）、
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
甲
Ｙ
会
社
間
で
不�

区�

分�

営�

業�

活�

動�

が
存
し
た
と
推
測
す
る
余
地
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
推
測
す
る
場
合
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
は
、
形
骸
性
肯
定
重
要
事
実
の
、
①
背
後
者
（
親
会
社
）
に
よ
る
全
株
式
所

有
（＝

一
人
会
社
性
）、
②
機
関
不
機
能
と
、
背
後
者
の
直
接
的
統
一
的
支
配
、
及
び
③
会
社
と
背
後
者
間
の
不
区
分
営
業
活
動
、
が
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存
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
形
骸
第
六
規
準
（
３
）

－

四
に
基
づ
き
、
本�

事�

例�

の�

事�

実�

関�

係�

は
、
前
記
二
型
の
形�

骸�

事�

例�

の�

事�

実�

関�

係�

に
（
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
程
度
に
）
類�

似�

す�

る�

、
と
推
測
す
る
余
地
が
あ
る
。

�

効
果
の
類
似
性

上
記
の
よ
う
に
、
本
事
例
の
事
実
関
係
が
形
骸
事
例
の
事
実
関
係
に
類
似
す
る
と
推
測
す
る
場
合
、
甲�

会
社
は
形�

骸�

会�

社�

、
Ｙ�

会
社

は
そ
の
背�

後�

者�

と
解
さ
れ
、
前�

記�

二�

型�

の�

形�

骸�

法�

理�

を
適�

用�

す
る
こ
と
が
可�

能�

と
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
事
例
に
お
け
る
債
権
者
取

消
権
の
機
能
と
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
機�

能�

の�

同�

異�

を�

判�

断�

す
る
た
め
に
、
形
骸
第
五
（
４
）

規
準
（
又
は
第
六
（
５
）

規
準
）
を
用
い
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
。
そ
こ
で
、
同
規
準
を
用
い
て
機
能
の
同
異
を
判
断
す
る
場
合
、
次
に
、
本
事
例
に
お
い
て
債
権
者
取
消
権
の
実
現
し
た

効
果
と
、本
事
例
の
事
実
関
係
に
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
を
適
用
す
る
場
合
に
実
現
す
る
効
果
と
の
同
異
が
問
題
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、

�

一
方
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
中
の
金�

銭�

債�

務�

伸�

張�

型�

形�

骸�

法�

理�

を
適
用
す
る
場
合
、「
原
告
（
国
）

は
、
甲
会
社
法
人
格
（
６
）

否
認
を
根
拠
に
、
甲
会
社
と
Ｙ
会
社
の
同
一
法
主
体
性
を
主
張
し
、
甲�

会�

社�

の�

租�

税�

債�

務�

を�

Ｙ�

会�

社�

に�

請�

求�

で�

き�

る�

」
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
本
質
を
「
Ｙ�

会�

社�

資�

産�

の
、
甲�

会�

社�

租�

税�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
。（

同
様
に
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
中
の
第�

三�

者�

異�

議�

の�

訴�

え�

請�

求�

棄�

却�

型�

形�

骸�

法�

理�

を
適
用
す
る
場
合
は
、「
先
ず
原
告
が
甲
会
社

に
対
す
る
債
務
名
義
を
得
た
上
で
、
そ
れ
に
基
づ
き
Ｙ�

会�

社�

資�

産�

に�

対�

し�

強�

制�

執�

行�

を
行
い
、
こ
れ
に
対
す
る
Ｙ�

会�

社�

の�

第�

三�

者�

異�

議�

の�

訴�

え�

に
お
い
て
、
甲
会
社
法
人
格

（
７
）

否
認
を
根
拠
に
、
Ｙ�

会�

社�

の�

第�

三�

者�

性�

が�

否�

定�

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
が
、
こ
の
本
質
も
同
様
に

「
Ｙ�

会�

社�

資�

産�

の
、
甲�

会�

社�

租�

税�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
捉
え
ら
れ
る
）

�

他
方
、
本
事
例
に
お
い
て
債�

権�

者�

取�

消�

権�

が
行
使
さ
れ
実
現
し
た
効�

果�

は
、「
甲
会
社
租
税
債
務
額
の
範
囲
で
の
甲�

会�

社�

の�

Ｙ�

会�

社�

に�

対�

す�

る�

弁�

済�

の�

取�

消�

、
お
よ
び
Ｙ�

会�

社�

の�

原�

告�

に�

対�

す�

る�

甲�

会�

社�

の�

租�

税�

債�

務�

相�

当�

額�

の�

支�

払�

い�

（＝

原
告
の
甲
会
社
に
対
す

る
同
租
税
債
務
相
当
額
の
返
還
債
務
と
甲
会
社
の
租
税
債
務
と
の
相
殺
に
よ
る
、
原
告
の
甲
会
社
に
対
す
る
租�

税�

債�

権�

の�

満�

足�

）」
で
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あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
本
質
を
「
甲
会
社
よ
り
Ｙ
会
社
に
弁
済
さ
れ
た
金
銭
の
範
囲
に
お
け
る
、
Ｙ�

会�

社�

資�

産�

の�

、
甲�

会�

社�

租�

税�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

従
っ
て
、
本
事
例
に
お
い
て
債
権
者
取
消
権
が
実
現
し
た
効�

果�

は
、
本
事
例
に
形
骸
法
理
を
適
用
す
る
場
合
に
実
現
す
る
前
記

効
果
に
類�

似�

す
る
。

�

機
能
の
類
似
性

上
記
し
た
と
こ
ろ
よ
り
、一
方
、本
事
例
に
お
け
る
事�

実�

関�

係�

と
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
に
お
け
る
事
実
関
係
に
類�

似�

性
が
み
ら
れ
、

他
方
、
本
事
例
に
お
い
て
債
権
者
取
消
権
が
実
現
し
た
効�

果�

は
、
本
事
例
に
お
い
て
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
を
適
用
す
る
場
合
に
実
現

す
る
効
果
と
類�

似�

す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
形
骸
第
五

（
８
）

規
準
（
ま
た
は
第
六
（
９
）

規
準
）
に
基
づ
き
、
本
事
例
に
お
い
て
、
債�

権�

者�

取�

消�

権�

が
前�

記�

二�

型�

の�

形�

骸�

法�

理�

と�

同�

一�

の�

機�

能�

・
役�

割�

を
果
た
し
て
い
る
（＝

前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題
を
解
決
し
、

同
法
理
の
代
替
機
能
を
果
た
し
て
い
る
）
と
解
す
る
余
地
が
（
１０
）

あ
る
。

（
１
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
二
）」
成
城
法
学
第
二
十
六
号
三
二
〜
三
三
頁
参
照
。

（
２
）
〔
事
例
一
〕
〜
〔
事
例
三
二
〕（
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
二
）」
四
〇
〜
一
一

〇
頁
。

（
３
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
十
）」
成
城
法
学
第
六
十
一
号
一
五
一
頁
。

（
４
）
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
成
城
大
学
法
学
会
編
「
二
一
世
紀
を
展
望
す

る
法
学
と
政
治
学
―
―
成
城
学
園
八
〇
周
年
記
念
・
成
城
大
学
法
学
部
二
〇
周
年
記
念
」（
信
山
社
・
一
九
九
九
年
）六
一
〜
六
二
頁
参
照
。

（
５
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
三
）」
成
城
法
学
第
三
十
号
九
一
頁
注
（
９
）
参

照
。

（
６
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
八
）」
成
城
法
学
第
五
十
五
号
一
二
五
頁
以
下
、
Ｂ

効
果

法
人
格
否
認
、
参
照
。
な
お
、
本
稿
〔
事
例
一
二
五
〕
考
察
、
�

効
果
の
類
似
性
、
�
、
参
照
。
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〔
事
例
一
二
九
〕
横
浜
地
裁
小
田
原
支
部
、
平
成
三
年
（
ワ
）
第
四
一
八
号
、
平
成
七
年
九
月
二
六
日
判
決
（
控
訴
）（
金
融
法

務
事
情
一
四
五
〇
号
九
五
頁
）

【
事
実
】
一

１

�

被
告
Ｙ�

株�

式�

会�

社�

（
品
川
化
工
）
は
、
そ
の
塗
装
部
門
を
独
立
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
昭
和
四
四
年
一
月
二

〇
日
、
Ｙ
会
社
の
全�

額�

出�

資�

に
よ
り
甲�

会�

社�

（
品
川
塗
装
）
を
設�

立�

し
、
当
時
の
Ｙ�

会�

社�

代�

表�

取�

締�

役�

Ａ�

が
そ
の
代�

表�

取�

締�

役�

に
、
Ａ

の
弟
で
あ
る
Ｂ�

が
専�

務�

取�

締�

役�

に
就
任
し
た
。
甲
会
社
は
日
本
鋼
管
株
式
会
社
か
ら
受
注
す
る
船
舶
の
ブ
ロ
ッ
ク
塗
装
を
主
た
る
業
務

と
し
て
い
た
が
、
造
船
不
況
の
影
響
で
資
金
繰
り
が
悪
化
し
て
赤
字
経
営
と
な
っ
た
た
め
、
Ｙ�

会�

社�

及�

び�

Ａ�

の�

出
資
に
よ
り
、
昭
和
五

一
年
六
月
二
三
日
、
日
本
鋼
管
株
式
会
社
か
ら
の
受
注
会
社
と
し
て
乙�

会�

社�

（
品
川
装
備
）
が
設�

立�

さ
れ
、
Ａ�

が
代�

表�

取�

締�

役�

に
、
Ｂ�

が
取�

締�

役�

に
就
任
し
た
。
な
お
、
Ａ
の
子
で
あ
る
Ｃ�

は
、
Ｙ�

会�

社�

及
び
甲�

会�

社�

の
取�

締�

役�

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
信
用
金
庫
の
職
員
で
あ

っ
た
Ｄ�

は
昭
和
四
六
年
こ
ろ
か
ら
Ｙ
会
社
に
勤
務
し
て
経
理
を
担
当
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
乙
会
社
設
立
の
こ
ろ
か
ら
、
同
社
及
び
甲
会

社
の
経
理
責
任
者
と
な
り
、
昭
和
六
〇
年
五
月
、
右�

三�

社�

の
取�

締�

役�

に
就
任
し
た
。

（
７
）
同
。

（
８
）
前
記
注
（
４
）
参
照
。

（
９
）
前
記
注
（
５
）
参
照
。

（
１０
）
形
骸
第
三
規
準
（
ま
た
は
第
二
規
準
）
に
基
づ
く
、
機
能
の
同
異
の
判
断

本
文
で
は
、
形
骸
第
五
規
準
（
又
は
第
六
規
準
）
を
用
い
て
機
能
の
同
異
を
判
断
し
た
。
し
か
し
、
形�

骸�

第�

三�

規�

準�
（
ま
た
は
第�

二�

規�

準�

）

を
用
い
て
機
能
の
同
異
を
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
こ
こ
で
そ
れ
を
試
み
る
と
、
同
様
に
機
能
が
類
似
し
て
い
る
と
の
結
果
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
操
作
は
前
記
〔
事
例
一
二
六
〕
考
察
注
（
１１
）
で
お
こ
な
っ
た
と
こ
ろ
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す

る
。（〔
事
例
一
二
六
〕
考
察
注
（
１１
）
参
照
）。
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�

甲
会
社
は
昭
和
五
四
年
度
以
降
、
毎
期
欠
損
状
態
と
な
り
、
昭
和
五
九
年
末
の
累
積
欠
損
は
四
億
二
九
〇
〇
万
円
に
達
し
、
経

営
の
維
持
が
困
難
と
な
っ
た
た
め
、
業
務
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
甲
会
社
は
昭
和
六
一
年
四
月
一
一
日
、
商
号
を
丙�

会�

社�

（
品
川

産
業
）
に
変
更
し
、
定
款
の
目
的
に
不
動
産
の
売
買
、
賃
貸
及
び
管
理
を
追
加
し
、
Ｃ�

は
、
昭
和
六
二
年
二
月
六
日
、
丙
会
社
の
代�

表�

取�

締�

役�

に
就
任
し
た
。（‖

親
会
社
（
ま
た
は
親
会
社
及
び
親
会
社
代
表
取
締
役
）
の
全
額
出
資
＋
役
員
共
通→

機
関
不
機
能
と
親
会
社

に
よ
る
統
一
的
直
接
（
１
）

支
配
）

２

Ｄ
は
、
丙
会
社
、
乙
会
社
、
及
び
Ｙ
会
社
間
に
お
い
て
、
金
銭
消
費
貸
借
契
約
書
を
作
成
せ
ず
、
ま
た
取
締
役
会
の
承
認
も
経

ず
に
、
右�

三�

社�

全�

体�

の�

資�

金�

繰�

り�

を�

み�

て�

、
事�

業�

資�

金�

の�

融�

通�

を�

行�

っ
て
い
た
。
即
ち
、
例
え
ば
、

先
ず
、
①
Ｙ
会
社
は
、
昭
和
六
一
年
一
〇
月
三
一
日
、
丙
会
社
の
銀
行
口
座
に
四
〇
二
一
万
円
強
を
振
り
込
み
、
丙
会
社
は
右
金
員

を
Ｙ
会
社
か
ら
の
借
入
金
と
し
て
処
理
し
た
。
②
丙
会
社
は
、
同
日
、
乙
会
社
の
銀
行
口
座
に
三
五
一
四
万
円
強
を
振
り
込
み
、
乙
会

社
は
右
金
員
を
丙
会
社
か
ら
の
借
入
金
と
し
て
処
理
し
た
。
③
乙
会
社
は
、
同
日
、
右
借
入
金
を
Ｙ
会
社
に
対
す
る
債
務
の
弁
済
に
あ

て
、
こ
れ
に
よ
り
、
乙
会
社
の
昭
和
六
一
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
二
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
事
業
年
度
に
お
け
る
Ｙ
会
社
に
対
す
る

借
入
金
残
高
は
零
円
と
な
っ
た
。
④
他
方
、
乙
会
社
の
丙
会
社
か
ら
の
借
入
金
残
高
は
、
翌
事
業
年
度
末
に
は
六
一
九
〇
万
円
強
に
達

し
、
乙
会
社
は
、
丙
会
社
か
ら
、
昭
和
六
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
元
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
間
に
、
右
借
入
金
の
債
務
免
除
を
受
け

た
。

（＝

不
区
分
財
産
（
２
）

管
理
）

二

１

原
告
（
国
）
は
、
丙
会
社
に
対
し
て
、
昭
和
六
三
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
事
業
年
度
の
法
人
税
に

か
か
る
租�

税�

債�

権�

（
九
八
二
六
万
円
強
）
を
有
し
て
い
た
。

２

�

丙�

会�

社�

は
、
株
式
会
社
関
電
工
に
対
し
、
昭
和
六
二
年
一
月
九
日
、
本
件
不
動
産
（
土
地
建
物
）
を
代
金
一
〇
億
七
〇
一
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六
万
円
強
で
譲
渡
し
、
そ
の
譲
渡
代
金
か
ら
、
Ｙ�

会�

社�

に�

対�

し�

、
昭
和
六
二
年
一
月
一
九
日
、
借
入
金
の
弁�

済�

と
し
て
一
億
三
八
一
三

万
円
強
の
支
払
を
し
た
。

�

本
件
弁
済
を
な
す
に
つ
き
、
丙
会
社
と
Ｙ
に
は
、
通�

謀�

し
て
原
告
を
害
す
る
意
思
が
あ
っ
た
。

【
判
旨
】
丙
会
社
に
対
し
て
租
税
債
権
を
有
す
る
原
告
（
国
）
が
、
丙
会
社
が
被
告
Ｙ
会
社
に
対
し
て
し
た
弁
済
は
詐
害
行
為
に
該

当
す
る
と
し
て
、
Ｙ
会
社
に
対
し
、
国
税
通
則
法
四
二
条
、
民
法
四
二
四
条
に
基
づ
き
、
同
租
税
債
権
の
範
囲
に
お
い
て
、
弁
済
の
取

消
及
び
弁
済
に
よ
り
取
得
し
た
金
員
相
当
額
の
返
還
を
訴
求
し
た
。

裁
判
所
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
原
告
の
請
求
を
認
容
し
、
主
文
に
お
い
て
、
丙
会
社
か
ら
Ｙ
に
対
し
て
し
た
（
金
一
億
三
八
一
三

万
円
強
の
）
弁�

済�

を
、
同
租�

税�

債�

権�

(＝

金
九
八
二
六
万
円
強
）
の�

範�

囲�

で�

取�

消�

し
、
Ｙ
に
原
告
に
対
す
る
、
同�

租�

税�

債�

権�

と�

同�

額�

の�

支�

払�

を
命�

じ
た
。

１

本
件
租
税
債
権
が
被
保
全
債
権
に
な
る
か
否
か
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
さ
れ
た
。

「
詐�

害�

行�

為�

取�

消�

権�

の�

被�

保�

全�

債�

権�

は
、
原
則
と
し
て
詐
害
行
為
以
前
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
が
、
詐
害
行
為
当

時
未
だ
発
生
し
て
い
な
い
債
権
で
あ
っ
て
も
、
発
生
の
基
礎
と
な
る
法
律
関
係
や
事
実
が
発
生
し
、
債
権
の
発
生
が
高
度
の
蓋
然
性
を

も
っ
て
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
右
債
権
も
被
保
全
債
権
に
な
り
得
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

…
…
本
件
特
例
は
、
法
人
が
、
そ
の
有
す
る
資
産
を
譲
渡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
…
…
翌
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
同
日
以
後
一
年

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
内
に
資
産
を
取
得
す
る
見
込
み
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
取
得
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
当
該
取
得
を
し
た
資

産
を
当
該
法
人
の
事
業
の
用
に
供
す
る
見
込
み
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
を
し
た
資
産
の
譲
渡
に
係
る
対
価
の
額
の
う
ち
一
定
の
金

額
を
特
別
勘
定
と
し
て
経
理
し
た
場
合
に
限
り
、
そ
の
経
理
し
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
…
…
、
損
金
の
額
に
算
入
す
る
こ
と
と

し
、
所
定
の
期
間
内
に
買
換
資
産
を
取
得
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
特
別
勘
定
と
し
て
経
理
し
た
金
額
を
取
り
く
ず
し
、
…
…
、
益
金

の
額
に
算
入
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
租
税
債
権
は
、
丙
会
社
が
、
昭
和
六
二
年
度
に
一
旦
特
別
勘
定
と
し
て
経
理
し
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た
本
件
譲
渡
に
よ
る
固
定
資
産
売
却
益
の
一
部
を
本
件
譲
渡
の
翌
事
業
年
度
で
あ
る
昭
和
六
三
年
度
に
お
い
て
取
り
く
ず
し
、
益
金
に

算
入
し
た
結
果
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
右
特
別
勘
定
に
経
理
さ
れ
た
金
額
は
、
右
売
却
益
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
租

税
債
権
の
発
生
の
基
礎
と
な
る
法
律
関
係
は
、
本
件
弁
済
に
先
立
つ
本
件
譲
渡
時
に
発
生
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

…
…

…
…
丙
会
社
が
買
換
え
資
産
を
取
得
す
る
意
思
を
有
し
て
い
た
こ
と
自
体
疑
わ
し
い
し
、
仮
に
こ
れ
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
資

力
の
点
で
現
実
に
こ
れ
を
取
得
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
所
定
の
期
間
内
に
買
換
資
産
を
取
得
す
る
見
込
み
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
か
ら
、
本
件
租
税
債
権
は
、
本
件
弁
済
当
時
、
そ
の
発
生
が
高
度
の
蓋
然
性
を
以
て
見
込
ま
れ
て
い
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。…

…
以
上
か
ら
し
て
、
本�

件�

租�

税�

債�

権�

は
詐�

害�

行�

為�

取�

消�

権�

の�

被�

保�

全�

債�

権�

に�

な�

る�

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

２

丙
会
社
の
Ｙ
会
社
に
対
す
る
本
件
弁
済
が
詐
害
行
為
と
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
さ
れ
た
。

「
…
…
債
務
者
が
債
務
の
本
旨
に
従
っ
た
弁�

済�

を
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
特
定
の
債
権
者
と
通
謀
し
、
他
の
債
権
者
を
害
す
る
意
思

を
も
っ
て
弁
済
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
詐�

害�

行�

為�

に�

な�

る�

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

…
…

…
…
（
本
件
弁
済
に
関
し
）
丙
会
社
と
Ｙ
に
は
、
通
謀
し
て
原
告
を
害
す
る
意
思
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
…
…
る
。（
よ

っ
て
、
本�

件�

弁�

済�

は�

詐�

害�

行�

為�

に�

な�

る�

）」（
傍
点
及
び
丸
括
弧
内
は
著
者
追
加
）

（
１
）
本
事
例
考
察
、
�

事
実
関
係
の
類
似
性
、
参
照
。

（
２
）
同
。
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考
察以

下
、
本
事
例
に
お
け
る
債�

権
者
取
消
権
と
前
記
二
型
の
形�

骸
（
１
）

法
理
と
の
、
現�

実�

的�

機�

能�

の�

同�

異�

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
為
に
、

�

事
実
関
係
の
類
似
性

先
ず
、
本
事
例
の
事
実
関
係
と
前
記
二
型
の
形
骸
（
２
）

事
例
の
事
実
関
係
の
類
似
性
、
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

本
事
例
で
は
、
�
Ｙ�

会�

社�

は
丙
会
社
（＝

甲
会
社
）
の
全�

株�

式�

を�

有�

す�

る�

親�

会�

社�

で
あ
り
、
乙
会
社
は
、
Ｙ�

会�

社�

と�

Ｙ�

会�

社�

代�

表�

取�

締�

役�

Ａ�

の�

出�

資�

に
よ
り
設
立
さ
れ
た
会
社
で
あ
り
、
且
つ
Ｙ
会
社
、
丙
会
社
及
び
乙
会
社
の
代�

表�

取�

締�

役�

及
び
そ
の
他
の
役�

員�

の�

多�

く�

は
共�

通�

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
事
実
一
、
１
）、
か
ら
、
�
丙
会
社
及
び
乙
会
社
は
機�

関�

が�

機�

能�

せ�

ず�

、
Ｙ�

会�

社�

が�

直�

接�

的�

統�

一�

的�

に
支�

配�

す
る
会
社
で
あ
っ
た
、
と
推
測
す
る
余
地
が
あ
る
。
�
し
か
も
、
丙
会
社
、
Ｙ
会
社
及
び
乙
会
社
間
に
お
い
て
、
金
銭
貸
借
契

約
書
を
作
成
せ
ず
、
取
締
役
会
の
承
認
も
経
ず
に
、
同
三�

社�

全�

体�

の�

資�

金�

繰�

り�

を�

み�

て�

、
事�

業�

資�

金�

の�

融�

通�

が�

行�

わ�

れ�

て�

い�

た�

（
事
実

一
、
２
）
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
同
三
社
そ
れ
ぞ
れ
の
財
産
に
つ
い
て
分
別
管
理
が
な
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
ず
、
同
三
社
間
で
不�

区�

分�

財�

産�

管�

理�

が
存
し
た
と
推
測
す
る
余
地
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
推
測
す
る
場
合
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
は
、
形
骸
性
肯
定
重
要
事
実
で
あ
る
、
①
背
後
者
（＝

親
会
社
（
乙
会
社
に

つ
い
て
は
親
会
社
及
び
親
会
社
代
表
取
締
役
））の
全
額
出
資
、
②
機
関
不
機
能
と
、
背
後
者
（＝

親
会
社
）
の
直
接
的
統
一
的
支
配
、

及
び
③
背
後
者
（＝

親
会
社
）
と
会
社
（
及
び
関
連
会
社
）
間
の
不
区
分
財
産
管
理
、
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
形
骸

第
六
規
準
（
３
）

－

四
に
基
づ
き
、
本�

事�

例�

の�

事�

実�

関�

係�

は
、
前
記
二
型
の
形�

骸�

事�

例�

の�

事�

実�

関�

係�

に
（
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題

が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
程
度
に
）
類�

似�

す�

る�

、
と
推
測
す
る
余
地
が
あ
る
。

�

効
果
の
類
似
性

上
記
の
よ
う
に
、
本
事
例
の
事
実
関
係
が
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
の
事
実
関
係
に
類
似
す
る
と
推
測
す
る
場
合
、
丙�

会
社
は
形�

骸�

会�

社�

、
Ｙ�

会
社
は
そ
の
背�

後�

者�

と
解
さ
れ
、
前�

記�

二�

型�

の�

形�

骸�

法�

理�

を
適�

用�

す
る
こ
と
が
可�

能�

と
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
事
例
に
お
け
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る
債
権
者
取
消
権
の
機
能
と
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
機�

能�

の�

同�

異�

を�

判�

断�

す
る
た
め
に
、
形
骸
第
五
（
４
）

規
準
（
又
は
第
六
（
５
）

規
準
）
を
用

い
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
こ
で
、
同
規
準
を
用
い
て
機
能
の
同
異
を
判
断
す
る
場
合
、
次
に
、
本
事
例
に
お
い
て
債
権
者
取
消
権

の
実
現
し
た
効
果
と
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
を
適
用
す
る
場
合
に
実
現
す
る
効
果
と
の
同
異
が
問
題
と
な

る
。
と
こ
ろ
で
、

�

一
方
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
中
の
金�

銭�

債�

務�

伸�

張�

型�

形�

骸�

法�

理�

を
適
用
す
る
場
合
、「
原
告
（
国
）

は
、
丙
会
社
法
人
格
（
６
）

否
認
を
根
拠
に
、
丙
会
社
と
Ｙ
会
社
の
同
一
法
主
体
性
を
主
張
し
、
丙�

会�

社�

の�

租�

税�

債�

務�

を�

Ｙ�

会�

社�

に�

請�

求�

で�

き�

る�

」
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
即
ち
、「
Ｙ�

会�

社�

資�

産�

の
、
丙�

会�

社�

租�

税�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
で
あ
る
。

（
同
様
に
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
中
の
第�

三�

者�

異�

議�

の�

訴�

え�

請�

求�

棄�

却�

型�

形�

骸�

法�

理�

を
適
用
す
る
場
合
は
、「
先
ず
原
告
が
丙
会
社

に
対
す
る
債
務
名
義
を
得
た
上
で
、
そ
れ
に
基
づ
き
Ｙ
会
社
資
産
に
対
し
強
制
執
行
を
行
い
、
こ
れ
に
対
す
る
Ｙ�

会�

社�

の�

第�

三�

者�

異�

議�

の�

訴�

え�

に
お
い
て
、
丙
会
社
法
人
格
（
７
）

否
認
を
根
拠
に
、
Ｙ�

会�

社�

の�

第�

三�

者�

性�

が�

否�

定�

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
が
、
こ
の
本
質
も
同
様
に

「
Ｙ�

会�

社�

資�

産�

の
、
丙�

会�

社�

租�

税�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
捉
え
ら
れ
る
）

�

他
方
、
本
事
例
に
お
い
て
債�

権�

者�

取�

消�

権�

が
行
使
さ
れ
実
現
し
た
効
果
は
、「
丙
会
社
租
税
債
務
の
範
囲
で
の
丙�

会�

社�

の�

Ｙ�

会�

社�

に�

対�

す�

る�

弁�

済�

の�

取�

消�

、
お
よ
び
Ｙ�

会�

社�

の�

租�

税�

債�

務�

相�

当�

額�

の�

原�

告�

に�

対�

す�

る�

支�

払�

い�

（＝

原
告
が
支
払
を
受
け
た
金
員
の
丙
会

社
に
対
す
る
返
還
債
務
と
丙
会
社
の
租
税
債
務
と
の
相
殺
に
よ
る
、
原
告
の
丙
会
社
に
対
す
る
租�

税�

債�

権�

の�

満�

足�

）」
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
即
ち
「
丙
会
社
よ
り
Ｙ
会
社
に
弁
済
さ
れ
た
金
銭
の
範
囲
に
お
け
る
、
Ｙ�

会�

社�

資�

産�

の
、
丙�

会�

社�

租�

税�

債�

務�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
で
あ
る
。

�

従
っ
て
、
本
事
例
に
お
い
て
債
権
者
取
消
権
が
実
現
し
た
効�

果�

は
、
本
事
例
に
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
を
適
用
す
る
場
合
に
実

現
す
る
前
記
効
果
に
類�

似�

す
る
。

�

機
能
の
類
似
性
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上
記
し
た
と
こ
ろ
よ
り
、一
方
、本
事
例
に
お
け
る
事�

実�

関�

係�

と
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
に
お
け
る
事
実
関
係
に
類�

似�

性
が
み
ら
れ
、

他
方
、
本
事
例
に
お
い
て
債
権
者
取
消
権
が
実
現
し
た
効�

果�

は
、
本
事
例
に
お
い
て
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
を
適
用
す
る
場
合
に
実
現

す
る
効
果
と
類�

似�

す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
形
骸
第
五
（
８
）

規
準
（
ま
た
は
第
六
（
９
）

規
準
）
に
基
づ
き
、
本
事
例
に
お
い
て
、
債�

権�

者�

取�

消�

権�

が
前�

記�

二�

型�

の�

形�

骸�

法�

理�

と�

同�

一�

ま�

た�

は�

類�

似�

の�

機�

能�

・
役�

割�

を
果
た
し
て
い
る
（＝

前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
代
替
機
能

を
果
た
し
て
い
る
）
と
解
す
る
余
地
が
（
１０
）

あ
る
。

（
１
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
二
）」
成
城
法
学
第
二
十
六
号
三
二
〜
三
三
頁
参
照
。

（
２
）
〔
事
例
一
〕
〜
〔
事
例
三
二
〕（
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
二
）」
四
〇
〜
一
一

〇
頁
。

（
３
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
十
）」
成
城
法
学
第
六
十
一
号
一
五
一
頁
。

（
４
）
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
成
城
大
学
法
学
会
編
「
二
一
世
紀
を
展
望
す

る
法
学
と
政
治
学
―
―
成
城
学
園
八
〇
周
年
記
念
・
成
城
大
学
法
学
部
二
〇
周
年
記
念
」（
信
山
社
・
一
九
九
九
年
）六
一
〜
六
二
頁
参
照
。

（
５
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
三
）」
成
城
法
学
第
三
十
号
九
一
頁

注
（
９
）
参

照
。

（
６
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
八
）」
成
城
法
学
第
五
十
五
号
一
二
五
頁
以
下
、
Ｂ

効
果

法
人
格
否
認
、
参
照
。
な
お
、
本
稿
〔
事
例
一
二
五
〕
考
察
、
�

効
果
の
類
似
性
、
�
、
参
照
。

（
７
）
同
。

（
８
）
前
記
注
（
４
）
参
照
。

（
９
）
前
記
注
（
５
）
参
照
。

（
１０
）
形
骸
第
三
規
準
（
ま
た
は
第
二
規
準
）
に
基
づ
く
、
機
能
の
同
異
の
判
断

本
文
で
は
、
形
骸
第
五
規
準
（
又
は
第
六
規
準
）
を
用
い
て
機
能
の
同
異
を
判
断
し
た
。
し
か
し
、
形�

骸�

第�

三�

規�

準�
（
ま
た
は
第�

二�

規�

準�

）

を
用
い
て
機
能
の
同
異
を
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
こ
こ
で
そ
れ
を
試
み
る
と
、
同
様
に
機
能
が
類
似
し
て
い
る
と
の
結
果
と
な
っ
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Ｂ

否
認
権
事
例

こ
こ
で
は
、
否
認
権
が
問
題
と
さ
れ
た
多
く
の
判
決
（
以
下
、
否
認
権
事
例
と
い
う
）
を
検
討
し
、
否
認
権
が
前
記
二
型
の
形
骸
法

理
と
同
一
な
い
し
類
似
し
た
機
能
（
代
替
機
能
）
を
果
た
し
て
い
る
事
例
が
存
す
る
か
否
か
を
考
察
（
１
）

し
た
。
結
論
的
に
い
う
な
ら
ば
、

否
認
権
が
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
と
同
一
な
い
し
類
似
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
否
認
権
事
例
は
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

否
認
権
が
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
と
同
一
な
い
し
類
似
の
機
能
（
代
替
機
能
）
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
場
合
と
し
て
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
場
合
を
想
定
し
得
る
。
即
ち
、
例
え
ば
、
�
背�

後�

者�

に
お
い
て
破�

産�

手�

続�

が�

開�

始�

さ
れ
た
際
に
、
管
財
人
が
破�

産�

手�

続�

の�

開�

始�

さ�

れ�

な�

い�

形�

骸�

会�

社�

の
財�

産�

に
対
し
て
破
産
財
団
に
属
す
る
と
判
断
し
て
現
実
に
占�

有�

管�

理�

を�

開�

始�

し
、
こ
れ
に
対
し
て
形�

骸�

会�

社�

が

同
財
産
を
背
後
者
か
ら
譲
受
け
た
と
主
張
し
所
有
権
に
基
づ
く
取�

戻�

の�

訴�

え�

を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
管
財
人
が
同
譲
受
を
一
応
は
認
め

な
が
ら
抗�

弁�

と
し
て
、
否
認
権
を
用
い
て
同
譲
受
行
為
を
否�

認�

す
る
（＝

否
認
の
意
思
表
示
を
行
い
且
つ
そ
の
旨
の
主
張
・
援
用
を
す

る
）と
い
う
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
�
同
破
産
手
続
に
お
い
て
、
管
財
人
が
形�

骸�

会�

社�

の�

背�

後�

者�

か�

ら�

の�

譲�

受�

財�

産�

に
つ
い
て
、

破
産
財
団
に
属
す
る
と
し
て
同
財
産
の
返�

還�

を�

訴�

求�

す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
攻�

撃�

方�

法�

と
し
て
、
形
骸
会
社
の
財
産
譲
受
を
否�

認�

す
る

と
い
う
よ
う
な
場
合
も
想
定
し
え
る
。
こ
れ
ら
の
想
定
例
に
お
い
て
は
、
否
認
権
は
「
形�

骸�

会�

社�

資�

産�

の
一
部
（＝

背
後
者
か
ら
譲
り

受
け
た
資
産
）
の
背
後
者
債
権
者
の
た
め
の
責
任
財
産
化
」
を
実
現
し
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
効
果
た
る
「
形
骸
会
社
及
び
背
後

者
（
ま
た
は
関
連
形
骸
会
社
）
双�

方�

の�

資�

産�

の
双
方
の
全
金
銭
債
権
者
の
た
め
の
共
同
責
任
財
（
２
）

産
化
」（＝

換
言
す
れ
ば
「
関
連
形
骸

諸
会
社
及
び
背
後
者
（
親
会
社
を
含
む
）
各
法
主
体
の
資
産
の
、
同
法
主
体
全
員
の
全
金
銭
債
権
者
各
々
の
た
め
の
、
共
同
責
任
財
産

た
。
し
か
し
、
そ
の
操
作
は
前
記
〔
事
例
一
二
六
〕
考
察
注
（
１１
）
で
お
こ
な
っ
た
と
こ
ろ
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す

る
。（〔
事
例
一
二
六
〕
考
察
注
（
１１
）
参
照
）。
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（
３
）

化
」
）
の
一�

翼�

を
担
う
も
の
と
し
て
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
機
能
の
一�

翼�

を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

現
実
の
否
認
権
事
例
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

即
ち
、
多
く
の
否
認
権
事
例
を
検
討
し
た
結
果
、
①
先
ず
、
殆
ど
の
否
認
権
事
例
は
、
形
骸
性
肯
定
重
要
事
実
及
び
形
骸
性
否
定
重

要
事
実
に
着
目
し
て
、
修
正
形
骸
第
六
規
準
、
形
骸
第
六
規
準
―
二
、
形
骸
第
六
規
準
―
三
、
及
び
形
骸
第
六
規
準
（
４
）

－

四
を
用
い
て
考

察
し
た
結
果
、事�

実�

関�

係�

が
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
の
事
実
関
係
と
は
類
似
せ
ず
、し
た
が
っ
て
同
否
認
権
事
例
に
お
け
る
否
認
権
は
、

前
記
二
型
の
形
骸
法
理
と
機
能
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
形
骸
第
二
（
５
）

規
準
参
照
）。
②
ま
れ
に
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
の
事
実
関

係
と
類
似
し
て
い
る
事
実
関
係
の
存
す
る
否
認
権
事
例
が
み
つ
か
っ
て
も
、
同
事
例
に
お
い
て
否
認
権
行
使
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
効�

果�

か
ら
み
て
、
否
認
権
が
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
と
同
一
な
い
し
類
似
し
た
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
は
困
難
な
事
例
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
（
形
骸
第
四
（
６
）

規
準
参
照
）。

そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
、
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
に
お
け
る
事
実
関
係
と
類
似
す
る
事
実
関
係
が
存
し
、
従
っ
て
前
記
二
型
の
形

骸
法
理
の
担
当
問
題
が
存
す
る
よ
う
に
見
え
る
ま
れ
な
否
認
権
事
例
で
あ
る
が
、
否
認
権
の
実
現
し
た
効
果
か
ら
み
て
、
否
認
権
が
前

記
二
型
の
形
骸
法
理
と
同
一
な
い
し
類
似
し
た
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
は
困
難
な
事
例
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
。

（
１
）
検
討
判
決
は
、
否
認
権
と
い
う
言
葉
に
、
諸
判
決
に
お
い
て
形
骸
性
肯
定
重
要
事
実
を
示
す
為
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
言
葉
を

加
え
た
も
の
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
、
判
例
検
索
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
「
判
例M

A
ST

E
R

（
新
日
本
法
規
株
式
会
社
・
二
〇
〇
六
後
期
）」
を

用
い
て
検
索
さ
れ
た
一
二
六
事
例
で
あ
る
。
即
ち
、
同
判
例M

A
ST

E
R

を
用
い
て
、
昭
和
二
二
年
九
月
十
五
日
〜
平
成
十
八
年
四
月
二
五

日
の
否
認
権
判
決
を
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「
否�

認�

権�

and

会�

社�

」
と
し
て
検
索
し
た
も
の
一
二
四
件
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「
否
認
権and

法�

人�

」

と
し
て
検
索
し
た
も
の
二
事
例
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「
否
認
権and

法�

人�

格�

」
と
し
て
検
索
し
た
も
の
二
事
例
（
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「
否
認
権and

会
社and

法
人
格
」
と
し
て
検
索
し
た
も
の
は
二
事
例
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「
否
認
権and

法�

人�

格�

」
と
し
て
検
索
し

た
も
の
二
事
例
と
同
一
事
例
で
あ
っ
た
）、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
「
否
認
権and

子�

会�

社�

」
と
し
て
検
索
し
た
も
の
三
事
例
、「
否
認
権and

（
株�
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主�

総�

会�

or

取�

締�

役�

会�

）」、と
し
て
検
索
し
た
も
の
二
事
例
、
合
計
（
重
複
し
た
も
の
を
除
い
て
）
一
二
六
事
例
で
あ
る
。（
な
お
、
キ
ー
ワ

ー
ド
を
そ
れ
ぞ
れ
「
否
認
権and

形�

骸�

」、「
否
認
権and

法�

人�

格�

and

形�

骸�

」、「
否
認
権and

混�

同�

」、「
否
認
権and

財�

産�

and

混�

同�

」、

「
否
認
権and

業�

務�

and

混�

同�

」、「
否
認
権and

支�

配�

」、「
否
認
権and

一�

人�

and

会�

社�

」、「
否
認
権and

全�

額�

出�

資�

」、「
否
認
権and

完�

全�

and

子�

会�

社�

」、「
否
認
権and

百�

パ�

ー�

セ�

ン�

ト�

and

子�

会�

社�

」、「
否
認
権and

株�

式�

and

所�

有�

」、「
否
認
権and

（
代�

表�

取�

締�

役�

or

取�

締�

役�

or

役�

員�

）and

（
兼�

任�

or

共�

通�

or

同�

一�

）」、
と
し
て
検
索
し
た
結
果
は
、
い
ず
れ
も
検
索
事
例
が
〇
件
で
、
そ
の
よ
う
な
キ
ー
ワ

ー
ド
に
該
当
す
る
事
例
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
）

検
討
の
仕
方
は
、
判
例M

A
ST

E
R

に
現
れ
た
記
述
（
判
決
要
旨
の
み
の
場
合
と
、
判
決
全
文
の
場
合
が
あ
る
）
を
先
ず
検
討
し
た
。
こ

の
場
合
、
判
決
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
判
決
全
文
を
検
討
し
た
。
判
決
要
旨
の
み
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
判
決

要
旨
の
記
述
か
ら
判
断
し
て
、
否
認
権
行
使
が
認
め
ら
れ
且
つ
事
実
関
係
の
類
似
性
等
か
ら
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
と
機
能
が
類
似
し
て
い

る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
た
も
の
の
み
、
諸
判
例
・
裁
判
例
集
に
よ
り
判
決
全
文
を
検
討
し
、
残
り
の
も
の
に
つ
い
て
は
判
決
要
旨
の
み
の
検

討
に
留
め
た
（
例
え
ば
、
否
認
権
行
使
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
は
、
否
認
権
が
機
能
し
な
か
っ
た
事
例
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
上
の
考

察
を
省
い
た
）。

（
２
）
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
二
）」
成
城
法
学
第
二
十
六
号
一
一
三
頁
、
２
、
法
律
効

果
の
本
質
的
同
一
性
、
以
下
、
参
照
。

（
３
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
九
）」
成
城
法
学
第
五
十
八
号
八
三
頁
�
、
八
六
頁

注
（
９
）
参
照
。

（
４
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
十
）」
成
城
法
学
第
六
十
一
号
一
四
五
頁
注
（
９
）

（
１０
）、
一
五
〇
頁
、
６

事
実
関
係
の
類
似
性
判
断
の
た
め
の
新
規
準
、
参
照
。
な
お
、
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法

に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
成
城
大
学
法
学
会
編
「
二
一
世
紀
を
展
望
す
る
法
学
と
政
治
学
―
―
成
城
学
園
八
〇
周
年
記
念
・

成
城
大
学
法
学
部
二
〇
周
年
記
念
」（
信
山
社
・
一
九
九
九
年
）
六
三
頁
、
�

事
実
関
係
の
類
似
性
の
判
断
規
準
、
参
照
。

（
５
）
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
五
五
〜
五
六
頁
参
照
。

（
６
）
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
五
八
〜
五
九
頁
参
照
。
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〔
事
例
一
三
〇
〕
東
京
地
裁
平
成
六
年
（
ワ
）
九
二
六
一
号
、
平
成
七
年
五
月
二
九
日
判
決
（
判
例
時
報
一
五
五
五
号
八
九
頁
、

判
例
タ
イ
ム
ズ
八
九
二
号
二
六
六
頁
）

【
事
実
】
一

１

破�

産�

者�

（
個�

人�

）
は
、
昭
和
六
〇
年
三
月
、
教
育
用
カ
セ
ッ
ト
用
の
ダ
ビ
ン
グ
加
工
販
売
を
業
と
す
る
乙�

山�

（
当

時
の
商
号
・
丙
川
株
式
会
社
）
を
設�

立�

し
、
同
社
の
代�

表�

取�

締�

役�

に
就
任
し
た
。
乙
山
は
資�

本�

金�

一�

〇�

〇�

〇�

万�

円�

、
従�

業�

員�

一�

七�

名�

、

株�

式�

の�

譲�

渡�

に�

は�

取�

締�

役�

会�

の�

承�

認�

が�

必�

要�

と
の
定
め
が
あ
る
会
社
で
あ
る
。

２

破�

産�

者�

は
、
乙�

山�

に�

担�

保�

と�

な�

る�

資�

産�

が�

な�

か�

っ�

た�

た�

め�

、
自�

己�

の�

所�

有�

す�

る�

不�

動�

産�

や�

ゴ�

ル�

フ�

会�

員�

権�

を�

担�

保�

に�

（
会�

社�

又�

は�

個�

人�

と�

し�

て�

）
借�

入�

を�

し�

て�

、
会�

社�

の�

運�

営�

資�

金�

に�

あ�

て�

て�

い�

た�

ほ�

か�

、
会�

社�

と�

し�

て�

の�

借�

入�

分�

の�

連�

帯�

保�

証�

人�

に�

な�

っ�

て�

い�

た�

。

こ
こ
か
ら
「
乙
山
は
破�

産�

者�

の�

個�

人�

会�

社�

と�

い�

う�

べ�

き�

会�

社�

で
あ
り
、
破
産
者
は
、
自
己
の
個
人
資
産
を
す
べ
て
乙
山
の
た
め
に
提

供
し
て
、
そ
の
資
金
を
調
達
し
て
い
た
」
と
事
実
認
定
さ
れ
た
。

（‖

機
関
不
機
能
と
背
後
者
の
代
表
機
関
と
し
て
の
意
の
ま
ま
の
会
社
支
配
、
背
後
者
と
会
社
間
の
不
区
分
財

産
（
１
）

管
理
）

二

１

被
告
（＝

金
融
業
者
）
は
、
破
産
者
と
の
間
で
ゴ�

ル�

フ�

会�

員�

権�

の�

譲�

渡�

担�

保�

契�

約�

を
行
い
ゴ
ル
フ
会
員
権
の
譲
渡
を
受
け
、

破
産
者
か
ら
予
め
交
付
を
受
け
て
い
た
債
権
譲
渡
通
知
書
を
内
容
証
明
郵
便
に
よ
り
発
（
２
）

送
し
、
破
産
者
（
譲
渡
人
）
に
代
わ
（
３
）

っ
て
、
平�

成�

六�

年�

一�

月�

三�

一�

日�

か�

ら�

同�

年�

二�

月�

二�

日�

に�

か�

け�

て�

同
譲
渡
担
保
契
約
の
対
抗
要
件
で
あ
る
通�

知�

（＝

当
該
各
ゴ
ル
フ
場
経
営
会
社
に

対
す
る
、
確
定
日
付
け
の
あ
る
書
面
に
よ
る
通
知
）
を
し
た
。

２

乙
山
の
経
営
破
綻
に
伴
い
、
破
産
者
も
平
成
六
年
一
月
一
一
日
に
は
支
払
い
不
能
の
状
態
に
陥
り
、
破
産
者
は
、
債
権
者
の
追

求
を
避
け
る
た
め
行
方
を
隠
し
、
平�

成�

六�

年�

一�

月�

三�

一�

日�

に
は
乙
山
の
事
務
所
を
閉
鎖
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
、
破�

産�

者�

は
、
遅
く
と

も
同
日
ま�

で�

に�

、
債
務
の
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
黙
示
的
に
外
部
に
表
示
し
、
支�

払�

を�

停�

止�

し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
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あ
る
、
と
さ
れ
、
被
告
は
、
同
日
に
は
右
状
態
を
覚
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
被�

告�

は
、
本
件
各
通�

知�

を�

行�

っ�

た�

際�

、
破
産
者
の

黙
示
の
支�

払�

停�

止�

の�

事�

実�

に�

つ�

い�

て�

悪�

意�

で
あ
っ
た
と
推
認
さ
れ
た
。

３
（
乙
山
に
つ
い
て
平
成
六
年
一
月
二
〇
日
に
破
産
宣
告
が
な
さ
れ
）
破�

産�

者�

に
つ
い
て
平�

成�

六�

年�

二�

月�

八�

日�

、
破�

産�

宣�

告�

が
な

さ
れ
た
。

原
告
（＝
乙
山
及
び
破
産
者
の
破
産
管
財
人
）
は
、
平�

成�

六�

年�

六�

月�

一�

日�

送�

達�

の�

訴�

状�

に
よ
り
、
旧
破
産
法
（
大
正
一
一
・
四
・

二
五
、
法
七
一
））七
二
条
二
号
、
七
四
条
に
基
づ
き
、
被
告
に
よ
る
本
件
各
会
員
権
に
つ
い
て
の
「
対
抗
要
件
取
得
を
否�

認�

す
る
旨
の

意
思
表
示
」（＝

対
抗
要
件
で
あ
る
通
知
を
否
認
す
る
旨
の
意
思
表
示
）
を
し
た
。

【
判
旨
】
原
告
（
破
産
管
財
人
）
は
、
ゴ
ル
フ
会
員
権
証
書
及
び
そ
の
付
属
書
類
の
引
渡
し
を
訴
求
。
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
論

じ
て
、
主
文
に
お
い
て
、
被
告
に
、
原
告
に
対
す
る
ゴ�

ル�

フ�

会�

員�

権�

証�

書�

及
び
そ
の
付�

属�

書�

類�

の�

引�

渡�

し�

を
命
じ
た
。

「（
一
）
い
わ
ゆ
る
預�

託�

金�

会�

員�

組�

織�

の�

ゴ�

ル�

フ�

会�

員�

権�

は
、
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
定
款
そ
の
他
の
規
則
に
お
い
て
譲
渡
で
き
る
と
定
め
ら

れ
て
い
る
場
合
、
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
承
認
を
条
件
と
し
て
、
会
員
が
入
会
に
際
し
て
ゴ
ル
フ
場
を
経
営
す
る
会
社
に
預
託
し
た
入
会
保

証
金
若
し
く
は
預
託
金
の
返
還
請
求
権
と
と
も
に
譲�

渡�

す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
対�

抗�

要�

件�

は�

、
民�

法�

所�

定�

の�

指�

名�

債�

権�

譲�

渡�

の�

場�

合�

と�

同�

様�

の�

方�

法�

に
よ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
債
務
を
担
保
す
る
た
め
右
会
員
権
を
譲
渡
し
た
場
合
も
、
同
様
に
解
す
べ
き
も
の

で
あ
る
（
最
高
裁
昭
和
五
〇
年
七
月
二
五
日
第
三
小
法
廷
判
決
・
民
集
二
九
巻
六
号
一
一
四
七
頁
参
照
。
な
お
、
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ

れ
ば
、
本
件
各
会
員
権
も
右
預
託
金
会
員
組
織
の
ゴ
ル
フ
会
員
権
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
）。
被
告
が
、
平
成
六
年
一
月
三
一
日
、

東
ノ
宮
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
を
経
営
す
る
東
宮
開
発
株
式
会
社
に
対
し
、
同
年
二
月
二
日
、
諏
訪
レ
イ
ク
ヒ
ル
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
を

経
営
す
る
株
式
会
社
グ
リ
ー
ン
ラ
イ
フ
及
び
バ
ー
ク
レ
イ
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
を
経
営
す
る
サ
ン
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
に
対
し
、
確�

定�

日�

付�

の�

あ�

る�

書�

面�

に�

よ�

り�

通�

知�

を
し
た
こ
と
は
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
と
こ
ろ
、
法
七
四
条
一
項
は
、
支
払
の
停
止
ま
た
は
破
産
の

申
立
が
あ
っ
た
の
ち
に
対�

抗�

要�

件�

を�

充�

足�

す�

る�

行�

為�

が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
が
権
利
の
設
定
、
移
転
ま
た
は
変
更
の
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あ
っ
た
日
か
ら
一�

五�

日�

を�

経�

過�

し�

た�

の�

ち�

に
悪�

意�

で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
否�

認�

す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
定
め
る

が
、
右
一�

五�

日�

の�

期�

間�

は
、
権
利
移
転
の
原
因
た
る
行
為
が
な
さ
れ
た
日
か
ら
で
は
な
く
、
当
事
者
間
に
お
け
る
権�

利�

移�

転�

の�

効�

果�

を�

生�

じ�

た�

日�

か�

ら�

起�

算�

す�

べ�

き�

も�

の�

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
（
最
高
裁
昭
和
四
八
年
四
月
六
日
第
二
小
法
廷
判
決
・
民
集
二
七
巻
三

号
四
八
三
頁
）。

（
二
）
…
…

…
…
本
件
譲
渡
担
保
契
約
に
お
い
て
は
、
譲
渡
担
保
契
約
締
結
時
、
す
な
わ
ち
権
利
移
転
の
原
因
た
る
行
為
と
同
時
に
、
権
利
移
転

の
効
果
が
生
じ
…
…
る
旨
、
…
…
を
定
め
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

…
…

し
た
が
っ
て
、
本�

件�

会�

員�

権�

の�

権�

利�

移�

転�

の�

効�

果�

は
、
東
ノ
宮
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
が
昭�

和�

六�

三�

年�

九
月
二
八
日
、
諏
訪
レ
イ
ク
ヒ

ル
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
及
び
バ
ー
ク
レ
イ
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
が
平�

成�

四�

年�

三
月
三
一
日
に
生
じ
、
そ
の
対�

抗�

要�

件�

は
い
ず
れ
も
平�

成�

六�

年�

一�

月�

三�

一�

日�

か�

ら�

同�

年�

二�

月�

二�

日�

こ�

ろ�

に
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、〔
対�

抗�

要�

件�

充�

足�

行�

為�

た�

る�

各�

通�

知�

は
、
本
件
会
員

権
の
権�

利�

移�

転�

の�

効�

果�

を�

生�

じ�

た�

日�

か�

ら�

起�

算�

し�

て�

一�

五�

日�

を�

経�

過�

し�

た�

の�

ち�

に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
、
破
産
者
は
遅
く
と

も
平
成
六
年
一
月
三
一
日
ま
で
に
支
払
を
停
止
し
、
同�

各�

通�

知�

は
、
支�

払�

停�

止�

後�

、
支
払
停
止
の
事
実
に
つ
い
て
悪�

意�

で
な
さ
れ
た
の

で
あ
る
か
ら
（
事
実
二
、
２
）、
同�

各�

通�

知�

は�

、
原
告
の
否�

認�

に�

よ�

り�

効�

力�

を�

失�

い�

…
括
弧
内
著
者
追
加
〕、
被
告
は
、
本�

件�

会�

員�

権�

の�

譲�

渡
を
も
っ
て
原
告
に
対�

抗�

す�

る�

こ�

と�

が�

で�

き�

な�

い�

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
本
件
証
書
等
は
、
本
件
各
会
員
権
の
債
権
証
書
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
で
あ
り
、
債
権
証
書
の
所
有
権
は
債
権
者
に
帰

属
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
破
産
者
に
対
す
る
前
示
破
産
宣
告
に
よ
り
、
破
産
財
団
に
帰
属
す
る
に
至
っ
た
と
こ
ろ
、
被
告
は
、
本

件
各
会
員
権
の
譲
渡
を
も
っ
て
破
産
管
理
人
で
あ
る
原
告
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
と
の
関
係
で
は
、
債

権
を
有
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
権
証
書
を
占
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
被�

告�

は�

原�

告�

に�

対�

し�

、
本�

件�

証�

書�

等�
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を�

引�

き�

渡�

す�

べ�

き�

も�

の�

と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
傍
点
は
著
者
追
加
）」

考
察�

事
実
関
係
の
類
似
性

本
事
例
に
お
い
て
、
会
社
乙
山
は
、
破
産
者
が
設�

立�

し
且
つ
代�

表�

取�

締�

役�

に
就
任
し
た
小�

規�

模�

閉�

鎖�

会�

社�

で
あ
り
、
担
保
と
な
る
資

産
が
な
い
た
め
破
産
者
の
資
産
を
担
保
に
し
且
つ
破
産
者
が
連
帯
保
証
人
と
な
っ
て
借
入
れ
た
資
金
を
運�

転�

資�

金�

に
し
て
お
り
、
破�

産�

者�

が�

い�

な�

け�

れ�

ば�

運�

転�

資�

金�

を�

取�

得�

す�

る�

こ�

と�

は�

不�

可�

能�

で�

あ�

っ�

た�

（＝

破
産
者
は
乙
山
の
命
運
を
握
っ
て
い
た
）
の
で
あ
り
、
こ
こ

か
ら
さ
ら
に
、
乙
山
は
破�

産�

者�

の�

個�

人�

会�

社�

と
い
う
べ
き
会
社
で
あ
っ
た
と
認
定
さ
れ
て
い
る（
事
実
一
、
１
、
２
）。
し
た
が
っ
て
、

乙
山
は
、
機�

関�

が�

機�

能�

せ�

ず�

、
破
産
者
（＝

資
金
提
供
者
た
る
代
表
取
締
役
）
に
よ
り
意�

の�

ま�

ま�

に�

支�

配�

さ
れ
る
会
社
で
あ
り
、
乙
山

と
破
産
者
間
で
不�

区�

分�

財�

産�

管�

理�

が
存
し
た
と
推
測
す
る
余
地
が
あ
る
。（
破
産
者
が
自
己
の
個
人
資
産
を
す
べ
て
乙
山
の
た
め
に
提

供
し
て
、
そ
の
資
金
を
調
達
し
て
い
た
と
い
う
側
面
か
ら
は
、
破
産
者
の
資
産
の
乙
山
の
た
め
の
一
方
的
利
用
（＝

資
産
の
一
方
的
収

奪
）
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
乙
山
は
破
産
者
の
個
人
会
社
と
い
う
べ
き
会
社
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
逆
に
乙
山
の
資
産

を
破
産
者
の
た
め
に
利
用
す
る
側
面
も
あ
っ
た
と
推
測
し
、
乙
山
と
破
産
者
の
財
産
管
理
は
不
区
分
財
産
管
理
で
あ
っ
た
と
解
す
る
余

（
１
）
後
述
、
考
察
、
�

事
実
関
係
の
類
似
性
、
参
照

（
２
）
判
例
時
報
一
五
五
五
号
九
〇
頁
参
照
。

（
３
）
明
確
な
事
実
認
定
は
な
い
が
、
被
告
の
通
知
は
、
破
産
者
の
授
権
に
基
づ
き
、
破
産
者
に
代
わ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
何
故

な
ら
ば
、
対
抗
要
件
た
る
通
知
は
債
権
の
譲
渡
人
が
な
す
べ
き
も
の
で
あ
り
（
民
法
四
六
七
条
）、
ま
た
本
件
譲
渡
担
保
契
約
に
お
い
て
破

産
者
は
被
告
に
対
し
、
予
め
会
員
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
具
備
の
た
め
の
書
類
を
交
付
し
、
か
つ
、
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
承
認
を
得
る
た
め
の
手

続
に
協
力
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
旨
定
め
て
い
た
旨
、
認
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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地
が
あ
る
）。

こ
の
よ
う
に
推
測
す
る
場
合
、
本
事
例
の
事
実
関
係
に
は
、
形
骸
性
肯
定
重
要
事
実
で
あ
る
機
関
不
機
能
と
背
後
者
の
（
代
表
機
関

等
と
し
て
の
）
意
の
ま
ま
の
支
配
及
び
不
区
分
財
産
管
理
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
形
骸
第
六
規
準
（
１
）

－

四
を
用
い
て
、

本
事
例
の
事�

実�

関�

係�

は
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
の
事
実
関
係
と
（
解
決
さ
れ
る
べ
き
同
一
問
題＝

前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
担
当
問

題
、
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
程
度
に
）
類�

似�

し
て
い
る
、
と
推
測
す
る
余
地
が
あ
る
。

�

効
果
の
類
似
性

そ
こ
で
、
本
事
例
の
事
実
関
係
は
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
の
事
実
関
係
と
類
似
し
て
い
る
と
推
測
す
る
と
き
、
形
骸
第
三
規
準
・
形

骸
第
四
規
準
（
又
は
第
二
規
準
・
第
三
規
準
）
（
２
）

を
用
（
３
）

い
て
本
事
例
に
お
け
る
否
認
権
の
機
能
と
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
機
能
の
同
異

を
判
断
す
る
為
に
、
次
に
、
本
事
例
に
お
い
て
否
認
権
の
実
現
し
た
効
果
と
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
が
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
に
お
い

て
実
現
し
た
効
果
と
の
同
異
が
問
題
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、

�

一
方
、
前�

記�

二�

型�

の�

形�

骸�

法�

理�

の
前�

記�

二�

型�

の�

形�

骸�

事�

例�

に�

お�

け�

る�

実
現
効�

果�

は
、「
形
骸
会
社
法
人
格
の
否
認
を
通
し
て
の
、

形
骸
会
社
と
背
後
者
（
親
会
社
を
含
む
）
ま
た
は
関
連
形
骸
会
社
と
の
間
に
お
け
る
、
①
金
銭
債
務
の
伸
張
、
ま
た
は
②
金
銭
執
行
の

際
の
第
三
者
異
議
の
訴
え
に
お
け
る
第
三
者
性
の
否
定
」
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
「
形�

骸�

会�

社�

お
よ
び
背�

後�

者�

（
ま
た
は
関�

連�

形�

骸�

会�

社�

）
双�

方�

の�

資�

産�

の
、
双�

方�

の�

全�

金�

銭�

債�

権�

者�

各�

�々

の�

為�

の�

、
共�

同�

責�

任�

財�

産�

化�

」（＝

換
言
す
れ
ば
「
関
連
形
骸
諸
会
社
及
び
背
後

者
（
親
会
社
を
含
む
）
各
法
主
体
の
資
産
の
、
同
法
主
体
全
員
の
全
金
銭
債
権
者
各
々
の
た
め
の
、
共
同
責
任
財
産
化
」）
と
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
既
述
の
と
お
り
で
（
４
）

あ
る
。

�

他
方
、
本�

事�

例�

に
お
い
て
否�

認�

権�

行�

使�

に
よ
り
実
現
さ
れ
た
効�

果�

は
、「
破
産
者
（
背
後
者
）・
被
告
間
の
ゴ
ル
フ
会
員
権
譲
渡

の
対�

抗�

要�

件�

た�

る�

通�

知�

の�

失�

効�

と
、
同
会
員
権
の
証
書
及
び
そ
の
付
属
書
類
の
被
告
か
ら
破
産
管
財
人
へ
の
引�

渡�

し�

」
で
あ
り
、
こ
れ

は
即
ち
「
破
産
者
か
ら
被
告
に
譲
渡
さ
れ
た
ゴ
ル
フ
会
員
権
（＝

被�

告�

の�

資�

産�

の
一�

部�

）
の
、
破
産
者
（＝

背�

後�

者�

）
の
債�

権�

者�

の
た
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め
の
再�

責�

任�

財�

産�

化�

」で
あ
る
。
こ
こ
で
被
告
は
形
骸
会
社
で
も
関
連
形
骸
会
社
で
も
な
い
か
ら
、
こ
の
効
果
は
、
本
質
的
に
み
て
も
、

「
形
骸
会
社
お
よ
び
背
後
者
（
ま
た
は
関
連
形
骸
会
社
）
双
方
の
資
産
の
、
双
方
の
全
金
銭
債
権
者
各
々
の
為
の
、
共
同
責
任
財
産
化

（
又
は
少
な
く
と
も
、
そ
の
一
環
）」と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
効
果
は
、
本�

質�

的�

に�

み�

て�

も�

上�

記�

形�

骸�

法�

理�

の�

実�

現�

効�

果�

と�

同�

一�

又�

は�

類�

似�

の�

も�

の�

と�

捉�

え�

る�

こ�

と�

は�

で�

き�

な�

い�

。

そ
れ
で
は
、
上�

記�

形�

骸�

法�

理�

の�

担�

当�

問�

題�

に�

対�

す�

る�

、
上�

記�

形�

骸�

法�

理�

の�

解�

答�

と�

は�

異�

な�

る�

別�

の�

解�

答�

と
言
え
る
か
と
い
う
と
（
形

骸
第
四
（
５
）

規
準
参
照
）、
そ
の
よ
う
に
理�

解�

す�

る�

こ�

と�

も�

困�

難�

で
あ
る
。
私
は
、
か
ね
て
か
ら
、
上
記
形
骸
法
理
の
担
当
問
題
を
、
仮
説

的
に
「
不
区
分
財
産
管
理
に
よ
る
債
権
者
の
た
め
の
責
任
財
産
の
合
理
性
の
破
壊
、
か
ら
債
権
者
を
い
か
に
し
て
保
護
す
べ
き
か
」
と

い
う
問
題
と
解
し
て
い
（
６
）

る
が
、
そ
の
よ
う
に
解
し
て
み
て
も
、
本
事
例
に
お
い
て
否
認
権
の
実
現
し
た
効
果
を
、
同
問
題
を
上
記
形
骸

法
理
と
は
別
の
仕
方
で
解
決
す
る
も
の
（
同
問
題
に
対
す
る
、
上
記
形
骸
法
理
の
解
答
と
は
別
の
解
答
）
と
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で

（
７
）

あ
る
。
即
ち
、
本
事
例
に
お
い
て
否�

認�

権�

の�

実�

現�

し�

た�

効�

果�

は
、
上�

記�

形�

骸�

法�

理�

の�

担�

当�

問�

題�

と�

は�

異�

な�

る�

問�

題�

を�

解�

決�

す�

る�

た�

め�

の�

解�

答�

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

�

機
能
の
類
似
性

以
上
よ
り
、
①
一
方
、
本
事
例
の
事�

実�

関�

係�

は
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
の
事
実
関
係
と
（
解
決
さ
れ
る
べ
き
同
一
問
題＝

前
記
二
型

の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題
、
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
程
度
に
）
類
似
し
て
い
る
、
と
推
測
す
る
余
地
が
あ
る
。
②
し
か
し
、
他
方
、

本
事
例
に
お
い
て
否
認
権
行
使
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
効�

果�

は
、
本
質
的
に
み
て
も
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
実
現
効
果
と
同
一
な
い

し
類
似
の
も
の
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題
に
対
す
る
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
解
答

と
は
異
な
る
解
答
と
理
解
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
即
ち
、
本
事
例
に
お
い
て
否
認
権
の
実
現
し
た
効
果
は
、
前
記
二
型
の
形
骸
法

理
の
担
当
問
題
と
は
異
な
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
解
答
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
形
骸
第
四
（
８
）

規
準
を
も
ち
い
て
、
本
事
例
に
お
け
る
否�

認�

権�

は
、
前�

記�

二�

型�

の�

形�

骸�

法�

理�

と�

は�

担�

当�

問�

題�

・
機�

能�

を�

異�
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に�

す�

る�

、
と
結
論
さ
れ
る
こ
と
（
９
）（
１０
）

に
な
る
。

（
１
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
十
）」
成
城
法
学
第
六
十
一
号
一
五
一
頁
。

（
２
）
形
骸
第
三
規
準
・
形
骸
第
四
規
準
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―

―
」
成
城
大
学
法
学
会
編
「
二
一
世
紀
を
展
望
す
る
法
学
と
政
治
学
―
―
成
城
学
園
八
〇
周
年
記
念
・
成
城
大
学
法
学
部
二
〇
周
年
記
念
」

信
山
社
・
一
九
九
九
年
）
五
七
〜
五
九
頁
参
照
。
第
二
規
準
・
第
三
規
準
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理

に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
三
）」
成
城
法
学
第
三
十
号
四
五
頁
参
照
。

（
３
）
本
事
例
に
お
い
て
、
原
告
（
破
産
管
財
人
）
は
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
機
能
の
同
異
の
判

断
を
す
る
た
め
に
、
形
骸
第
五
規
準
（
又
は
第
六
規
準
）
を
用
い
る
よ
り
形
骸
第
三
規
準
・
形
骸
第
四
規
準
（
又
は
第
二
規
準
・
第
三
規
準
）

を
用
い
る
方
が
容
易
で
あ
る
。
後
記
注
（
９
）
参
照
。（
形
骸
第
五
規
準
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法

に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
六
一
〜
六
二
頁
参
照
。
第
六
規
準
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法

理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
三
）」
成
城
法
学
第
三
十
号
九
一
頁
、
注
（
９
）
参
照
）

（
４
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
二
）」
成
城
法
学
第
二
十
六
号
一
一
三
頁
、
２
、
法

律
効
果
の
本
質
的
同
一
性
、
以
下
。
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
九
）」
成
城
法
学

第
五
十
八
号
八
三
頁
�
、
八
六
頁
注
（
９
）。

（
５
）
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
五
八
〜
五
九
頁
参
照
。

（
６
）
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
、
に
関
す
る
日
仏
間
の
比
較
法
的
研
究
」
日
本
私
法
学
会
「
私
法
」
第
四
九
号
一
九
四
〜
二

〇
一
頁
、
特
に
一
九
六
〜
一
九
七
頁
参
照
。

（
７
）
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
七
一
頁
、
③
効
果
の
内
容
的
同
一
性
が
存
在

し
な
い
場
合
の
、
担
当
問
題
の
同
一
性
、
参
照
。

（
８
）
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
五
八
〜
五
九
頁
参
照
。

（
９
）
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ

�

本
文
と
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
も
、
同
様
の
結
論
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、

�

本
事
例
の
事�

実�

関�

係�

は
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
の
事
実
関
係
と
（
解
決
さ
れ
る
べ
き
同
一
問
題＝

前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
担
当
問
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題
、
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
程
度
に
）
類�

似�

し
て
い
る
、
と
推
測
す
る
と
き
、
本
事
例
に
お
い
て
乙�

山�

を
形�

骸�

会�

社�

、
破�

産�

者�

を
背�

後�

者�

と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
た
だ
、
破
産
事
例
で
あ
る
本
事
例
の
場
合
、
原
告
（
破
産
管
財
人
）
は
前�

記�

二�

型�

の�

形�

骸�

法�

理�

を�

そ�

の�

ま�

ま�

用�

い�

る�

こ�

と�

は�

で�

き�

な�

い�

の
で
、
本
事
例
に
お
け
る
否
認
権
の
機
能
と
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
機
能
の
同
異
を
判
断
す
る
た
め
に
、
形�

骸�

第�

五�

規�

準�

（
前
掲
拙
稿
「
比
較
法
方
法
論
―
―
機
能
的
比
較
法
に
お
け
る
比
較
対
象
の
決
定
方
法
―
―
」
六
一
〜
六
二
頁
参
照
）
を�

用�

い�

る�

こ�

と�

は�

困�

難�

で
あ
る
。（
し
た
が
っ
て
、
本
文
に
お
い
て
は
、
形
骸
第
五
規
準
を
用
い
ず
に
、
形
骸
第
四
規
準
を
用
い
て
、
機
能
の
同
異

の
判
断
を
し
た
）

し
か
し
、
本
事
例
に
お
い
て
、
原
告
（
破
産
管
財
人
）
は
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
変�

形�

法�

理�

（
�
で
後
述
）
を
用
い
る
こ
と
は
、
可

能
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
�
原
告
が
乙
山
の
資
産
に
対
し
て
破
産
財
団
に
属
す
る
と
し
て
占
有
管
理
を
開
始
し
、
こ
れ
に
対
し
乙
山
が
取
戻
権

を
行
使
し
た
場
合
に
、
法
人
格
形
骸
化
に
基
づ
く
乙
山
法
人
格
の
否
認
〔
即
ち
①
乙
山
法
人
格
の
異
別
性
機
能
（＝

乙
山
が
破
産
者
と
別
個

独
立
の
法
主
体
と
な
る
、
と
い
う
機
能
）
の
停
止
ま
た
は
②
信
義
則
に
基
づ
く
乙
山
法
人
格
異
別
性
（＝

乙
山
は
破
産
者
と
別
個
独
立
の
法

主
体
で
あ
る
こ
と
）
の
主
張
制
限
〕、
を
根
拠
に
、
乙
山
の
資
産
の
破
産
財
団
帰
属
性
を
主
張
し
、
或
い
は
、
�
法
人
格
形
骸
化
に
基
づ
く

乙
山
法
人
格
の
否
認
、
を
根
拠
に
、
原
告
が
乙
山
の
資
産
に
対
し
て
破
産
財
団
に
属
す
る
と
し
て
そ
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
、
は
可
能
で

あ
ろ
う(

乙
山
法
人
格
の
否
認
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
八
）」

成
城
法
学
第
五
十
五
号
一
二
五
頁
、
Ｂ

効
果

法
人
格
否
認
、
参
照
。
な
お
、
本
稿
〔
事
例
一
二
五
〕
考
察
、
�

効
果
の
類
似
性
、
�
、

参
照
）。

こ
の
場
合
、
同
変
形
法
理
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
効�

果�

の
本
質
は
「
乙
山
（＝

形�

骸�

会�

社�

）
の�

資�

産�

の
、
破
産
者
（
背�

後�

者�

）
の�

債�

権�

者�

の�

た�

め�

の�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
実
現
効
果
の
本
質
、
即
ち
「
形�

骸
会
社
お
よ
び
背�

後
者
（
ま
た
は
関�

連
形
骸
会
社
）
双�

方�

の�

資�

産�

の
、
双�

方�

の�

全�

金�

銭�

債�

権�

者�

各�

�々

の�

た�

め�

の�

、
共�

同�

責�

任�

財�

産�

化�

」、
の
一�

環�

を
実
現
す
る

も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題
を
解
決
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

他
方
、
本
文
で
記
し
た
よ
う
に
、
本
事
例
に
お
い
て
否�

認�

権�

行
使
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
効�

果�

の
本
質
は
「
破
産
者
か
ら
被
告
に
譲
渡
さ

れ
た
ゴ
ル
フ
会
員
権
（＝

被�

告�

の�

資�

産�

の
一�

部�

）
の
、
破
産
者
（
背�

後�

者�

）
の�

債�

権�

者�

の�

た�

め�

の�

再�

責�

任�

財�

産�

化
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
被
告

は
形
骸
会
社
で
も
関
連
会
社
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
事
例
に
お
い
て
否
認
権
が
実
現
し
た
効
果
は
、
�
本
質
的
に
み
て
も
、
本
事
例

の
事
実
関
係
に
前
記
変
形
法
理
を
適
用
し
た
と
仮
定
す
る
と
き
実
現
さ
れ
る
前
記
効
果
と
は
、
同
一
な
い
し
類
似
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、
ま
た
、
�
本
事
例
の
事
実
関
係
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題
に
対
す
る
、
同
変
形
法
理
の
解
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答
と
は
異
な
る
別
の
解
答
と
解
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
事
例
に
お
け
る
否
認
権
は
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題

と
は
別
の
問
題
を
解
決
し
て
お
り
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
と
は
機�

能�

を�

異�

に�

す�

る�

と
解
さ
れ
る
。

�

上
記
�
で
行
っ
た
操
作
を
一
般
化
す
れ
ば
、
次
の
判
断
規
準
が
得
ら
れ
る
。

「
①
、
�
あ
る
法
規
範
（
法
規
範
Ａ
）
の
現
実
の
適
用
事
例
（
法
規
範
Ａ
事
例
）
に
お
け
る
具�

体�

的�

事�

実�

関�

係�

と
、
�
前
記
二
型
の
形
骸

事
例
に
お
け
る
具
体
的
事
実
関
係
と
の
間
に
、（
解
決
さ
れ
る
べ
き
同
一
の
問
題＝

前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題
、
が
存
す
る
と
考

え
ら
れ
る
程
度
の
）
類
似
性
が
見
ら
れ
る
が
、
②
、
同
法
規
範
Ａ
事
例
に
お
い
て
法
規
範
Ａ
が
実
現
し
た
効�

果�

が
、
�
本
質
的
に
み
て
も
、

同
事
例
の
具
体
的
事
実
関
係
に
前�

記�

二�

型�

の
形
骸
法
理
（
又
は
そ
の
変�

形�

法�

理�

）
を
適
用
し
た
と
仮
定
す
る
と
き
に
実
現
す
る
効
果
と
同
一

な
い
し
類
似
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
�
同
法
規
範
Ａ
事
例
の
具
体
的
事
実
関
係
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
前
記
二
型

の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題
に
対
す
る
、
前�

記�

二�

型�

の
形
骸
法
理
（
ま
た
は
そ
の
変�

形�

法�

理�

）
の
解
答
と
は
異
な
る
別
の
解
答
と
解
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
場
合
は
、→
同
法
規
範
Ａ
事
例
に
お
け
る
法
規
範
Ａ
は
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題
と
は
別
の
問
題
を
解
決
し
て
お

り
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
と
は
機
能
を
異
に
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。（
し
た
が
っ
て
、
法
規
範
Ａ
は
、
比
較
の
対
象
と
す
る
べ
き
で
は
な

い
）」（
形
骸
第
五
規
準－

二
）

こ
こ
で
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
変�

形�

法�

理�

と
は
、

「
�
破
産
者
た
る
背
後
者
（
ま
た
は
形
骸
会
社
）
の
破
産
管
財
人
が
、
破
産
者
で
な
い
形
骸
会
社
（
ま
た
は
背
後
者
）
の
資
産
を
破
産
財
団

に
属
す
る
と
し
て
占
有
管
理
す
る
の
に
対
し
、
形
骸
会
社
（
ま
た
は
背
後
者
）
が
取�

戻�

権�

を�

行�

使�

す
る
場
合
に
、
法
人
格
形
骸
化
に
基
づ
く

形
骸
会
社
法
人
格
の
否
認
〔
即
ち
①
形
骸
会
社
法
人
格
の
異
別
性
機
能
（＝

形
骸
会
社
が
背
後
者
と
別
個
独
立
の
法
主
体
と
な
る
、
と
い
う

機
能
）の
停
止
、
ま
た
は
②
信
義
則
に
基
づ
く
形
骸
会
社
の
法
人
格
異
別
性（＝

形
骸
会
社
は
背
後
者
と
別
個
独
立
の
法
主
体
で
あ
る
こ
と
）

の
主
張
制
限
〕、
を
根
拠
に
、
形
骸
会
社
（
ま
た
は
背
後
者
）
の
資
産
の
破�

産�

財�

団�

帰�

属�

性�

が�

認�

め�

ら�

れ�

、
或
い
は
、
�
破
産
者
た
る
背
後

者
（
ま
た
は
形
骸
会
社
）
の
破
産
管
財
人
が
、
法
人
格
形
骸
化
に
基
づ
く
形
骸
会
社
法
人
格
の
否
認
、
を
根
拠
に
、
破
産
者
で
な
い
形
骸
会

社
（
ま
た
は
背
後
者
）
の
資
産
に
対
し
て
破�

産�

財�

団�

に�

属�

す�

る�

と�

し�

て�

そ�

の�

返�

還�

を�

請�

求�

し�

得�

る�

」（
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
変
形
法
理
）

成城法学第７６号（２００７）

５６



と
い
う
形
の
形
骸
法
理
で
あ
る
。（
形
骸
会
社
法
人
格
の
否
認
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る

形
骸
概
念
の
再
構
成
（
八
）」
成
城
法
学
第
五
十
五
号
一
二
五
頁

Ｂ

効
果

法
人
格
否
認
、
参
照
。
な
お
、
本
稿
〔
事
例
一
二
五
〕
考

察
、
�

効
果
の
類
似
性
、
�
、
参
照
）

こ
の
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
変
形
法
理
の
効
果
は
、
そ
の
本
質
を
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
そ
れ
と
同
じ
く
、「
形�

骸
会
社
お
よ
び

背�

後
者
（
ま
た
は
関�

連
形
骸
会
社
）
双�

方�

の�

資�

産�

の
、
双�

方�

の�

全�

金�

銭�

債�

権�

者�

各�

�々

の�

為�

の�

、
共�

同�

責�

任�

財�

産�

化�

」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、

し
た
が
っ
て
ま
た
前�

記�

二�

型�

の�

形�

骸�

法�

理�

の�

担�

当�

問�

題�

を�

解�

決�

す�

る�

機�

能�

を
有
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
場
合
、
更
に
、
次
の
規
準
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
①
、
�
あ
る
法
規
範
（
法
規
範
Ａ)

の
現
実
の
適
用
事
例
（
法
規
範
Ａ
事
例
）
に
お
け
る
具�

体�

的�

事�

実�

関�

係�

と
、
�
前
記
二
型
の
形
骸
事
例

に
お
け
る
具
体
的
事
実
関
係
と
の
間
に
、（
解
決
さ
れ
る
べ
き
同
一
の
問
題＝

前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題
、
が
存
す
る
と
考
え
ら

れ
る
程
度
の
）
類
似
性
が
見
ら
れ
、
②
、
同
法
規
範
Ａ
事
例
に
お
い
て
法
規
範
Ａ
が
実
現
し
た
効�

果�

が
、
�
本
質
的
に
み
て
、
同
事
例
の
具

体
的
事
実
関
係
に
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
変�

形�

法�

理�

を
適
用
し
た
と
仮
定
す
る
と
き
に
実
現
す
る
効
果
と
同
一
な
い
し
類
似
し
て
い
る
と

解
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
は
、
�
同
法
規
範
Ａ
事
例
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題
に
対
す
る
、
前
記
二

型
の
形
骸
法
理
の
変�

形�

法�

理�

の
解
答
と
は
異
な
る
別
の
解
答
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、→

同
法
規
範
Ａ
事
例
に
お
け
る
法
規
範
Ａ

は
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題
を
解
決
し
て
お
り
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
と
機
能
を
同
じ
く
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。（
し
た
が

っ
て
、
法
規
範
Ａ
は
、
比
較
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
）」（
形
骸
第
五
規
準－

三
）

�

な
お
、
前
記
形
骸
第
五
規
準－

二
を
一
般
化
す
れ
ば
、
以
下
の
規
準
が
成
り
立
つ
。

「
①
、
�
あ
る
法
規
範
（
法
規
範
Ａ
）
の
現
実
の
適
用
事
例
（
法
規
範
Ａ
事
例
）
に
お
け
る
具�

体�

的�

事�

実�

関�

係�

と
、
�
（
比
較
の
基
礎
と

な
る
）
法
規
範
甲
の
現
実
の
適
用
事
例
に
お
け
る
具
体
的
事
実
関
係
と
の
間
に
、（
解
決
さ
れ
る
べ
き
同
一
の
問
題＝

法
規
範
甲
担
当
問
題
、

が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
程
度
の
）
類
似
性
が
見
ら
れ
る
が
、
②
、
同
法
規
範
Ａ
事
例
に
お
い
て
法
規
範
Ａ
が
実
現
し
た
効�

果�

が
、
�
本
質

的
に
み
て
も
、
同
法
規
範
Ａ
事
例
の
具
体
的
事
実
関
係
に
法
規
範
甲
を
適
用
し
た
と
仮
定
す
る
と
き
に
実
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
効
果
と
同
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２

債
権
者
取
消
権
・
否
認
権
の
、
比
較
対
象
と
し
て
の
適
格
性

債
権
者
取
消
権
事
例
及
び
否
認
権
事
例
を
考
察
し
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

�

債
権
者
取
消
権
事
例

多
く
の
債
権
者
取
消
権
事
例
に
お
い
て
は
、
債
権
者
取
消
権
は
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
と
機
能
を
同
じ
く
し
な
い
。
し
か
し
、
上
記

し
た
と
お
り
、
い
く
つ
か
の
債
権
者
取
消
権
（
１
）

事
例
に
お
い
て
は
、
債
権
者
取
消
権
が
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
と
同
一
な
い
し
類
似
し
た

機
能
を
果
た
し
て
い
る
（
代
替
機
能
を
果
た
し
て
い
る
）
と
推
測
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。
従
っ
て
、
債
権
者
取
消
権
は
、

本
稿
に
お
け
る
比
較
の
対
象
と
し
て
視
野
に
留
め
る
べ
き
で
あ
る
。

�

否
認
権
事
例

否
認
権
事
例
に
お
い
て
は
、
否
認
権
が
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
と
同
一
ま
た
は
類
似
し
た
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
事

例
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
否
認
権
は
、
現
実
の
機
能
に
お
い
て
、
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
と
同
一
ま
た
は
類

似
し
た
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
と
み
て
、
本
稿
に
お
け
る
比
較
対
象
か
ら
外
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

一
な
い
し
類
似
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
�
同
法
規
範
Ａ
事
例
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
法
規
範
甲
担
当
問
題
に
対
す

る
、
法
規
範
甲
の
解
答
と
は
異
な
る
別
の
解
答
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
場
合
は
、→

同
法
規
範
Ａ
事
例
に
お
け
る
法
規
範
Ａ
は
、
法
規

範
甲
担
当
問
題
と
は
別
の
問
題
を
解
決
し
て
お
り
、
法
規
範
甲
と
は
機
能
を
異
に
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。（
し
た
が
っ
て
、
法
規
範
Ａ
は
、

比
較
の
対
象
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
）」（
一
般
第
五
規
準－

二
））

（
１０
）
な
お
、
本
事
例
と
類
似
す
る
事
例
と
し
て
、〔
事
例
一
三
一
〕
名
古
屋
高
等
昭
三
一
（
ネ
）
第
二
四
六
号
、
昭
三
五
・
四
・
一
一
判
決
（
下

級
裁
判
所
民
事
裁
判
例
集
第
一
一
巻
第
四
号
八
〇
一
頁
以
下
）
参
照
。

成城法学第７６号（２００７）
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し
か
し
、
否
認
権
の
要
件
・
効
果
の
考
察
の
結
果
は
、
否
認
権
が
、
要
件
・
効
果
的
に
は
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
と
同
一
又
は
類
似

し
た
機
能
を
果
た
し
得
る
こ
と
を
示
し
て
（
２
）

お
り
、
ま
た
、
上
記
し
た
よ
う
に
、
否
認
権
事
例
の
な
か
に
は
、
事
実
関
係
が
（
前
記
二
型

の
形
骸
法
理
の
担
当
問
題
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
程
度
に
）
前
記
二
型
の
形
骸
事
例
の
事
実
関
係
と
類
似
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る

事
例
も
若
干
見
つ
か
っ
て
（
３
）

い
る
。
従
っ
て
、
将
来
、
否
認
権
が
前
記
二
型
の
形
骸
法
理
と
同
一
な
い
し
類
似
し
た
機
能
を
果
た
す
否
認

権
事
例
が
生
じ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
機
能
的
比
較
法
の
立
場
か
ら
は
、
否
認
権
も
、
本
稿
に
お
け
る
比
較
の
対
象

と
し
て
視
野
に
留
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

�

従
っ
て
、
債
権
者
取
消
権
及
び
否
認
権
は
と
も
に
、
本
稿
に
お
け
る
比
較
の
対
象
と
し
て
視
野
に
留
め
る
べ
き
で
あ
る
。

（
１
）
前
掲
〔
事
例
一
二
五
〕
〜
〔
事
例
一
二
九
〕

（
２
）
前
掲
拙
稿
「
形
骸
に
基
づ
く
法
人
格
否
認
の
法
理
に
お
け
る
形
骸
概
念
の
再
構
成
（
十
四
）」
成
城
法
学
第
七
十
三
号
五
頁
以
下
、（
七
）

債
権
者
取
消
権
・
否
認
権
、
Ⅰ

要
件
お
よ
び
効
果
の
考
察
、
参
照
。

（
３
）
前
掲
〔
事
例
一
三
〇
〕
及
び
〔
事
例
一
三
一
〕（
本
稿
〔
事
例
一
三
〇
〕
考
察
、
注
（
１０
）
参
照
）。

（
本
稿
は
、
成
城
大
学
「
特
別
研
究
助
成
金
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。）

（
い
の
う
え
・
あ
き
ら＝

本
学
教
授
）

形骸に基づく法人格否認の法理における形骸概念の再構成 �
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